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「希望と愛、参加できるまち」を目指して 

 
津 南 町 は 、 昭 和 30 年 １ 月 １ 日 に 下 船 渡 村 、 外 丸 村 、 上 郷

村 、 芦 ヶ 崎 村 、 秋 成 村 及 び 中 深 見 村 の ６ か 村 が 合 併 し 誕 生 し
て 以 来 、令 和 ２ 年 度 で 65 年 を 経 過 し ま し た 。多 く の 困 難 が あ
り な が ら も 、 先 人 の 英 知 と 弛 ま ぬ 努 力 、 そ し て 果 敢 な 挑 戦 に
よ り 今 日 の 津 南 町 の 発 展 が あ り ま す 。  
 こ の 間 、 国 営 苗 場 山 麓 農 地 開 発 事 業 を 主 体 と し た 農 業 生 産 基 盤 の 整 備 を は じ
め 安 心 安 全 な 高 付 加 価 値 の 農 産 物 の 生 産 又 は 豊 か な 森 林 資 源 の 活 用 に よ り 、 農
業 を 基 幹 産 業 と し た ま ち づ く り が 進 め ら れ て き ま し た 。  

こ の ほ か 、 ニ ュ ー ・ グ リ ー ン ピ ア 津 南 や 秘 境 秋 山 郷 又 は 多 く の 温 泉 資 源 等 に
よ る 観 光 振 興 の ほ か 、 日 本 ジ オ パ ー ク に 認 定 さ れ た 苗 場 山 麓 ジ オ パ ー ク 事 業 の
推 進 に よ る 雪 国 ・ 伝 統 ⽂ 化 の 伝 承 、 ま た は 町 ⺠ の 健 康 づ く り や 介 護 予 防 対 策 の
推 進 な ど 、 様 々 な 諸 課 題 に 対 し 取 組 が 実 施 さ れ て き ま し た 。  
 国 内 外 の 情 勢 を 見 ま す と 、 令 和 元 年 以 来 、 全 世 界 で 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染
症 の 感 染 が 拡 ⼤ し 、 我 々 が ⻑ 年 築 き 上 げ て き た 社 会 基 盤 や 経 済 構 造 を 根 本 か ら
見 直 さ な け れ ば 生 活 が 成 り 立 た な く な っ て き て い ま す 。 ウ イ ル ス と い う 見 え な
い 敵 に 対 し 知 恵 と 工 夫 を 出 し 合 い 、 感 染 症 に 強 い 社 会 環 境 の 整 備 又 は 新 し い 生
活 様 式 に 合 致 す る 生 活 ス タ イ ル の 確 立 の ほ か 、 未 来 を 創 造 し 強 固 な 地 域 経 済 を
構 築 す る な ど 、 新 た な 視 点 に よ る 取 組 が 求 め ら れ て い ま す 。  

こ の た び 、 平 成 23 年 度 に 策 定 し た 「 第 ５ 次 津 南 町 総 合 振 興 計 画 」 及 び 平 成
27 年 度 に 策 定 し た「 第 １ 期 津 南 町 ま ち・ひ と・し ご と 創 生 総 合 戦 略 」の 計 画 期
間 が 令 和 ２ 年 度 末 を も っ て 終 了 す る こ と に 伴 い 、 両 計 画 を 評 価 検 証 し つ つ 、 新
た に 「 第 ６ 次 津 南 町 総 合 振 興 計 画 」 を 策 定 し ま し た 。 本 計 画 は 「 第 ２ 期 津 南 町
ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 総 合 戦 略 」 と し て も 位 置 付 け て い ま す 。  

策 定 に あ た り 、 町 議 会 、 審 議 会 委 員 、 策 定 委 員 及 び 関 係 す る 多 く の 皆 様 か ら
ご 協 力 い た だ き ま し た こ と に 対 し 敬 意 と 感 謝 を 申 し 上 げ ま す 。  
 本 町 に お い て は 、 人 口 減 少 と 少 子 高 齢 化 が 進 み 、 基 幹 産 業 で あ る 農 業 の み な
ら ず 様 々 な 分 野 に お い て 後 継 世 代 の 育 成 が 急 務 と な っ て い ま す 。 ⼤ 地 や 自 然 に
抱 か れ 、い つ も 近 く に 誰 か を 感 じ る こ と の で き る 津 南 町 の 良 さ に 魅 力 を 感 じ て 、
こ こ に 住 ん で く れ る 人 を 増 や し た い と い う 強 い 想 い で す 。 そ し て 、 全 て の 世 代
の 皆 様 が 津 南 町 で し っ か り 生 活 し て い け る よ う 、 そ れ ぞ れ の 数 値 目 標 に 向 か っ
て 前 を 向 い て 進 ん で ま い り ま す の で 、 町 ⺠ の 皆 様 を は じ め 関 係 者 の 皆 様 の ご ⽀
援 と ご 協 力 を お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  
 

 令 和 ３ 年 ３ 月  

新潟県津南町長 桑原 悠 



 

 

 

 

 
 
 

大好き、私の津南町 ＜ 昭 和 60 年 10 月 28 日 制 定 ＞  
恵 ま れ た 自 然 と 、 ふ れ あ い の あ る 津 南 町 に 生 き る こ と を  

喜 び 、よ り 豊 か な 住 み よ い ま ち を め ざ し て 、こ こ に 憲 章 を 定
め ま す 。  

一．自然と調和した、美しいまちをつくります。 
一．健康で働き、活力のあるまちをつくります。 
一．伝統を愛し、より高い文化のまちをつくります。 
一．環境豊かな、思いやりのあるまちをつくります。 
一．雪を克服し、明るく住みよいまちをつくります。  

 

 

 
 

○人権尊重の町（ 昭 和 61 年 ４ 月 11 日 ）  
○米輸入自由化反対の町（ 平 成 ２ 年 11 月 22 日 ）  
○核兵器廃絶平和の町（ 平 成 ３ 年 ７ 月 ４ 日 ） 
○シートベルト着用推進宣言の町 （ 平 成 ８ 年 ３ 月 19 日 ） 
○町⺠ぐるみ健康づくり宣言の町（ 平 成 20 年 ６ 月 30 日 ）  

 

 

 
 

農を以て 立町の基と為す 
 

  

憲 章 

宣 言 

町 是 

津 南 町 町 民 憲 章 ・ 宣 言 



 

－目 次－ 

 

第１部 総論  

 第１章 計画の性格  

  第１節 計画策定の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

  第２節 計画の性格と位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

  第３節 計画の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

  第４節 計画の期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

  第５節 第２期津南町まち・ひと・しごと創生総合戦略としての 

位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3 

    

 第２章 現計画の評価  

  第１節 第５次津南町総合振興計画の評価・・・・・・・・・・・ 5 

  第２節 第１期津南町まち・ひと・しごと創生総合戦略の評価・・ 7 

    

 第３章 津南町の現状  

  第１節 地勢、沿革・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

  第２節 津南町の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

    

第２部 基本構想  

 第１章 まちづくりの目標  

  第１節 基本理念・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 

  第２節 津南町の将来像・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 

   

 第２章 人口ビジョン  

  第１節 津南町人口ビジョン・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 

    

 第３章 基本構想  

  第１節 希望と可能性に満ちた活力ある産業のまち・・・・・・・ 29 

  第２節 生涯学びながら成長できるまち・・・・・・・・・・・・ 30 

  第３節 安全安心で快適に暮らせるまち・・・・・・・・・・・・ 31 

  第４節 住んでよかったとみんなが言えるまち・・・・・・・・・ 32 

  第５節 地域資源を生かした活気と魅力あふれるまち・・・・・・ 33 

   

 第４章 施策の体系  

  第１節 施策の体系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34 

  第２節 ＳＤＧｓとの関連性・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37 

     



 

第３部 基本計画  

 第１章 希望と可能性に満ちた活力ある産業のまち  

  第１節 稲作の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40 

  第２節 畑作の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43 

  第３節 畜産業の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46 

  第４節 林業の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49 

  第５節 商工業の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51 

  第６節 雇用の拡大・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55 

  第７節 観光業の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57 

    
 第２章 生涯学びながら成長できるまち  

  第１節 保育・子育て支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60 

  第２節 学校教育支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64 

  第３節 生涯学習、スポーツ環境の支援・・・・・・・・・・・・ 67 

  第４節 芸術・伝承文化・文化財保護の活用と支援・・・・・・・ 71 

  第５節 郷土学習支援と苗場山麓ジオパーク保全・・・・・・・・ 75 

    
 第３章 安全安心で快適に暮らせるまち  

  第１節 道路・河川・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78 

  第２節 上下水道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80 

  第３節 環境衛生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82 

  第４節 住宅環境の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85 

  第５節 防災力の強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87 

  第６節 生活交通・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90 

  第７節 生活安全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 93 

    
 第４章 住んでよかったとみんなが言えるまち  

  第１節 生涯元気で達者なまち・・・・・・・・・・・・・・・・ 95 

  第２節 高齢者が地域でいきいきと暮らせるように・・・・・・・ 100 

  第３節 障害者が地域でいきいきと暮らせるように・・・・・・・ 103 

  第４節 全ての人が安心して暮らせるように・・・・・・・・・・ 106 

  第５節 医療体制の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 109 

    
 第５章 地域資源を生かした活気と魅力あふれるまち  

  第１節 地域づくり基盤の構築・・・・・・・・・・・・・・・・ 111 

  第２節 つなん型ツーリズムの推進・・・・・・・・・・・・・・ 114 

  第３節 交流人口の増加とネットワークづくり・・・・・・・・・ 117 

  第４節 移住定住（ＵＩＪターン）の促進・・・・・・・・・・・ 121 

  第５節 地域支援制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 124 

  第６節 デジタル技術の活用による課題解決と価値の創造・・・・ 126 

  第７節 景観の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 129 



 

     

第４部 計画の推進及び進行管理  

 第１章 計画の推進及び進行管理  

  第１節 計画の推進体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 131 

  第２節 計画の進行管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 131 

  第３節 適切な財政・行政運営・・・・・・・・・・・・・・・・ 131 

     

【【 資資 料料 編編 】】    

 ■ 津南町総合振興計画についての諮問・・・・・・・・・・・・・ 135 

 ■ 津南町総合振興計画についての答申・・・・・・・・・・・・・ 136 

 ■ 策定経過・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 137 

 ■ 津南町総合振興計画策定委員名簿・・・・・・・・・・・・・・ 138 

 ■ 津南町総合振興計画審議会委員名簿・・・・・・・・・・・・・ 143 

 ■ 数値目標・ＫＰＩ一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（基本構想又は基本計画に掲載した事項の再掲） 

144 

     

     

     

 

 

  



- 1 - 

【第 1 部 総論】 

 

第１章 計画の性格   

第１節 計画策定の目的                      

本町の総合振興計画は、昭和 46 年度に「第１次津南町総合振興計画」を策

定し、以降、10 年毎にそれぞれ 10 年間を計画期間とする津南町総合振興計

画を策定してきた。 

  国内外の情勢を見れば、令和２年初冬から世界中で新型コロナウイルス感

染症の感染が拡大し、社会経済活動の大幅な縮小のほか我々の日常生活を取

り巻く環境が大きく変わり、「新しい生活様式」を踏まえた行動が求められて

いる。 

また、地球規模の温暖化や気候変動、地震や水害など災害の多発、急速な

少子高齢化の進行、地方創生・地方分権の推進、高速情報通信技術の発達な

ど、地方自治体を取り巻く環境や求められているニーズが多様化しつつある。 

これらの様々な課題に対して適格かつ柔軟に対応し、限られた財源の中で

効率的又は戦略的に行財政運営を進めていくため、これからの津南町の施策

における新たな基本構想及び基本計画を定めたものである。 

 

第２節 計画の性格と位置づけ                   

本計画は、本町の最上位計画である「第６次津南町総合振興計画」である

とともに、人口減少対策及び地方創生対策を重要課題に掲げていることから、

まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年法律第 136 号）第 10 条に基づく「第

２期津南町まち・ひと・しごと創生総合戦略」としても位置付ける。 

また、まちの将来像の実現にあたっては、よりよい社会の実現を目指す世

界共通の目標であるＳＤＧｓ（※１）の達成に向けた取組を推進し、将来世

代が希望を持てる持続可能なまちづくりを進めていく必要がある。 

  今後、町行政だけでなく、町民、各種団体、事業者など津南町に関わる多

くの皆様と協働で進める新たなまちづくりの指針として、毎年度の予算編成

や各分野における個別の事業計画に反映していくものとする。 

 

 第３節 計画の構成                        

本計画は、基本構想及び基本計画により構成する。 

 １ 基本構想 

   基本構想は、まちづくりの基本理念と本町の将来像を展望し、計画的か

つ効果的に行財政運営を進めるため、今後の基本的な施策の大綱を定めた

ものである。 
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 ２ 基本計画 

   基本計画は、基本構想に定める将来像を実現するため、各施策にかかる

現状と課題を踏まえ、目指すべき方向性や主な取組を定めたものである。 

 

 第４節 計画の期間                        

 １ 基本構想  

令和３年度から 12 年度までの 10 年間を計画期間としている。 

 

 ２ 基本計画  

令和３年度から７年度までの５年間を「第６次津南町総合振興計画」に

おける前期基本計画とし、令和８年度から 12 年度までの５年間を同計画

における後期基本計画とする。 

後期基本計画は、前期基本計画を評価検証し見直した上で、令和７年度

中に策定するものとする。 

 

≪用語説明≫ 

※１ ＳＤＧｓ（エスディージーズ） 

持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）の略称。「誰一

人取り残さない」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標。

2015 年９月の国連サミットにおいてすべての加盟国が合意した「持続可能

な開発のための 2030 アジェンダ」の中で掲げられ、2030 年を達成年限と

し、17 のゴールと 169 のターゲットから構成されている。 
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第５節 第２期津南町まち・ひと・しごと創生総合戦略としての位置づけ   

 １ 本計画における位置づけ（参考１参照） 

「第２期津南町まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、本計画第２部第

３章「基本構想」をもって、まち・ひと・しごと創生法第 10 条第２項第１

号及び第２号に定める目標及び市町村が講ずべき施策に関する基本的方向

とするとともに、第３部「基本計画」をもって、同法第 10 条第２項第３号

に定める市町村が講ずべき施策を総合的かつ計画的に実施するために必要

な事項の具体的な施策とする。 

 

 

 

 

 

 

○ ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 法 （ 平 成 26 年 法 律 第 136 号 ）  
(市 町 村 ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 総 合 戦 略 ) 

第 10 条  （ 略 ）  
２  市 町 村 ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 総 合 戦 略 は 、 お お む ね 次 に 掲 げ る 事 項 に

つ い て 定 め る も の と す る 。  
⑴  市 町 村 の 区 域 に お け る ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 に 関 す る目標  
⑵  市 町 村 の 区 域 に お け る ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 に 関 し 、 市 町 村 が 講 ず

べ き 施 策 に 関 す る基本的方向  
⑶  前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 町 村 の 区 域 に お け る ま ち ・ ひ と ・ し ご

と 創 生 に 関 し 、市町村が講ずべき施策を総合的かつ計画的に実施するた

めに必要な事項  

 

 

 津 南 町 総 合 振 興 計 画 に お け る つ ぎ の 項 目 の 内 容 を も っ て 、 上 記 ３ 点 の 総 合 戦
略 に お け る 必 要 事 項 と し て 位 置 付 け る 。  

津 南 町 総 合 振 興 計 画  ま ち ・ ひと ・ し ごと 創 生 総合 戦 略 の必 須 項目 

第 ２ 部 第 ３ 章 「 基 本 構 想 」  ⑴  目 標  

 ⑵  基 本 的 方 向  

第 ３ 部 「 基 本 計 画 」  
⑶  市 町 村 が 講 ず べ き （ 中 略 ） 必 要 な 事 項

（ 具 体 的 な 施 策 ・ Ｋ Ｐ Ｉ ）  

 

  

参考１：まち・ひと・しごと創生法 
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 ２ 計画期間（参考２参照） 

「第１期津南町まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、平成 27 年度から

令和元年度までの５年間を計画期間としていた。 

新たな総合戦略については、新たな津南町総合振興計画と合わせ令和２

年度に検討することにしたため、津南町総合振興計画策定委員会にお諮り

した上で、「第１期津南町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の計画期間を

令和２年度まで１年間延長した。 

「第２期津南町まち・ひと・しごと創生総合戦略」としての計画期間は、

令和３年度から７年度までの５年間とする。 

    

 

 

 

年度 総合振興計画 総合戦略 

Ｈ23    

Ｈ24    

Ｈ25    

Ｈ26    

Ｈ27    

Ｈ28    

Ｈ29    

Ｈ30    

Ｒ元    

Ｒ２    

Ｒ３    

Ｒ４    

Ｒ５    

Ｒ６    

Ｒ７    

Ｒ８    

Ｒ９    

Ｒ10    

Ｒ11    

Ｒ12    

  

参考 2：両計画の期間及び策定年度 

第
５
次
津
南
町
総
合
振
興
計
画
（
基
本
構
想
） 

第
６
次
津
南
町
総
合
振
興
計
画
（
基
本
構
想
） 

前

期

基

本

計

画 

前

期

基

本

計

画 

後

期

基

本

計

画 

後

期

基

本

計

画 

第

１

期

津

南

町

ま

ち

・

ひ

と
・
し

ご

と

創

生

総

合

戦

略 

第

２

期

津

南

町

ま

ち

・

ひ

と
・
し

ご

と

創

生

総

合

戦

略 

次

期

津

南

町

ま

ち

・

ひ

と

・

し

ご

と

創

生

戦

略 

（
Ｒ
２
年

度
ま
で
１
年
延
長
） 
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第２章 現計画の評価   

 第１節 第５次津南町総合振興計画の評価              

第５次津南町総合振興計画は、平成 23 年度から令和２年度までの 10 年間

を基本構想における計画期間としていた。このうち、平成 23 年度から 27 年

度までの５年間を第５次計画における前期基本計画とし、平成 28 年度から

令和２年度までの５年間を同計画における後期基本計画としていた。 

  第５次計画における基本計画では、施策を 11 項目に分け、その中で目指す

べき方向や具体的な取組 441 事業を掲げていた。新たな総合振興計画を策定

するにあたり、掲げていた取組の実施状況を下表のとおり整理した。 

具体的な取組 441 事業それぞれの実施状況を整理すると、全体では実施済

の事業が 51.7％、一部実施が 27.9％、検討中又は未実施が 20.4％となって

いる。 

  11 項目の分野別にみると、実施済の事業の割合が高かったのは「農林水産」

であり、以下「健康保健」、「生活環境」、「保育教育」と続く。基幹産業であ

る農業関連事業に重点的に取組が進められたほか、寝たきりゼロ運動や健骨

体操などの健康づくり及び介護予防事業、除雪対策又はごみの削減など環境

対策、保育園と学校が連携した子育て支援などの取組が進められてきた。 

  一方、実施済の事業の割合が低かったのは、「地域医療」、「新行政」、「商工

雇用」、「社会福祉」があげられる。 

「地域医療」では未実施の事業の割合が 11 分野のうち唯一ゼロであった

が、計画に掲げていた複数の診療科における常勤医師の確保や通院交通体系

の見直しなどが一部実施となっている。他分野で検討中又は未実施となって

いるものをあげると、「新行政」においては庁内の電子決済システムの導入や

地域情報化計画の策定であり、「商工雇用」においては空き店舗を活用したサ

テライトオフィスの整備や高齢社会に対応した商品共同配達システムの構築

などがあげられる。「社会福祉」においては高齢者への買い物支援体制の整備

や津南病院空き病床の活用などが検討中となっている。 

【 第 ５ 次 津 南 町 総 合 振 興 計 画 後 期 基 本 計 画 に お け る 数 値 目 標 等 】  

チ
ー
ム
名 

キ ャ ッ チ フ レ ー ズ  数 値 目 標  

計 画 に 掲 げ た 具 体 的 な

取 組 の 実 施 率  

（ 令 和 元 年 度 末 ）  

評 価  

生
活
環
境 

自 助 － 共 助 － 公 助 を

根 底 に 自 律 に 向 け た

創 造  

一 人 一 日 100ｇ (バ ナ

ナ １ 本 分 の 皮 )の ご み

の 抑 制  

実 施 済 65.1％  

Ａ  一 部 実 施 23.3％  

検討中・未実施 11.6％  

定
住
基
盤 

明 る い く ら し 、 明 日

へ あ な た へ 輝 く 未 来  

10 年 後 下 水 道 水 洗 化

率 100％ 、１・２ 級 町

道 改 良 率 80％  

実 施 済 47.4％  

Ａ  一 部 実 施 39.5％  

検討中・未実施 13.1％  
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チ
ー
ム
名 

キ ャ ッ チ フ レ ー ズ  数 値 目 標  

計 画 に 掲 げ た 具 体 的 な

取 組 の 実 施 率  

（ 令 和 元 年 度 末 ）  

評 価  

農
林
水
産 

河 岸 段 丘 の 大 地 に か

け る 農 へ の 想 い 、 今

は ブ ラ ン ド 力 強 化  

農 産 物 販 売 額 55 億 円  実 施 済 87.1％  

A´ 一 部 実 施  6.5％  

検討中・未実施  6.4％  

商
工
雇
用 

大 地 の 恵 み を 生 か し

た 町 づ く り  

特 産 品 開 発・産 業 の 育

成 に よ り 、 ５ 年 後 20

～ 30 人 雇 用 増  

実 施 済 28.6％  

Ｂ  一 部 実 施 32.1％  

検討中・未実施 39.3％  

観
光
リ
ゾ
ー
ト 

「 ま た 来 た い 、 ま た

会 い た い 」 ふ る さ と

の 感 動 を 育 む 津 南 町  

５ 年 後 の 観 光 入 込 客

数 60 万 人 、外 国 人 旅

行 者 1,500 人  

実 施 済 44.7％  

Ａ  一 部 実 施 44.7％  

検討中・未実施 10.6％  

保
育
教
育 

「 命 を 育 む 社 会 」 子

育 て ・ 子 育 ち 地 域 の

中 で  

多 機 能 児 童 福 祉 施 設

建 設  

実 施 済 65.0％  

Ａ  一 部 実 施 15.0％  

検討中・未実施 20.0％  

文
化
学
習 

伝 え よ う 、 人 と 文 化

と 大 自 然  

1 人 1 学 習 、 1 人 1

ス ポ ー ツ 、1 人 1 ボ ラ

ン テ ィ ア  

実 施 済 43.3％  

Ｂ  一 部 実 施 22.4％  

検討中・未実施 34.3％  

健
康
保
健 

家 族 み ん な で 早 寝 ・

早 起 き ・ 朝 ご は ん  

町 民 み ん な が 朝 食 を

食 べ る 。  

実 施 済 67.4％  

Ａ  一 部 実 施 21.7％  

検討中・未実施 10.9％  

地
域
医
療 

健 康 で 安 心 し て 暮 ら

せ る 津 南 町  

寝 た き り ０（ ゼ ロ ）を

目 指 し 、健 康 寿 命 を 延

ば す 。  

実 施 済 25.0％  

A´ 一 部 実 施 75.0％  

検討中・未実施  0.0％  

社
会
福
祉 

さ さ え あ い  心 ふ れ

あ う  ま ち づ く り  

－  実 施 済 39.5％  

Ｂ  一 部 実 施 34.9％  

検討中・未実施 25.6％  

新
行
政 

ス リ ム な 行 政 、 身 近

な 役 場  

－  実 施 済 27.1％  

Ｂ  一 部 実 施 41.7％  

検討中・未実施 31.2％  

全     体  

実 施 済 52.2％  

Ａ  一 部 実 施 28.1％  

検討中・未実施 19.7％  

 

評 価 欄 （ 事 業 実 施 率 ： 実 施 済 率 ・ 一 部 実 施 率 の 合 算 値 ）  
Ａ ´： 90％ 以 上   Ａ ： 80％ 以 上 90％ 未 満   Ｂ ： 60％ 以 上 80％ 未 満  
Ｃ ： 40％ 以 上 〜 60％ 未 満   Ｄ ： 40％ 未 満  
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 第２節 第１期津南町まち・ひと・しごと創生総合戦略の評価     
第１期津南町まち・ひと・しごと創生総合戦略では、国の基本目標に対応

する４つの区分ごとに、それぞれ数値目標や取組を掲げていた。 

新たな総合戦略を策定するにあたり、まずは第１期の総合戦略において設

定した目標の達成状況を下表のとおり整理した。 

 これらのうち、新規事業所数や障害者地域活動支援センター登録者数など

目標を上回ったものがあるものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の

影響もあり観光入込客数や宿泊観光客数の減少のほか、保育園に併設した子

育て世代包括支援センターや高齢者多機能施設又は障害者グループホーム等

の整備は計画期間内には実施できず、各区分において目標を達成できないも

のが多くあげられる。 

  特に平成 27 年度に策定した人口ビジョンにおいて、2040 年に 7,300 人の

人口維持を目指すとした中、2020 年時点には 9,484 人の人口維持を将来展望

としていたが、2020 年４月末現在で住民基本台帳登録者数は 9,348 人であ

り、すでに目標を下回っている。 

  雇用の場の創出や生活する場の確保のほか、安心して子育てできる環境づ

くりなど人口維持及び移住定住の推進のために欠かすことができない多くの

分野において課題が残っている。 

  各分野が単独で施策を実施するのではなく連携できるところは横のつなが

りを密にするとともに、限られた財源の中、事業の緊急性や必要性及び費用

対効果を十分見極め、必要な施策に対し重点的に予算配分していくことが求

められている。 

 

 

 

【 第 １ 期 津 南 町 ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 総 合 戦 略 に 掲 げ た 数 値 目 標 の 評 価 結 果 】  

区 分  基 本 目 標  
Ｒ 元 年 度 末 数 値  

評 価  
項 目  目 標 値  実 績 値  

雇
用
の
創
出 

本 町 に し ご と

を つ く り 、安 心

し て 働 け る よ

う に す る  

新 規 事 業 所 数 （ 法 人

町 民 税 新 規 届 出 数 ）  

10 事 業 所  

(2 事 業 所 ×

H27～ R 元 ) 

15 事 業 所  

（ H27 ～ R

元 ) 

 

A´ 

従 業 者 数  

（ 経 済 セ ン サ ス ）  

3,700 人  

 

3,871 人  

（ H28 経 済

セ ン サ ス ）  

A´ 

認 定 農 業 者 数  250 人  245 人  

 
Ａ  

農 業 新 規 参 入 者 数（ 町

を 通 じ た 受 入 数 ）  

40 人  

(H7～ R 元 ) 

32 人  

(H7～ R 元 ) 
Ａ  
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区
分  

基 本 目 標  
Ｒ 元 年 度 末 数 値  

評 価  
項 目  目 標 値  実 績 値  

新

し

い

人

の

流

れ

の
創
出 

定 住 、観 光 に 魅

力 あ る 町 づ く

り を す す め 、本

町 へ の 新 し い

人 の 流 れ を つ

く る  

観 光 入 込 客 数 の 増 加  60 万 人  41.3 万 人  

 
Ｂ  

宿 泊 観 光 客 数 の 増 加  12 万 人  9 万 人  

 
Ｂ  

移 住 者 及 び 新 規 定 住

者 の 増 加  

120 人  －  

※ 1 
Ｄ  

結
婚
・
出
産
・
子
育
て
の
支
援 

若 い 世 代 の 結

婚・出 産・子 育

て の 希 望 を か

な え る  

合 計 特 殊 出 生 率  1.95 1.62 

（ H30※ 2） 
Ｂ  

カ ッ プ リ ン グ 数  年 15 組  19 組 /４ 年  

（ H27～  

Ｒ 元  ※ 3）  

Ｂ  

保 育 園 に 併 設 し た

「 子 育 て 世 代 包 括 支

援 セ ン タ ー 」 利 用 人

数  

 

 

年 7,353 人  保 育 園 併 設

未 整 備  

（ 参 考 ： 町 子

育 て 支 援 セ ン

タ ー 利 用 者

5,342 人 ）  

Ｂ  

安
心
な
く
ら
し
と
地
域
の
連
携 

時 代 に あ っ た

地 域 を つ く り 、

安 心 な 暮 ら し

を 守 る と と も

に 、地 域 と 地 域

を 連 携 す る  

高 齢 者 が 安 心 し て 生

活 で き る 生 活 支 援 態

勢 の 整 備  

高 齢 者 支 援

多 機 能 住 宅

1 施 設 5 人  

ケ ア ハ ウ ス

定 員 15 人  

施 設 整 備 な

し  

Ｃ  

障 害 者 地 域 活 動 支 援

セ ン タ ー の 拡 充 、 障

害 者 の 日 中 の 居 場 所

の 確 保  

登 録 者 30

人  

1 日 平 均 利

用 者 15 人  

登 録 者 48

人  

1 日 平 均 利

用 者 17.7

人  

A´ 

障 害 者 「 グ ル ー プ ホ

ー ム 」 の 拡 充  

施 設 2 棟  

利 用 者 10

人  

施 設 1 棟  

利 用 者 6 人  Ｂ  

人

口

ビ

ジ

ョ
ン 

2040 年 に  

7,300 人 の 人

口 維 持 を 目 指

す  

2020 年 時 点 の 住 民

基 本 台 帳 登 録 者 数  

9,484 人  9,342 人  

(R2.5 末 ) 
Ｂ  

※ １  移 住 者 ・ 新 規 定 住 者 数 は カ ウ ン ト 困 難 な た め 空 欄  

※ ２  県 福 祉 保 健 部 「 人 口 動 態 統 計 の 概 況 」 Ｒ ２ 年 ３ 月 公 表 に よ る  

※ ３  Ｒ 元 年 度 は 婚 活 イ ベ ン ト 未 実 施  
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評 価 欄 （ 目 標 指 標 達 成 度 ）  
Ａ ´： 超 え た  
Ａ ： 同 程 度  
Ｂ ： 下 回 っ た  
Ｃ ： 未 実 施  
Ｄ ： 数 値 把 握 困 難 等 に よ り 不 明  
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第３章 津南町の現状   

 第１節 地勢、沿革                        
  １ 土地 

本町は新潟県の南端に位置し、北及び東は十日町市、西は長野県栄村、

南は湯沢町に接しており、面積は 170.21 ㎢となっている。 

西を東頸城丘陵－関田山脈、東を魚沼丘陵で挟まれた十日町盆地の南

端にあり、町の西から東に流れる信濃川と、これに合流する志久見川、

中津川、清津川の河川に沿って、雄大な９段もの河岸段丘が形成されて

いる。 

本町一帯は、河岸段丘の上に先史時代より人々が生活を営み文化を築

いてきたことが伺われ、町内いたるところで縄文時代の遺跡が発掘され

る。 

 

  ２ 沿革 

本町は、昭和 30 年１月１日に下船渡村、外丸村、上郷村、芦ヶ崎村、

秋成村、中深見村の６か村が合併し誕生した。その後、昭和 31 年に本町

の田代地区と旧中里村の米原地区の境界変更をしている。 

平成７年に、「市町村の合併の特例等に関する法律」が改正され、「平

成の大合併」が進む中、本町は平成 15 年に様々な議論を経て市町村合併

せず自律していくことを町議会とともに選択し、現在に至っている。 

 

３ 気候 

    気候は日本海式気候で、積雪期間は町中央部でも 11 月下旬から４月

上旬までと長く、日本有数の豪雪地帯となっている。気温は中庸で年間

の平均気温は約 10℃であり、年間の温度差及び一日の温度差が大きいの

が特徴となっている。 

 

４ 交通 

    町内には信濃川に平行して国道 117 号が走り、ここに国道 353 号及び

405 号が交わるほか、主要地方道や一般県道、町道、広域農道が地形に

合わせて縦横に走っている。 

    信濃川左岸にはＪＲ飯山線が通り、町内には４つの駅がある。 

   県庁所在地である新潟市までは自動車で約２時間、首都圏までは越後

湯沢駅まで自動車で約 50 分、さらに、越後湯沢駅から東京駅まで新幹線

で約１時間 30 分と合わせて約２時間 20 分で到着する位置にある。 
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第２節 津南町の概況                       

１ 人口総数と年齢３区分別人口の推移 

    本町の総人口は、合併当時の昭和 30 年の 21,909 人をピークに、その

後は減少を続けており平成 27 年国勢調査では 10,029 人となっている。 

    年齢３区分別の人口では、近年まで老年人口（65 歳以上の人口）が増

加を続けており、昭和 60 年には人口、人口割合とともに年少人口（０～

14 歳の人口）を上回っている。生産年齢人口（15～64 歳の人口）は昭和

30 年以降継続的に減少し、同人口割合は昭和 55 年から徐々に減少して

いる。老年人口は平成 17 年をピークに減少に転じているが、人口割合は

減少せず今後も増加が続くと予想される。 
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２ 産業別就業者数の推移 

   ⑴ 性別にみた津南町の産業人口（就業者数） 

  性別産業人口は、男性では農業、建設業、製造業、卸売業・小売業

の就業者が多く、女性では農業、製造業、卸売業・小売業、医療・福

祉、宿泊業・飲食サービス業等が多くなっている。 

主要産業の就業人口の推移をみると、最も就業者の多い農業は、

平成２年は 2,555 人であったが、平成 27 年には 1,301 人と大きく減

少している。近年では、医療・福祉の就業者数が微増傾向にある。 

また、平成 27 年度の町民全体の就業者数 5,323 人のうち 1,089 人

は他市区町村で就業しており、約５人に１人が町外で働いている。 
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   ⑵ 性別にみた主要産業における年齢階級構成 

年齢階級別の人口割合は、男女ともに農業では 60 歳以上の割合が

高く、全体の 60％前後を占め、50 歳未満の割合が他の産業に比べて

特に低くなっている。 
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３ 財政状況の推移 

⑴ 一般会計決算（歳入）  

     本町の令和元年度の一般会計の歳入総額は 69 億 81 百万円である。

その内訳は地方交付税が 32 億 96 百万円と最も多くおよそ５割を占

め、次いで町税が 10 億 85 百万円、特定財源の国・県支出金が９億

円となっている。 

平成 22 年から令和元年までの 10 年間の歳入総額の推移をみる

と、各年において増減はあるものの概ね横ばいで推移している。 

各歳入項目では、町税と地方交付税の額は概ね横ばいで推移して

いるが、国・県支出金と町債は、普通建設事業費の額の減少等に伴

いやや減少傾向にある。 
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⑵ 一般会計決算（歳出） 

  本町の令和元年度の一般会計の歳出総額は 66 億 45 百万円である。

その内訳は、補助費が 15 億 30 百万円で最も多くおよそ２割を占めて

おり、次いで他会計への繰出金が 10 億 12 百万円、次いで人件費が 8

億 88 百万円となっている。 

     歳出の推移をみると、義務的経費のうち人件費はやや減少傾向にあ

るものの、扶助費は国の施策や景気の動向によりやや増加傾向にあ

る。 

     建設事業費は、各年において増減はあるものの、減少傾向にある。 

公債費、繰出金は、ほぼ横ばいで推移している。 
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⑶ 本町の財政状況 

     平成 19 年に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定さ

れ、自治体の財政をチェックする健全化判断比率（※１）の整備と情

報開示が義務付けられた。本町の令和元年度実質公債費比率（※２）

は 10.3％(30 年度 9.9％)、将来負担比率（※３）は 72.4％(30 年度

84.4％）となっており、元年度新潟県内市町村平均のそれぞれ 10.4％、

105.6％と比較すると低位にあるが、近年の町債発行の影響による公

債費の増加等に伴い、いずれも比率が上昇傾向にある。 

町税をはじめとする自主財源に乏しい本町においては、歳入の４割

以上を地方交付税に依存している状況であり、予算編成においては、

財政調整基金と目的基金の取り崩しによる繰入れを行う必要がある

など極めて厳しい財政運営を強いられている。 

     歳入では、不透明な経済状況や雇用情勢、人口減少の進行にともな

い、町税の伸びや増加は期待できない状況にあり、今後、さらに財源

の確保が難しくなることが懸念される。 

一方、歳出では、高齢化の加速を背景とした扶助費の増加、公共施

設や社会基盤の老朽化による維持管理経費や改修費の増加が見込ま

れる。既存事務事業の見直しなど経費節減努力に関わらず、増加せざ

るを得ない財政需要はこれまで以上に拡大することが予想される。 

 

《用語説明》 

※１ 健全化判断比率 

        平成 19 年６月に成立した「地方公共団体の財政の健全化に

関する法律」により自治体の財政状況を多角的に分析すること

で、地方公共団体が財政破綻することを未然に防ぐため毎年度

公表することになっている４指標（実質赤字比率、連結赤字比

率、実質公債費比率、将来負担比率）のこと。 

 

※２ 実質公債費比率 

        一般会計、特別会計、一部事務組合が負担する元利償還金及

び準元利償還金の標準財政規模に対する比率のこと。 

 

※３ 将来負担比率 

        一般会計、特別会計、一部事務組合が将来負担すべき実質的

な負債の標準財政規模に対する比率のこと。 
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ア 基金の推移と今後の見通し 

本町の基金残高は、令和元年度末で財政調整基金が 10 億５百万

円、特定目的基金が５億 71 百万円となっている。特定目的基金の内

訳は、地域福祉基金の１億 72 百万円が最も多く、次いで環境衛生施

設整備基金が 97 百万円となっている。 

財政調整基金、特定目的基金、減債基金を合わせた合計残高は、

平成 25 年度の 20 億 82 百万円をピークに減少傾向が続いている。 

平成 25 年以降の各年度決算の状況をみると、各年度で増減はあ

るものの、歳入では、国・県支出金が減少し、歳出では、扶助費、

補助費や公債費が増加していることが財政調整基金の取り崩しに

つながっている。 

仮に、平成 27 年度から令和元年度５年間の財政調整金取崩額の

平均約７千６百万円と同額を今後毎年度取り崩していくとした場

合、令和 15 年度には財政調整基金は枯渇する状況となる。 
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イ 町税の見通し 

 

【町税見通しの前提条件】 

・平成 26 年度の決算から令和元年度の決算額、令和２年度決算見 

込、令和３年度予算計画を基礎とする。 

・個人町民税は、生産年齢人口の減少に伴い減少させた。 

・法人町民税は、法人税割は令和２年度から税率変更を反映させた。 

・町民税（個人・法人）は新型コロナウイルス感染症の影響を考慮

し厳しく見通した。 

・固定資産税のうち、土地・家屋はこれまでの平成 27 年度と平成 30

年度の評価替における減少率を基にした。償却資産は、総務大臣

配分によるところが大きいため平均化し見通した。令和３年度は

新型コロナウイルス感染症の影響による減免措置を考慮した。 

・軽自動車税は、推計人口を基にした納税義務者数の減少に伴い 

減少させた。 

・たばこ税は、推計人口を基にしたたばこの販売本数の減少に伴 

い減少させた。税率の変更は考慮していない。 

・入湯税は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し厳しく見 

通した。 

・経済情勢、経済成長率は考慮していない。 
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歳入のうち、上記、前提条件を基に町税の見通しを推計した。  

    経済状況により町民税は、個人、法人ともに大きく変動すること

もあるが、個人町民税は人口の減少に伴い減少傾向を見込んでいる。

一方、法人町民税については、個人事業から法人化するなどの動き

も見られ、納税義務者数は横ばいを見込んだが、税制改正により令

和元年 10 月１日以後に開始する事業年度から法人税割の税率が減

少したため税額は減少することを見込んでいる。 

    固定資産税、軽自動車税、たばこ税については、これまでの推移

や人口減少に伴い減少を見込んでいる。 

    全体を通して、今以上の税収増につながる要因は考えにくく、人

口減少に伴い、町税についても減少していくことが予想される。 
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    ウ 性質別歳出額（維持補修費・扶助費・公債費）の見通し 

     【歳出額見通しの前提条件】 

・令和２年度は予算額 

・維持補修費は、前年比 1.5％増で推計した。 

・扶助費は、後期高齢者人口の推計値に基づき推計した。 

・公債費は、今後計画されている建設事業費を見込んで推計した。 

 

      歳出のうち、維持補修費、扶助費、公債費について見通しを推計

した。 

維持補修費は、本町の公共施設の整備年度から老朽化が進んでい

る施設が多くあることから増加傾向を見込んでいる。 

扶助費は、近年増加傾向であり、人口減少が進む中でも高齢化率

が高い本町においては、今後も増加傾向で推移することが予想され

る。具体的には、後期高齢者の人口推計により令和７年までやや減

少傾向がみられるが、令和８年度以降は増加傾向を見込んでいる。 

公債費は、今後予定されている事業を見込んだことから令和９年

度にかけて大きく増加することが見込まれる。 
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【第２部 基本構想】 

 

第１章 まちづくりの目標   

第１節 基本理念                         
 
 
 
 

本町には、悠久の河岸段丘の大地に、農業の生産基盤と自然豊かな生態環

境及び文化資源がある。これら一帯は、平成 26 年に「苗場山麓ジオパーク」

として日本ジオパークの登録を受けた地域である。この地域の特長を軸とし

た各種産業の振興、自然環境や文化資源を生かした観光交流の推進、人を育

む環境の充実等の地域づくりを中心に進め、地方創生や人口減少対策など重

点課題に取り組む。 

加えて、新型コロナウイルス感染症の状況や経済動向を踏まえ、感染症に

強く新しい生活様式に合致する社会の実現に向け取り組むとともに、国や県

と連携し、ＳＤＧｓ（※１）の達成、行政のデジタル・トランスフォーメー

ション（ＤＸ）（※２）の推進、脱炭素社会（※３）の実現に向けた取組など

新たな行政サービスへの課題の克服に取り組む。 

誰もが、夢と希望を持ち、これから生まれてくる子や孫たちに誇りある津

南町を残していくため、町民と行政の関係をより近くし、一緒にまちづくり

を進めていくものとする。 

 

 第２節 津南町の将来像                      

１ 希望のまちづくり 

⑴ 希望と可能性に満ちた活力のある産業のまち 

     経営規模に関わらず農家が共存共栄できる農業を目指すため、担い

手育成、圃場整備やスマート農業（※４）の推進に力を入れる。また、

優良で広大な農地において安全安心な農産物の生産に努めるなど、収

益性を高める。加えて、豊かな森林資源を生かし、生産に努め、森林

保全と林業の活性化を図る。 

 

   ⑵ 生涯学びながら成長できるまち 

     雄大な自然資源とそこに育まれた生態系を守り、祖先から受け継い

できた独自の雪国文化と火焔型土器に代表される縄文時代から脈々

と受け継がれてきた歴史ある伝統文化を、地域の子どもたちに受け継

いでいく。 

また、急速な時代の流れと国際化が進む時代の中、子どもたちが人

を思いやり、言葉や行動で自分自身を表現できる「生きる力」をもち、

希 望 と 愛 、 参 加 で き る ま ち 
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ＧＩＧＡスクール構想（※５）の実現に向けて先進的な教育を受けら

れるよう環境整備を進める。 

 

２ 愛のあるまちづくり 

   ⑴ 安全安心で快適に暮らせるまち 

     町民の安全安心な生活維持のため、ライフラインなどインフラ整備

や集落環境の整備を進める。 

     地域福祉や防災などにおいて、町民の助け合いは欠かせないため、

集落内の支え合いなど町民の共助体制の整備を支援する。 

 

   ⑵ 住んでよかったとみんなが言えるまち  

     町立津南病院は、一次医療を担う大切な医療機関として必要な診療

体制や救急医療体制をとるとともに引き続き運営の健全化を図る。 

合わせて、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように介護

サービスなど福祉施策の充実を進める。 

 

３ 参加できるまちづくり 

   ⑴ 地域資源を生かした活気と魅力あふれるまち 

 豊かな自然環境や文化資源など津南の特性を生かし、農業のみなら

ず商工業、観光業など多様な産業と組織や個人と連携し、観光地域づ

くりを進める。加えて、本町にゆかりのある方や関わりを持ちたいと

思っている方たちの様々な知見をまちづくりに生かすため、本町に興

味を持ち関わっていただく関係人口の拡大及び絆づくりと、それらが

移住定住につながるよう目指す。 

 また、町民や各種団体又は事業者の皆様が、行政と協働でまちづく

りに参加し、地域の担い手としてともに支え合う地域社会づくりを目

指す。 

 

 

≪用語説明≫  
※１ ＳＤＧｓ（エスディージーズ） 

持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）の略称。「誰

一人取り残さない」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の

目標。2015 年９月の国連サミットにおいてすべての加盟国が合意した

「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」の中で掲げられ、2030 年

を達成年限とし、17 のゴールと 169 のターゲットから構成されている。 

 

※２ デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ） 

「ＩＣＴの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化さ

せる」という概念のこと。 
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※３ 脱炭素社会 

    二酸化炭素などの温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と、森

林等の吸収源による除去量との間の均衡を図り、2050 年までに二酸化炭

素実質排出量ゼロを実現する社会のこと。 

 

※４ スマート農業 

   ロボット技術や情報通信技術（ＩＣＴ）を活用し、農作業の省力化・

精密化や農産物の収量向上、高品質生産を実現する新たな農業のこと。 

 

※５ ＧＩＧＡスクール構想 

Global and Innovation Gateway for All の略。児童生徒向けの１人

１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備し、多様な

子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化された創造性

を育む教育を、全国の学校現場で持続的に実現させるとした文部科学省

が提唱する構想  
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第２章 人口ビジョン 

 第１節 津南町人口ビジョン                    

１ 本町の人口の推移と将来の見通し 

本町の総人口は、合併当時の昭和 30 年 21,909 人をピークに、その後

は減少を続けており平成 27 年国勢調査では 10,029 人となっている。 

また、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計では、老齢人口（65

歳以上の人口）はほぼ横ばいで推移し、生産年齢人口（15～64 歳の人口）

は継続的に減少している。令和７年（西暦 2025 年）には老齢人口と生産

年齢人口が逆転すると推計されている。 
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出典：平成 27 年度国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所  

出典：平成 27 年度国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所  
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２ 自然増減と社会増減 

⑴ 自然増減 

本町の出生数は減少と増加を繰り返しながら推移しており、平成 30

年の出生数は 50 人で、昭和 60 年（154 人）の３分の１程度まで減少

している。 

一方で、死亡数は増加傾向で推移しており、平成 30 年の死亡数（203

人）は昭和 60 年（140 人）の 1.45 倍になっている。 

本町の合計特殊出生率（女性の年齢別出生数率を 15～49 歳にわたっ

て合計して得られる出生力の指数で、１人の女性が生涯に産む子ども

の数として解釈される。）は、平成 30 年現在で新潟県の 1.41 や全国の

1.42 よりも高く、1.62 となっている。近年では平成 20 年の 1.34 が最

も低くなっている。 

 

⑵ 社会増減 

転出数と転入数は、平成９年は転入数が転出数を上回ったが、平

成 10 年以降は転入数が転出数を上回ったことはなく、社会減の状況

になっている。 
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３ 人口の将来展望 

⑴ 人口動向の特徴と課題を改善するための方向性 
区区

分分  
人人口口動動向向のの特特徴徴  課課題題をを改改善善すするるたためめ方方向向性性  

自自

然然

増増

減減  

＊ 平成２年に死亡数が出生数を上

回って以降、自然減の状況。 

＊ 晩婚化、有配偶者率の減少が進

んでいる。 

■  安心して子どもを産み育てられ

る環境を整備する。 

■  子育てと就労を両立しながら生

活できる環境を整備する。 

■ 結婚を希望する人を支援する。 

社社

会会

増増

減減  

＊ 平成 10 年以降、常に社会減の状

況。 

＊  20～ 24 歳の年齢階級で転出超

過。 

＊ 男女とも県外転出者が多い。 

＊ 県内では、十日町市や長岡市へ

の転出超過が多い。 

＊ 働く世代の転入・転出は「職業」

や「住宅」の理由が多い。 

＊ 圏域の有効求人倍率が現在 1.0

を下回っている  。 

■ 魅力ある雇用機会を創出し、若者

の就職による転出を抑える。 

■  郷土学習により本町の魅力を子

どもたちに伝え、Ｕターン転入を

増やす。 

■  町内産業の活性化や企業の誘致

に よ り 、町 外 か らの 転 入 を増 や

す。 

■ 子育て支援策の充実により、町外

からの転入を増やす。 

■ 移住・定住支援により、町外から

の転入を増やす。 

 

⑵ 人口の将来展望 

ア 津南町の合計特殊出生率の仮定 

【【合合計計特特殊殊出出生生率率のの仮仮定定値値】】  

区区分分  
22001166～～22001188 年年  

確確定定値値平平均均  

22002200 年年  

（（令令和和２２年年））  

22003300 年年  

（（令令和和 1122 年年））  

22004400 年年  

（（令令和和 2222 年年））  

国国  1.43 1.6 程度 
1.8 程度 

（国民希望出生率） 

2.07 程度 

（置換水準） 

津津  南南  町町  1.80 11..8822 程程度度  11..9944 程程度度  22..0077  

算算定定方方法法  

※国の長期ビジョンでは 2030 年に 1.8 程度、2040 年に 2.07 を仮定し

ている。 

※これに従い、本町は 2040 年の合計特殊出生率を 2.07 とし、直近３年

間の本町合計特殊出生率確定値平均の 1.80 から等差的に（年間 0.012

程度）向上していくものとする。 

 
    イ 上記アの仮定をもとに将来人口を推計 

→ パパ タタ ーー ンン １１ ： 全 国 の 人 口 移 動 率 が 今 後 一 定 程 度 縮 小 す る と 仮 定 し

た 推 計 （ 国 立 社 会 保 障 ・ 人 口 問 題 研 究 所 推 計 ）  

     → パパ タタ ーー ンン ＡＡ ： 合 計 特 殊 出 生 率 を 国 と 同 程 度 に 設 定  

（ 人 口 移 動 率 は パ タ ー ン １ と 同 じ ）  
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ウ パターンＡに純移動数の仮定値を設定して推計 
→ パパ タタ ーー ンン ＢＢ：パ タ ー ン Ａ  に 加 え 、15～ 39 歳 の 男 女 が《 年 間 10

人 ず つ 増 加 》 す る と 仮 定 し た 推 計  

→ パパ タタ ーー ンン ＣＣ：パ タ ー ン Ａ  に 加 え 、15～ 39 歳 の 男 女 が《 年 間 20

人 ず つ 増 加 》 す る と 仮 定 し た 推 計  

 

 
 

 

HH2277
（（22001155））

RR22
（（22002200））

RR77
（（22002255））

RR1122
（（22003300））

RR1177
（（22003355））

RR2222
（（22004400））

RR2277
（（22004455））

パパタターーンン１１ 1100,,002299 99,,222255 88,,446699 77,,777722 77,,111144 66,,448877 55,,882266

パパタターーンンＡＡ 1100,,002299 99,,225577 88,,554411 77,,888888 77,,227700 66,,667733 66,,004422

パパタターーンンＢＢ 1100,,002299 99,,226699 88,,556655 77,,992277 77,,332255 66,,774444 66,,112299

パパタターーンンＣＣ 1100,,002299 99,,228800 88,,559900 77,,996677 77,,338800 66,,881166 66,,221177

【【人人口口のの将将来来展展望望】】  

パパタターーンン別別ににみみたた推推計計人人口口のの推推移移  
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⑶  津南町の目標人口  

国、県が示す長期ビジョンをふまえた中長期的な人口の展望として、

令和 27 年（ 2045 年）に 6,100 人の人口規模を維持するとともに、人

口構造の若返り化を目指す。  

 

 

 

 

 
 

  

目標年：令和２７年（2045年）

目標年に６，1００人の維持を目指す
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第３章 基本構想   

第１節 希望と可能性に満ちた活力ある産業のまち          

○全国的な主食用米の需要減少や農家数減少の中、魚沼コシヒカリの栽培適

地として、良質米生産の基盤をもとに、地域資源を生かした高付加価値・

高品質米の研究・生産を行う。 

○津南町の農産物は、日本有数の豪雪やそれを起源とする豊富な水によりこ

の地域ならではの農産物生産を行っている。しかし、農家数や農産物の販

売額減少が進んでいる。園芸作物の機械化やスマート農業（※１）の導入

による生産性の向上を図りながら、高付加価値化による津南産ブランドを

積極的に売り込み、販売力の強化を行う。 

○畜産業における後継者不足や日々変動する疾病問題と向き合う中で、生産

基盤の強化を行うとともに、畜産農家全体で防疫対策を強化することで、

担い手が将来展望をもって経営のできる収益性の高い畜産経営を確立する。 

○木材価格の低迷、不在地主の増加、森林への関心の低下などにより森林の

適正な管理に支障をきたしているため、多面的機能の発揮に向けた森林整

備、多様な需要にこたえられる素材生産の拡大、市場競争力強化に向けた

きのこ生産体制の整備を行う。 

○少子高齢化等による人口減少が進む中で、意欲ある事業者への支援による

商業振興や、十分な労働力の確保による町内産業の維持、魅力ある特産品

の普及拡大、新エネルギーの推進を通して、様々な事業者が地域内で支え

あい発展できる社会を作る。 

○津南町の魅力を生かせる企業誘致や起業支援を行い、新たな産業を取り入

れ産業の多様性を確保する。また労働力を確保するため、外国人・新卒者・

町外者を取り込むほか、高齢者雇用、副業を推進していく。さらにはＩＣ

Ｔ技術の投入、テレワークの推進により多様な働き方を目指す。  

○イベントの取組や観光施設の在り方を見直し、町支援に頼らない運営方法

を進める。津南町の観光イメージを定着させるため、統一性をもったＰＲ

方法を確立し観光振興を図る。 

数 値 目 標  

項 目  
現 在 値  

Ｒ 元 年  

目 標 値  

中 間 年 R７ 年  

目 標 値  

最 終 年 R12 年  

農 林 産 物 販 売 額  43 億 円  47 億 円  50 億 円  

労働人口（町内事業所従業者数） 3,871 人（ H28） 3,940 人  4,000 人  

観 光 客 入 込 客 数  45 万 人  50 万 人  55 万 人  

≪用語説明≫  

※１ スマート農業 

   ロボット技術や情報通信技術（ＩＣＴ）を活用し、農作業の省力化・精

密化や農産物の収量向上、高品質生産を実現する新たな農業のこと。  
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第２節 生涯学びながら成長できるまち               

○様々な保育ニーズに対応できるよう体制を整備検討していくとともに、“生

きる力”につながる保育の実践を目指す。子育て世代の不安や悩みに対し

相談窓口を明確化する。 

 ○児童生徒が学びやすく最適な学校環境の整備に努めるとともに、将来の夢

や希望を育みかなえられる教育を推進する。また、地域全体で津南の子ど

もたちを育てていく取組の継続と気運を醸成していく。 

 ○「誰もが、学ぶ意欲を持ち、学ぶ機会を得られる環境づくり」「誰もが、ス

ポーツを楽しめる環境づくり」「誰もが、利用しやすく、読書に興味を持て

るまちづくり」を推進する。 

 ○五感を通して自然と歴史文化を学ぶため、農と縄文の体験実習館「なじょ

もん」等を活用し、魅力的な体験事業を実施する。また、文化財や雪国の

知恵や伝承されてきた技術、美術作品などの保存や管理体制を整備し、企

画展、講演会などにより芸術・文化に触れる機会を創出していく。 

 ○「苗場山麓ジオパーク自然資源・文化資源保護憲章」（※１）をスローガン

として、苗場山麓ジオパークエリア内の環境保全方法を検討し、自然と共

存したジオパーク活動による地域の活性化に取り組む。また、教育活動に

おいて子どもたちの環境保全意識の向上と持続的な郷土学習により、郷土

愛を育む土壌を醸成していく。 

 

数 値 目 標  

項 目  
現 在 値  

Ｒ 元 年  

目 標 値  

中 間 年 R７ 年  

目 標 値  

最 終 年 R12 年  

土 曜 保 育 の 時 間

延 長  
半 日  １ 日  １ 日  

ICT 推 進 員 の 導 入  —  1 人  1 人  

な じ ょ も ん の 魅

力 的 な 体 験 実 習

の メ ニ ュ ー  

127 種 類  137 種 類  137 種 類  

日 本 ジ オ パ ー ク

再 認 定  
再 認 定  再 認 定  再 認 定  

 

 

≪用語説明≫  

※１ 「苗場山麓ジオパーク自然資源・文化資源保護憲章」 

令和２年度に苗場山麓ジオパーク振興協議会において策定された、自然・

文化資源を保護していくための憲章。  
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第３節 安全安心で快適に暮らせるまち               

○年間を通し、誰でも安心して通行できる道路施設の整備に努める。 

○上下水道施設の適正な維持管理を推進し、安全な水の安定供給と生活環境

の保全に努める。 

○３Ｒ（※１）の推進と環境保全に係る啓発により、きれいなまちづくりに

努める。 

○安全性と居住性を考慮した住宅の建築を促進し、よりよい住宅環境づくり

を図る。 

○激甚化する災害に備え、防災・減災の対策を進め、災害発生時に最も大切

な「自助」「共助」の取組を支援し、災害に強く、思いやりのあるまちづく

りを図る。 

○利用しやすい地域型の地域公共交通網を構築し、適正かつ効果的・効率的

な運用や利用促進を図る。 

○交通安全の体制の充実と地域コミュニティ（※２）を強化し、安全で明る

く住みよい地域の構築を図る。 

 
数 値 目 標  

項 目  
現 在 値  

Ｒ 元 年  

目 標 値  

中 間 年 R７ 年  

目 標 値  

最 終 年 R12 年  

事 故 ・ 犯 罪 認 知

件 数 の 減  
24 件  20 件 以 下  15 件 以 下  

公 共 交 通 機 関 の

収 支 率 の 改 善  
35.6％  36.0％  37.0％  

廃 棄 物 の 最 終 処

分 量 の 縮 減  

（ 過 去 5 年 平 均 ）  

793t 
770t 750t 

 

 

≪用語説明≫  

※１ ３Ｒ 

廃棄物の「発生抑制（リデュース：Reduce）」、「再使用（リユース：Reuse）」、

「再生利用（リサイクル：Recycle）」  
 

※２ 地域コミュニティ 

自らの地域を地域住民の力で自主的に住み良くしていくことを目的に、

日常生活のふれあいや共同の活動を通して、住民相互の交流が行われてい

る地域社会、あるいはそのような住民の集団 
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第４節 住んでよかったとみんなが言えるまち            

○生涯にわたり健康で明るく元気に過ごせるように、規則正しい生活や運動

習慣の啓発普及、生活習慣病や感染症などを主とする疾病の予防と重症化

対策、こころの健康づくりや住民同士の支え合いについて、地域ぐるみの

取組を図る。 

 ○高齢者世帯の増加や認知症の人の増加も見込まれる中で要介護状態になる

ことへの予防や重度化防止の取組を推進するとともに、可能な限り住み慣

れた地域で自分らしく日常生活を営むことができるように、地域住民や民

間事業者、ＮＰＯ等多様な主体との協働、医療と介護の連携等により、地

域全体で高齢者を支えていく。 

 ○様々な障害を持つ方が、住み慣れた地域で安心して生活できるよう就労の

場の充実、居宅サービスの充実、社会参加の場の体制整備を図る。また、

誰もが、地域社会に積極的に参加しながら、住み慣れた地域で生涯安心し

て暮らせるよう、世代間の交流を促しながら互助・共助体制の構築を進め

る。 

 ○限られた医療資源を有効活用し、地域の医療ニーズに対応できるよう努め

る。津南病院の医療スタッフの確保に努めるとともに病院収支の改善を行

い、魚沼医療圏域の連携を強化して持続可能な医療サービスを提供してい

く。 

 

数 値 目 標  

項 目  
現 在 値  

Ｒ 元 年  

目 標 値  

中 間 年 R７ 年  

目 標 値  

最 終 年 R12 年  

特 定 健 診 受 診 率  
58.6％  

（ H27 年 ）  
60％  65％  

介 護 が 必 要 な 高 齢

者 の 割 合  
21.9% 21.9% 21.9% 

地 域 生 活 支 援 拠 点

の 整 備  
—  １ か 所  １ か 所  

津 南 病 院 常 勤 医 師

数  
４ 人  ５ 人  ５ 人  
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第５節 地域資源を生かした活気と魅力あふれるまち         

○地域づくりを推進するための、話し合いの場の設定や観光地域づくり法人

の設立、地域づくり拠点を整備するなど、いきいきとしたまちづくりのプ

ラットフォーム（基盤）をつくる。 

○観光の在り方を根本から見直し、津南町が独自に培ってきた、景観や生態

系、文化や産業など地域資源としてのジオ・エコ・カルチャーを生かしな

がら、多様な来訪者ニーズに対応し、津南サポーターをつくるための持続

可能な観光地域づくりを進める。 

○本町に居住していなくても、何度も訪問してくれる方や町出身者やふるさ

と納税者など、様々な支援をしていただいている個人や企業・団体などに

本町の情報をしっかり伝える仕組みをつくるなどにより、絆づくりを進め

る。 

○生活地としての本町の魅力（仕事、住居、インフラ、活気、安全安心、食、

政策など）を高め、子ども達や移住検討者などにしっかり本町の魅力を伝

えることで、転出者を減じ、転入者を増やす。 

○地域ごとの検討会などにより買い物難民や集落機能が低下している現状を

地区ごとに再認識することにより、地域おこし協力隊、集落支援員制度、

国県補助制度などを活用し、地域自治組織化で自立できる体制づくりを推

進する。 

○今後、人口減少や少子高齢化によって生じる人手不足、社会機能の不全を

ロボットやＩＣＴを積極的に導入し、カバーすることで、持続可能な地域

社会とする。 

 
数 値 目 標  

項 目  

現 在 値  

Ｒ 元 年  

目 標 値  

中 間 年 R７ 年  

目 標 値  

最 終 年 R12

年  

25～ 35 歳 の 転 入 -転 出 /年  － 20 人  － 10 人  0 人  

50～ 60 歳 の 転 入 -転 出 /年  － 10 人  － 5 人   0 人  

ふ る さ と 納 税 者 数  2,522 人  3,000 人  4,000 人  
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第４章 施策の体系   

 第１節 施策の体系                        

「第６次津南町総合振興計画」は、以下の体系に区分し各種施策をまとめ

た。 

 

基本理念 希望と愛、参加できるまち 

 
 

基
本
構
想
（
５
つ
の
柱
） 

希 望 と 可 能 性 に 満 ち た 活 力 あ る 産 業 の ま ち  

⽣ 涯 学 び な が ら 成 ⻑ で き る ま ち  

安 全 安 心 で 快 適 に 暮 ら せ る ま ち  

住 ん で よ か っ た と み ん な が 言 え る ま ち  

地 域 資 源 を ⽣ か し た 活 気 と 魅 力 あ ふ れ る ま ち  

 
 

≪ 基 本 計 画 ≫  

１  希 望 と 可 能 性 に 満 ち た 活 力 あ る 産 業 の ま ち  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

畑 作 の 振 興  

畜 産 業 の 振 興  

商 工 業 の 振 興  

雇 用 の 拡 大  

観 光 業 の 振 興  

稲 作 の 振 興  

林 業 の 振 興  
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２  生 涯 学 び な が ら 成 ⻑ で き る ま ち  
  

  

  

  

  

  

３  安 全 安 心 で 快 適 に 暮 ら せ る ま ち  
  

  

  

  

  

  

  

  

４  住 ん で よ か っ た と み ん な が 言 え る ま ち  
  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

道 路 ・ 河 川  

上 下 水 道  

環 境 衛 生  

住 宅 環 境 の 整 備  

防 災 力 の 強 化  

生 活 交 通  

生 活 安 全  

生 涯 元 気 で 達 者 な ま ち  

高 齢 者 が 地 域 で い き い き と 暮 ら せ る よ う に  

障 害 者 が 地 域 で い き い き と 暮 ら せ る よ う に  

全 て の 人 が 安 心 し て 暮 ら せ る よ う に  

医 療 体 制 の 充 実  

保 育 ・ 子 育 て 支 援  

学 校 教 育 支 援  

生 涯 学 習 、 ス ポ ー ツ 環 境 の 支 援  

芸 術 ・ 伝 承 文 化 ・ 文 化 財 保 護 の 活 用 と 支 援  

郷 土 学 習 支 援 と 苗 場 山 麓 ジ オ パ ー ク 保 全  
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５  地 域 資 源 を 生 か し た 活 気 と 魅 力 あ ふ れ る ま ち  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
  

地 域 づ く り 基 盤 の 構 築  

つ な ん 型 ツ ー リ ズ ム の 推 進  

交 流 人 口 の 増 加 と ネ ッ ト ワ ー ク づ く り  

移 住 定 住 （ Ｕ Ｉ Ｊ タ ー ン ） の 促 進  

地 域 支 援 制 度  

デ ジ タ ル 技 術 の 活 用 に よ る 課 題 解 決 と 価 値 の 創 造  

景 観 の 整 備  
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第２節 ＳＤＧｓとの関連性                        

本計画に掲げる目標の目指すべき方向性は、世界共通の目標であるＳＤＧ

ｓと同様であることから、本計画の推進を図ることでＳＤＧｓの目標達成に

資する。 

 

１ ＳＤＧｓの 17 の目標と自治体の果たしうる役割 
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２ 計画の施策とＳＤＧｓの 17 の目標との関係 
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【第３部 基本計画】 

 

第 1 章 希望と可能性に満ちた活力ある産業のまち  

第１節 稲作の振興                         

 

１ 現状と課題 

⑴ 主食用米の需要量の推移 

水稲の作付面積は、令和元年度では 1,453ha であり、減少傾向にある。

米の消費量、主食用米の需要量ともに減少しており、今後も減少傾向が

予想される。 

今後より一層、品質を重視した栽培方法の普及とともに省力、低コス

ト、品質管理等に係る技術の確立と普及が求められている。 

  

⑵ 担い手の減少 

農家総数は 平成 27 年度現在 1,506 戸となっているが、直近５年間で

約１割減少するなど減少傾向にある。構成は、専業農家数が増加で推移

しているものの、兼業農家が著しく減少している。経営規模別では 10ha

以上の農家数が増えていることから、担い手への農地集積は進んでいる

ように見えるが、農地集積には限界があり、意欲的な担い手による規模

拡大だけでなく、法人や新規就農者等将来の担い手の育成が急務である。     

  

⑶ 中山間地域における農業 

中山間地域は、多面的機能の観点からも重要な位置づけにある。集落

中心に保全維持に努めているが、圃場条件に不利な面があることや野生

鳥獣の被害も受けやすいことから、離農や荒廃農地が増加することが懸

念される。 

  

⑷ 水田の整備 

平成 30 年度時点で圃場整備率が 78.3％となっており、概ね整備が進

んだと言えるが、更なる生産費のコスト低減のために再び大規模な基盤

整備の必要がある。農業用水に関しては、国営事業や各補助事業により、

比較的安定した用水確保がなされてきたが、信濃川左岸地域の一部に用

水不足が生じている。 

  

⑸ 販売額の減少 

稲作の販売額は令和元年度 18 億円弱まで減少している。ＪＡや集荷

業者の販売が主力となっており、生産者直売も定着しているが、より一

層のＰＲ活動が求められている。安定生産とともに販売促進には他業種

との連携や地域を巻き込んで進める必要がある。 



- 41 - 

 

 ２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴ 品質と生産性の向上 

将来にわたって安全で良質な米を安定的に生産していくため、健康な

土づくり、食味向上を推進するとともに、更なるコスト削減に取り組む。 

（主な取組） 

ア 有機質肥料の利用を推進 

イ 生産者の品質・食味に対する意識向上を推進 

ウ 生産工程管理の取組推進 

エ スマート農業（※１）の普及促進 

   

⑵ 担い手の育成 

急速に高齢農業者のリタイアが進むことが見込まれるため、次世代を

担う意欲ある担い手の育成・確保に向けて取り組む。 

（主な取組） 

ア 法人経営体の設立を支援 

イ 新規参入者の研修体制や定着に向けた指導・育成体制を整備 

ウ グリーンツーリズム・農業体験事業等の体制の再整備 

 

⑶ 中山間地の活性化 

本町の特色ある地理的条件や気候に合う地域資源を活用した収益力

のある農業を推進する。 

（主な取組） 

ア 高齢農家等が取り組める軽量・軽作業作物を推進 

イ 鳥獣被害防除の総合的な実施 

   

⑷ 生産基盤の整備 

将来の法人経営体による規模拡大と受託体制整備を見据え、国県事業

等を活用して、さらに大規模な区画整理を進める。 

（主な取組） 

ア 基盤整備事業による区画整理の推進 

   

⑸ 販売対策の強化 

観光客等への津南町農産物の提供やＰＲなどを観光分野と連携を図る

ことで販売対策を強化する。 

（主な取組） 

   ア 関係機関と連携した販売戦略の作成 

   イ 地元観光業や飲食業との連携強化 
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３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  現 在 値 （ R 元 年 ）  目 標 値 （ R７ 年 ）  

法 人 農 家 数  28 法 人  31 法 人  

水 稲 作 付 面 積（ 津 南 町 農 林 水

産 統 計 集 計 値 ）  
1,453ha 1,435ha 

 

 

４ 用語説明  
 ※１ スマート農業 

    ロボット技術や情報通信技術（ＩＣＴ）を活用し、農作業の省力化・

精密化や農産物の収量向上、高品質生産を実現する新たな農業のこと。 
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第２節 畑作の振興                         

 
 １ 現状と課題 

⑴ 基幹品目の振興策 

基幹品目である人参、アスパラガスの販売額は、栽培面積の減少によ

り、全体的に年々減少しているが、キャベツの販売額は、栽培面積の拡

大により増加している。 

基幹品目の栽培面積の増加や新たな作物の検討及び加工品（ジュース、

カット野菜等）の検討が求められる。  

  

⑵ 担い手の対策 

農家戸数は、アスパラガス栽培農家が平成 25 年からの５年間で半減、

その他品目では、ほぼ横ばい状態であり、全体的に減少している。 

農業法人数は、平成 20 年からの 10 年間で８法人増加し、やや増加傾

向にあるが、更なる法人化設立が急務である。就業者の高齢化や慢性的

な人手不足から規模拡大するには、厳しい状況にあるため、園芸作物の

機械化、スマート農業（※１）による省力化が求められている。 

 

⑶ 畑地の有効活用 

畑地の耕地面積は 1,250ha であるが、作付面積の正確な把握ができて

おらず、町全体での輪作体系の仕組みが構築できていない。そのため、

規模拡大をしたいが優良農地がない等、畑地の有効活用ができていない。 

高齢農家や小規模農家が離農しており、遊休農地の発生が懸念されて

いる。 

 

⑷ 販売の対策 

基幹品目の販売額は、概ね横ばいで推移しているが、今後は販売額の

増額に向けた取組が必要であり、町全体でのＰＲ活動やメディアへの発

信を行うことが求められている。 

 

 ２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴ 基幹品目の振興策 

津南町の基幹品目はアスパラガスや人参、スイートコーン、切花とな

っているが、さらに、キャベツを追加し、この５品目を重点品目として

更なる販売額や栽培面積の増加を目指す。それに合わせて、基幹品目の

加工品の検討を進める。 

（主な取組） 

ア 園芸１億円産地の育成 

イ ６次産業化の促進 

ウ 鳥獣被害防除の総合的な実施 
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⑵ 担い手の対策 

園芸品目を核とした法人の設立を促進させ、外国人技能実習生や若年

層の雇用の確保を図っていく。また、法人化が進むことにより規模の拡

大や受託体制が整い、生産性の向上が見込まれる。そのためには機械化

一貫体系・スマート農業の確立が必要であり、特にスマート農業は年齢

性別を問わず、農業に携われる技術であるため、雇用促進につながる。 

（主な取組） 

   ア 町や関係機関の法人化指導体制の強化 

イ 町内外に向けて、外国人技能実習生や新規就農（参入）者の受け入

れをＰＲし、就農希望者への支援 

   ウ 大型機械を導入し、作業効率化を図り、生産量拡大を促進 

   エ 新規法人に対して国・県単補助事業活用時に町単上乗せ補助の継続 

   オ 園芸作物機械化一貫体系とスマート農業の確立 

 

⑶  畑地の有効活用 

連作障害の回避や畑地の有効活用のため、畑地全体又は一定地域の輪

作体系を確立させる。過去数年分の作付けデータをまとめ、畑地の情報

を見える化することで、連作障害の回避や畑地の有効活用につなげる。 

また、高齢農家や小規模農家等の新たな農業として、軽量作物（花・

枝物・葉物等）への取組を推進し、労力軽減を図りながら、営農継続の

支援をする。 

（主な取組） 

ア 畑作農家から農地や作物情報を収集し見える化し、輪作体系を確立 

   イ 中山間地域を利用した切り花等の軽量作物の推進 

   ウ 地域支援型農業（※２）によるモデル地区の検討 

 

⑷ 販売の対策 

観光部門と連携をし、津南町を訪れた方々へ旬の作物をＰＲする。ま

た、町内の飲食店や旅館と協力して、地物野菜を使った料理の提供、切

り花での室内を装飾等、町全体が統一感を持ったＰＲ活動をする。さら

にふるさと納税の返礼品として四季に応じた作物の導入を強化し、津南

町のサポーターを増加させる。 

（主な取組）  

ア 津南農林産物販売会議で対策を検討し、販路を拡大 

イ 観光部門との連携強化 
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３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  現 在 値 （ R 元 年 ）  目 標 値 （ R７ 年 ）  

法 人 農 家 数  28 法 人  31 法 人  

畑 作 の 年 間 販 売 額（ 津 南

町 農 林 水 産 統 計 集 計 値 ） 
1,285,362 千 円  1,300,000 千 円  

 
４ 用語説明  

 ※１ スマート農業 

    ロボット技術や情報通信技術（ＩＣＴ）を活用し、農作業の省力化・

精密化や農産物の収量向上、高品質生産を実現する新たな農業のこと。 

 

 ※２ 地域支援型農業 

    農家と消費者が連携し、地域農業を相互に支え合う仕組み。農作業や

出荷作業などに消費者が参加する体験交流、前払いによる農産物の定期

購入などの特徴があり、全国では北海道長沼町や神奈川県大和市などで

事例がある。 
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第３節 畜産業の振興                        

 
 １ 現状と課題 

⑴ 畜産農家の現状 

酪農、肉用牛農家は家族経営が主体で、高齢化や後継者不足が課題と

なっており、小規模経営の農家が多い。また、多くの農家が水稲や園芸

作物との複合経営を行っている。経営状況としては近年、販売数量や販

売単価の減少等により厳しい状況になっている。 

酪農においては、県営の妙法育成牧場へ上牧しているが、上牧数が限

られていることに加え、畜舎も十分なスペースが確保できていないこと

から安易に増頭することができない状況である。 

養豚農家数は減少したが法人化等により大規模化しており、後継者へ

の経営移譲も視野に入れながら経営を行うことができている。 

  

⑵ 糞尿処理及び臭気・疾病の対策 

通年糞尿処理や臭気対策が課題となっていることに加え、糞などから

メタンガスが多く発生することから地球温暖化の観点で問題視されてい

る。 

また、家畜を飼育するうえで疾病対策は重要課題であり、ＡＳＦ（※

１）、高病原性鳥インフルエンザ等の悪性伝染病の発生に備えた農場内の

危機管理体制の強化が急務である。 

特にＣＳＦ（※２）において、平成 30 年９月に国内では 26 年ぶりと

なる発生を確認し、全国の農場で感染拡大が継続している。これに伴い、

令和２年７月に家畜伝染病予防法が改正された。各農家は飼養衛生管理

基準を満たすため、これまで以上に設備投資をする必要があり、経営の

負担となっている。令和２年１月からワクチン接種が開始され、県内養

豚場での感染確認はないものの、野生イノシシの陽性が確認されており、

養豚農家一体となって侵入防止対策を講じる必要がある。 

また、酪農においては、事故率の増加や乳房炎（※３）などの慢性疾

病が家畜の生産性を低下させる要因となっている。 

  

 ２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴ 生産基盤強化及びコスト低減による所得の確保  

独自飼料を使用するなどして生産された「にいがた和牛」「妻有ポーク」

「津南ポーク」等をはじめとした、特色のある畜産物の消費量を増加さ

せるため、新たな販路拡大を図る。また、経営規模の小さな酪農及び肉

用牛経営を中心に生産基盤の強化を図るとともに、自給飼料の割合を高

め、飼料コストの低減を図る。 
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（主な取組） 

   ア 町内外に対し、畜産物についてのＰＲを強化 

イ 規模拡大、機械や施設の共同利用、法人化等の支援 

ウ 省力化を目的とした自動給餌機等の導入を支援 

   エ 飼料米やエコフィード（※４）、サイレージ（※５）等の活用を促進 

  

⑵ 将来を見据えた糞尿処理及び臭気・疾病対策 

臭気の軽減を目的としたモデル経営体の育成を検討するなど可能な 

限りの対策を行うとともに、新たな糞尿の活用手段を模索していく。ま

た、飼養衛生管理基準の遵守等により、農場内の危機管理体制の強化を

図る。  

（主な取組） 

ア 耕畜連携により、堆肥を活用した循環型農業の推進 

   イ 糞尿の活用手段として、バイオマスエネルギーの導入を検討 

   ウ 臭気軽減及び乳房炎等の慢性疾病対策を目的とした畜舎への設備投

資や畜舎内外の清掃等に対する意識啓発 

   エ ＡＳＦ及びＣＳＦの侵入防止対策として、野生動物侵入防止柵の整

備・点検を継続的に実施 

オ 町猟友会と連携し、野生イノシシに対するＣＳＦ経口ワクチン散布

事業の継続を支援 

 カ 法定伝染病予防注射に対する継続的支援 

 

３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  現 在 値 （ R 元 年 ）  目 標 値 （ R７ 年 ）  

生 乳 販 売 量  1,160 ト ン  1,180 ト ン  

肉 牛 販 売 頭 数  15 頭  15 頭  

繁 殖 牛 販 売 頭 数  10 頭  10 頭  

肉 豚 販 売 頭 数  14,600 頭  15,000 頭  

 

４ 用語説明 

※１ ＡＳＦ 

アフリカ豚熱：豚とイノシシが感染し、人には感染しない。感染する

と、急死、発熱、白血球減少、流産、皮膚や耳翼の紅斑等が確認され、

同養豚場で飼育されている豚は全頭処分となる。感染力が強く、有効な

ワクチンは開発されていない。国内での発生は確認されていないが、中

東アジアや北朝鮮、韓国などで発生している。比較的熱に強く、消毒薬

に弱いとされている。 
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※２ ＣＳＦ 

豚熱：アフリカ豚熱と同じく豚とイノシシが感染し、人には感染しな

いが、アフリカ豚熱とは別のウイルスである。感染すると、急死、発熱、

白血球減少、下痢、結膜炎、チアノーゼ等が確認され、同養豚場で飼育

されている豚は全頭処分となる。国内では、令和２年３月時点で 10 県

58 農場において発生しており、約 16.5 万頭が殺処分されている。 

 

※３ 乳房炎 

牛の免疫力が低下した際や、搾乳管理や畜舎管理が不十分であること

により、乳房に細菌が侵入することで起こる病気である。乳房の観察だ

けで見極めることが困難な場合もあり、生乳中の体細胞数の増加や搾乳

量の減少により確認することができる。乳質や搾乳量が減少するため、

酪農家にとって大きな経済損失をもたらす。 

 

 ※４ エコフィード 

食品残さを原料として加工処理されたリサイクル飼料のこと。 

 

 ※５ サイレージ 

青刈りした飼料作物をサイロに詰め、乳酸発酵させた家畜の飼料。発

酵させることにより、飼料の長期貯蔵が可能になり、牛の食欲を増進さ

せることにもつながる。 
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第４節 林業の振興                         

 
 １ 現状と課題 

⑴ 森林の整備と保全 

昭和 40 年代の拡大造林により植林後 50 年前後の杉の人工造林が順次

伐期を迎えている。しかしながら、木材価格の低迷、品質問題、森林整

備に対する意欲の低下により伐採が進まず、環境保全や水源涵養に対す

る機能が発揮されていない。また、森林所有者の高齢化や不在地主が多

くなっており、農地周辺の林地、原野の管理が行き届かず農地周辺の環

境の悪化及び野生鳥獣の侵入を招いている。 

     

⑵ 木材需要と利用 

高齢化、人口減少が進み住宅需要の減少や住宅以外の建築物での非木

造化が進むことに伴い、製材向けの木材利用は年々低下している。一方

では、近隣の市で木質バイオマス発電が計画されており、再生可能エネ

ルギーとして木材利用の需要が見込める。 

 

⑶ 特用林産物の継続的生産 

きのこ生産者の高齢化、後継者不足に加え町外の大規模生産施設の整

備による低価格化、消費量の減少により生産額は年々減少傾向にある。

生産者の収益を確保するために、生産性の向上や高付加価値化の取組が

必要である。また、加工品への需要はあることから継続的に生産できる

取組が必要である。 

  

２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴ 計画的な森林造成と整備 

継続的な森林整備により多様な樹種で構成される森林を造成し、景観

や水源涵養その他森林の持つ多面的機能を強化するとともに、森林資源

を循環利用し素材生産が拡大することにより生産者の所得の向上を図る。 

   （主な取組）  
ア 森林環境譲与税や森林経営管理制度、カーボン・オフセット制度（※

１）を有効活用した継続的な森林整備の実施 

   イ 森林整備による健全な森林造成の重要性の周知 

   ウ 水源涵養（水土保全）のため広葉樹を植林、針広混交林を造成 

   エ 施業地の団地化と作業路の開設及び補修を計画的に実施 

   オ 林地や作業道の観光活用の促進 
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⑵ 木材の利用促進・需要に応じた素材生産の拡大 

住宅分野での国産材の利用促進や非住宅分野での木造化、木質化を進

めるとともに新たな木材需要の促進を図る。木質バイオマスでの木材需

要の促進と素材生産の拡大を図る。また、一般消費者を対象に木材利用

の意義を普及・啓発し、木材製品の需要を生み出す。 

   （主な取組）  
   ア 住宅の設計業者、工務店等の施工関係者と生産者との連携の促進 

   イ 公共建築物における木材利用の促進 

   ウ 木質バイオマス発電施設での燃料材としての販路拡大 

   エ 木の良さや利用の意図を学ぶ「木育」の推進 

 

⑶ 生産体制と市場競争力の強化 

生産性と品質の向上により市場競争力を強化し、生産者の所得の向上

を図る。また、需要に応じた安定供給が可能な生産体制を整備する。 

   （主な取組）  
   ア ＧＡＰ手法（※２）を取組み、安定供給、品質の向上を基本とした

生産促進 

   イ 不需要期における加工用の生産促進 

 ウ 共同化、低コスト生産に取り組む生産者の施設整備等の支援 

 

３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  現 在 値 （ R 元 年 ）  目 標 値 （ R７ 年 ）  

素 材 生 産 量  4,365 千 円  5,000 千 円  

特 殊 林 産 物 生 産 量  448,572 千 円  500,000 千 円  

 
４ 用語説明  

 ※１ カーボン・オフセット 

    日常生活や経済活動におけるＣＯ２等の温室効果ガスの排出について、

まずできるだけ排出量の削減努力を行い、どうしても排出される温室効

果ガスについて、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資する

こと等により、排出される温室効果ガスを埋め合わせるという考え方。 

オフセットを行う主体自らの削減努力を促進する点で、温室効果ガス

の排出が増加傾向にある業務等の取組を促進することが期待される。 

 

 ※２ ＧＡＰ手法 

    Good Agricultural Practice の略で、農業生産工程管理という。 

    農業において、食品安全だけでなく、環境保全、労働安全等の持続可

能性を確保するための生産工程管理の取組のこと。 
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第５節 商工業の振興                        

 
 １ 現状と課題 

⑴ 変化が求められる商店街 

 少子高齢化による人口減少や、大型商業店舗とコンビニエンスストア

の進出、インターネット通販の普及などが消費者行動に大きな影響を与

えており、商店街を取り巻く環境は大きく変化している。 

 町内では、近隣商業地域やインターネットを活用し、様々な購入手段

を持っている者がいる一方で、公共交通機関の減少や商店の閉店により

買い物が不自由になった者も出てきている。 

これらの動向の中で、消費ニーズに合わせた既存の商店街にこだわら

ない新たな施策が求められている。 

 

⑵ 多様な産業の維持 

  経済センサスでは、製造業・鋼業・石材業の事業所数は横ばいで推移

しているが全国的に製造業は海外移転が進み、都市部近郊ですら新たな

工業進出が期待できない状況にある。一方、津南町は電力・工業・食品

加工業を中心とした企業による固定資産税・法人町民税・町民税が税収

に与える影響が大きく町内の企業数を維持していく必要がある。 

また、所得を稼ぐ産業と町内小規模企業との経済的な結びつきが地域

内にお金の流れを生んでいる。労働人口が減少することで、産業の働き

手がいなくなり連鎖的に地域から産業が失われないようにしなければな

らない。労働力確保や企業活動を支援し多様な産業を地域に残す必要が

ある。 

 

⑶ 特産品の明確化 

  津南町の特産品は、米、アスパラガス、スイートコーン、ユリ切花等

の農林産物が中心である。近年では、ＧＩ（※１）や機能性成分など、

他産地との差別化を図った雪下人参などが加わり、これらの品がふるさ

と納税の返礼品として人気を高めている。 

一方で、農産物以外は、統一的な基準がなく「特産品」として認知と

情報発信が不足している。これらの課題から外部への発信力・宣伝力を

強化していくため、特産品の基準を明確化し、新たな特産品開発と安定

供給できる体制作りを支援していく。 
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⑷ 再生可能エネルギーの民間活用支援 

  再生可能エネルギーは、全国で地域特性を生かした取組がされている。

津南町では、賦存量や採算性から「小水力」「雪冷熱」が地域色を生かせ

る再生可能エネルギーとして期待されている。現在、小水力発電が２件

（官１・民１）、雪冷熱が５件（官１・民４）あり、内２件は令和元年に

稼働した。地域内の再生可能エネルギーのポテンシャルは高く、今後も

発展する可能性を秘めている。 

  一方で、風力、太陽光、地熱などは、津南町での採算性が乏しく行政

参入は慎重に検討する必要がある。再生可能エネルギーはすでに民間参

入時代に入っており、官民が協力した推進が必要である。 

 

 ２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴ 新しい 商
あきな

いへの取組 

安心感・サービス・個性といった商店街の強みを生かすため、飲食店

や理美容室などの通販では代替のきかないサービス、高齢者向けの小売

店などの地域密着型のサービス、あるいは個性や専門性を生かすことに

より地域外から所得を得られるサービスなど、意欲ある事業者の取組に

寄り添った支援で商業振興を図る。 

また、それらの施策に空き店舗や既存店舗を活用することで地域の活

性化を図る。 

   （主な取組）  
  ア 町民に寄り添った地域密着型サービスへの支援 

  イ 新しい商いに挑戦する事業者への支援  
   ウ 空き店舗・既存店舗の利活用促進 

 

⑵ 産業の多様性を確保 

    農業とサービス業が中心の町ではあるが、工業や食品製造業、また小

規模事業者まで、様々な産業の力で所得を獲得し地域内の経済循環の流

れを止めないことが重要である。今後、人口減少に伴い多くの産業で労

働力が不足するが、ＵＩＪターンを含め、新卒者、町外者、外国人等の

町外からの労働力を確保していく。さらに地域内で働く意欲ある高齢者

と学生雇用や副業、またロボティクス（※２）やＡＩ（※３）などの代

替労働力の確保にむけて支援を行い多様な産業が根付き活力ある町を

目指していく。 

   （主な取組）  
   ア ＵＩＪターン・外国人労働力・代替労働力の確保 

   イ 地元採用の促進 

   ウ 高齢者・学生労働力の活用促進 

   エ ハローワーク情報の提供推進 
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⑶ 津南町の特産品を明確に 

農産物以外の特産品は基準や対外的な評価があいまいで統一性がない。

消費者から評価を得ている商品を中心に、既存のものだけでなく、これ

まで気付かなかった魅力あるものや技術や風土を「津南町の特産品」と

して認定し、町内官民一体となり普及拡大を図っていく。 

   （主な取組）  
   ア 津南町の特産品広告宣伝の強化 

   イ 産学共同による津南産農林産物を活用した特産品開発の推進 

   ウ 津南町の特産品認定制度策定・導入 

 

⑷ 官民協力による再生可能エネルギー推進 

行政と民間事業者が協力して再生可能エネルギーに取り組むことによ

り、地域内エネルギー自給率の向上を目指す。採算性が見込まれる水力

や雪冷熱などの民間導入実績のある再生可能エネルギーは、今後も民間

参入を促していく。一方で再生燃料や地中熱の導入のほか災害時を想定

した電気自動車導入は行政が積極的に進めることで、地域内再生可能エ

ネルギーの推進を図る。 

   （主な取組）  
   ア 固定資産税の減額（わがまち特例）（※４） 

イ 電気自動車の導入 

   ウ 災害時を想定した自力電力確保事業所の確保 

 

３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  現 在 値  目 標 値 （ R７ 年 ）  

商 工 会 会 員 数  365 人  370 人  

空 き 店 舗 活 用 に よ る 雇 用 者 数  ２ 人  5 人  

20～ 30 歳 人 口  619 人  650 人  

再生可能エネルギー取組事業者数 ５ 事 業 所  ６ 事 業 所  

電 気 自 動 車 の 公 用 車 導 入  —  ２ 台  

 
４ 関連する個別計画など  
新エネルギービジョン 

 

５ 用語説明  
 ※１ ＧＩ 

    地理的表示（ＧＩ）保護制度。地域の伝統的な生産方法などの産地の

名称を知的財産として認証し保護する。 
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※２ ロボティクス 

    ロボットに関する産業全体を指す言葉。 

 

 ※３ ＡＩ 

    人工知能。人間と同じような知的能力を持つコンピューター。 

 

※４ わがまち特例 

    国が一律に定めていた税率などについて、地方自治体が自主的に条例

で定められるようにできる仕組み。新エネルギーは、地方自治体の判断

で、推進を目的とした固定資産税の軽減が図れる。   
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第６節 雇用の拡大                         

 
 １ 現状と課題 

⑴ 企業誘致の転換 

全国的にも製造業は国内から海外への移転が進み、地方への大規模な

企業誘致は厳しい状況である。津南町には、大規模な製造業種が求める

利点は少ないが、自然や農業、縄文から続く歴史文化があり、これら津

南町特有の利点に興味を示し活用できる企業を誘致していく必要がある。 

 

⑵ 起業支援による活性化 

高齢化が進み、労働力が減ってきたことや、ＩＣＴ化の進展により、

本町が必要とする産業も変化が求められている。「空き家」や「空き校舎」

などを活用し起業する方を率先して支援することで津南町の活性化につ

なげたい。  

 

 

 ２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴ 強みを生かした企業誘致 

企業のグローバル化とＩＣＴ化、人口減少と働き手の減少が同時に進

む厳しい時代の中、津南町は、主産業である農業以外の産業多様化を目

指していく。具体的には、新幹線の利用による都心からのアクセスのし

やすさや、津南の強みである自然や雪国文化を活用できる中小企業やＩ

ＣＴ企業などの誘致を進めていきたい。誘致にあたっては、企業側が津

南町に魅力を感じ自ら「津南町に来たい」と思える情報発信や関連手続

きをまとめて行えるような体制整備を進めていく。 

   （主な取組） 

ア 企業誘致、就職ガイダンス等の動画配信強化 

   イ サテライトオフィス（※１）、テレワーク（※２）などアフターコロ

ナ（※３）の取組推進 

ウ 町の「空き家」「空き店舗」の利活用促進 

エ 情報発信から対応までの「ワンストップ」体制の整備 
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⑵ 町民が求める起業を支援 

今後の津南町に必要な業種を中心に効果的な支援、活性化を行ってい

く。起業支援にあたっては、津南町商工会が支援している事務的な部分

のほか、ハード面も含め、移住者などによる主となる職業としての起業

のほか、労働力不足解消にむけた副業としての起業も支援していく。 

   （主な取組）  
   ア 空き家や空き校舎で起業をする方への支援 

   イ 町内の課題解決につながる起業を支援 

   ウ 集落行事や環境整備の人手不足解消につながる起業を支援 

エ 従業員の副業を認可した企業等への支援 

 

３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  現 在 値  目 標 値 （ R７ 年 ）  

空 き 家 ・ 空 き 店 舗  

（ サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 化 ）  
—  10 社  

地 域 お こ し 協 力 隊 に よ る 起 業 数  1 人  3 人  

動 画 配 信 で 本 町 の 情 報 を 発 信 す

る サ ー ビ ス の 開 始  
—  導 入  

 
４ 用語説明 

※１ サテライトオフィス 

    本部とは別に設置した遠隔地にあるオフィス。勤務者が遠隔勤務でき

るよう通信設備を整えていることが多い。 

 

※２ テレワーク 

 ＩＣＴを活用し、時間や場所の制限を受けずに柔軟に働く形態をい

う。 

 

※３ アフターコロナ 

  ワクチンなどで、ある程度コロナ禍をコントロールできるようになっ

た状況。ポストコロナともいわれる。異常だった状況が日常になり、こ

れまでと常識が変わり、変化が求められる。   
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第７節 観光業の振興                        

 
 １ 現状と課題 

⑴ 観光イベントの見直し 

  津南まつり、雪まつり、ひまわり広場の管理運営が町業務の負担にな

っている。ひまわり畑は大型車受入対策と運営方法の見直しが必要なこ

とや雪まつりのスカイランタンは全国的な人気があるが、会場・駐車場

が限られ飽和状態であり規模の見直しを含めた開催運営等の検討が必

要である。 

また、トレッキングやトレイル等のコースが多数整備され、利用者へ

の周知や、大地の芸術祭の誘客拡大についてなど検討課題も多い。 

 

⑵ 観光施設の活性化の検討 

  点在する施設の老朽化が進み、維持管理費（修繕費）等の増加が懸念

されている。温泉については観光施設と健康増進施設が混在しており、

総合的な利活用目的の検討と規模の適正化が必要である。 

ジオパークの観光面では、ジオサイトの整備が進み、ジオパーク拠点

施設が設置されることにより、教育面との連携を強化し、ジオサイト単

位の観光から苗場山麓地域全体を観光資源とした利活用を進める必要が

ある。 

 

⑶ 観光ＰＲの多角化と効果検証 

現在の観光ＰＲは津南町と観光協会とで連携したパンフレット等の

紙媒体やＳＮＳ等の電子媒体、メディア利用等多岐にわたっている。パ

ンフレットは、電話等による個別請求のほか、イベント時の配付や宿泊

施設・高速道路パーキングエリアに設置しており、ホームページとＳＮ

Ｓは、随時更新している。 

観光客が津南町を「何で知り」、「どうして来たのか」等の情報が把握

されておらず、効果的なＰＲができているか、大地の芸術祭が国際的な

盛り上がりを見せている中、インバウンド向けのＰＲ方法の検証が必要

である。 

  

 ２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴ 観光イベントの規模と受け入れ態勢整備 

オーバーツーリズム（※１）の解消とイベントの活用方法、町支援に

頼らない運営方法を目指す。トレッキングコースは安全で快適な環境づ

くりと周知を進めるとともに、ガイド養成、看板設置やプログラム作成

などを充実させる。 

大地の芸術祭は、誘客や経済への影響を検証し事業継続を判断する。 
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   （主な取組） 

ア イベントの受入態勢整備と民間運営が可能な料金設定等の見直し 

イ 雪まつりとスカイランタンの規模、運営方法の見直し 

ウ トレッキング等コースマップの作成とツアーの実施 

エ 大地の芸術祭は第８回終了後、費用対効果と住民ニーズを検証 

 

  ⑵ 観光施設の見直し 

    各施設をテーマ別、目的別に管理運営し、効率の良い営業展開を行う。

経済効率、費用対効果を踏まえて施設の整理を行う。 

ジオサイトの魅力増進を図るとともに、地域経済の振興、地域活動の

活性化などプラスアルファの効果を目指す。 

   （主な取組） 

ア 観光施設の統廃合、リニューアル、経営刷新を検討 

イ 拠点施設を中心としたモデルコース等を設定 

 

  ⑶ 統一性をもった観光ＰＲ 

    津南町のイメージを定着させるための色や書体を制定し、ＰＲの統一

を図るほか、ＰＲマニュアルを作成しＰＲに一貫性を持たせる。併せて

多数ある紙媒体のパンフレットは、総合パンフレット（ゆきがたり）に

まとめ一本化し、観光ＰＲのウエイトを動画とＳＮＳ等の電子媒体に移

行させていく。紙媒体からの脱却を図りながら、ＳＮＳのシステムを利

用したマーケティングを進めていく。 

   （主な取組） 

   ア 津南町の紹介やＰＲ等で使用する津南町のイメージを策定 

   イ 観光ＰＲマニュアルの作成、統合パンフレットを作成 

   ウ 動画作成とマーケティングができる人材を育成 

 

３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  現 在 値  目 標 値 （ R７ 年 ）  

ト レ ッ キ ン グ 等 ツ ア ー  3 回  6 回  

ジ オ パ ー ク 観 光 入 込 数  10,418 人  12,500 人  

Ｐ Ｒ 手 段  7 8 

観 光 協 会 イ ン ス タ フ ォ ロ ワ ー  856 人  10,000 人  

 
４ 関連する個別計画など  
苗場山麓ジオパーク アクションプラン 
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５ 用語説明 

※１ オーバーツーリズム 

 特定の観光地において、訪問客の著しい増加等が、地域住民の生活や

自然環境、景観等に対して受忍限度を超える負の影響や、観光客の満足

度を著しく低下させるような状態 
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第２章 生涯学びながら成長できるまち  

第１節 保育・子育て支援                      

 
 １ 現状と課題 

⑴ 相談支援体制 

津南町は、ここ数年出生数が 50 人台で推移しており、令和元年度は平

成５年比 50％以下である。これは男性の未婚率が国県と比較し高く婚姻

数の減少や晩婚化が要因と推察される。 

核家族化や少子化に伴い、育児協力者や相談相手の減少等が原因によ

る親の育児ストレスや不安の抱え込みが問題となり、ネグレクト（育児

放棄）等虐待の誘因となっている。 

妊娠期から子育てまで、親世代の悩みや抱える問題に対し相談窓口の

明確化（一本化）など切れ目のない相談支援体制の確立と親子同士が気

軽に集える利用しやすい場の提供が課題となっている。 

  

⑵ 多様化するニーズへの対応とよりよい育ちのための保育 

平成 30 年度に津南町教育委員会が実施した子育て支援に関するニー

ズ調査によると就学前児童の母親の７割程度が就業しており、女性の社

会進出の増加や祖父母世代の就労等、子育て環境は近年、大きく変化し

ている。未満児保育、休日・延長保育、障害児保育や病児・病後児保育

など様々な対応が求められており、保育士の確保と資質向上に努めてい

るが、現体制では子育て支援センターを含む保育施設が分散しているこ

とや人員不足等によりそれらのニーズに十分応えられていない。 

また、出生数の減少により現在５保育園中３園で混合保育（※１）が

常態化している。今後も適正規模の保育、保育環境の整備や自然豊かな

津南らしさを生かした保育等を模索し、魅力ある保育の実践が求められ

る。 

さらに、通信技術による情報過多の今日、五感を働かせて活動する「直

接体験」が不足しており、保育園では優先的課題としてこのことに取り

組んでいる。 

⺟ 親 の 就 労 状 況 （ 自 営 業 、 家 族 従 事 者 を 含 む ）  
※ 「 ① 〜 ⑥ 」 の 内 容   
 ① フ ル タ イ ム で 就 労 、 産 休 ・ 育 休 ・ 介 護 休 で な い  
 ② フ ル タ イ ム で 就 労 、 産 休 ・ 育 休 ・ 介 護 休 で あ る  
 ③ パ ー ト 等 で 就 労 、 産 休 ・ 育 休 ・ 介 護 休 で な い  
 ④ パ ー ト 等 で 就 労 、 産 休 ・ 育 休 ・ 介 護 休 で あ る  
 ⑤ 以 前 は 就 労 、 現 在 は 就 労 し て い な い  
 ⑥ こ れ ま で 就 労 し た こ と が な い  

保保護護者者のの就就労労状状況況  

出 典 ：「 平 成 3 0 年 度 子 育 て 支 援 に 関 す る ニ ー ズ 調 査 」  
津 南 町 教 育 委 員 会 資 料 よ り 抜 粋  
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⑶ 保育園・小学校・中学校・地域の連携 

保育園から小学校、中学校へと変わる転換期に大きなストレスや不安

を感じやすい子どももおり、この不安感等を解消するため、他園・他校

の同学年間、保育園と学校間、小・中学校間での子ども同士や、教職員・

保育士間の交流事業や情報交換を継続的に行っている。 

また、親子を支え、子どもを明るく元気に育てるには、住民や地域団

体や企業等の理解と協力支援が欠かせない。そういった人たちとの交流

は社会や人の多様性を知り、生きる土壌を育む良い機会である。住民、

地域団体や企業等、社会全体で子育てを支援する気運を高めていくこと

が必要である。  

  

２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴ 切れ目のない相談支援体制の整備 

安心して妊娠、出産、子育てをするためには、その悩みや不安を解消

していくことが重要となる。そのために妊娠期から子育てまでの健康面、

経済面、家族関係等の様々な悩み、不安に対し、相談窓口を明確化（一

本化）し、相談しやすい環境を整備していくため、切れ目のない相談支

援体制の確立を目指す。 

また、保護者の経済的負担を支援するため医療費助成等を充実させる

など支援対策を進める。他の親子との交流、情報交換が気軽にできる集

いの場を提供し、同じ悩みを抱える親同士が交流することで、孤立感や

不安感の軽減を図る。 

（主な取組） 

ア 子育て世代包括支援センターの整備（※２） 

イ ＳＮＳを活用した相談支援体制の検討 

ウ 医療費助成や経済的支援の充実 

エ 交流の場の環境整備 

 

⑵ 多様性を育み、生きる力につながる保育の実践 

五感を働かせて活動する「直接体験」を中心とした保育の展開を引き

続き実践していく。「直接体験」は自らの体験に基づいた学びの習得とな

り、将来必要となる“生きる力”につながっていくため、積極的に取り

入れていくことが大切である。 

子どもたちにとって保育園は社会を経験する最初の場であり、それは

世の中の多様性や集団生活でのルール、友だちや周囲との関わりを学ぶ

場となる。そのため、子どもの育ちに最適で望ましいより良い保育環境

の整備を進めるとともに、休日・延長保育など多様なニーズに対応でき

るよう継続して検討を行う。 
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（主な取組） 

ア 自然環境を生かした保育の実践 

イ 保育環境の改善、連携体制の確立 

ウ 多様化する保育ニーズへの対応 

 

⑶ みんなで支える子育てのまちづくり 

子どもの発達段階における転換期をより円滑につなげていくために 

は、他園や他校、異年齢の子どもとの関わりが重要となる。そのために

現在実施している保育園と小学校の連携及び小学校と中学校の連携事業

の更なる発展や新たな支援施策の導入など、子ども同士がお互いに育ち

あえる環境を充実させていく。 

また、住民や地域団体等と子育て中の親子とが接する機会を増やし、

子育てに係る孤立感や負担感の軽減を図るとともに、気軽に集まれる場

所として「農と縄文の体験実習館なじょもん」の環境を充実させる。さ

らに保育園や学校とも連携を深め、一層ネットワークを広げることによ

り安全・安心かつ子育てにやさしいまちづくりを目指す。 

（主な取組） 

ア 地域住民等外部講師及び地域支援組織への協力・支援 

イ 義務教育９年間を見通したカリキュラム作成 

ウ 津南版ファミリー・サポート・センター事業（※３）導入の検討  

 

３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  現 在 値  目 標 値 （ R７ 年 ）  

子 育 て 世 代 包 括 支 援 セ ン タ ー 整 備  —  整 備  

土 曜 保 育 の 時 間 延 長  半 日  1 日  

 
４ 関連する個別計画など  
津南町子ども・子育て支援事業計画 令和２年度～令和６年度 

津南町公共施設等総合管理計画 

津南町公共施設個別施設計画 

 
５ 用語説明 

※１ 混合保育 

４歳児と５歳児が一つのクラスで保育をするなど、異年齢児を一クラ

スで保育していること。 
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※２ 子育て世代包括支援センター 

   主に妊産婦及び乳幼児の実情を把握し、妊娠・出産・子育てに関する

各種の相談に応じ、地域の保健医療又は福祉に関する機関との連絡調整

を行い、母子保健施策と子育て支援施策との一体的な提供を通じ、健康

の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことにより、切れ目のない

支援を提供する体制を構築することを目的とすること。（母子保健法に基

づく、地方自治体に設置の努力義務） 

   子育て支援センターは、子どもの健やかな育ちを目的とした地域子育

て支援拠点事業（児童福祉法による） 

 

※３ ファミリー・サポート・センター事業 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員 

として、児童の預かりの援助を受けることを希望する者と、その援助を

行うことを希望する者との総合援助活動に関する連絡、調整を行うもの 

相互援助活動の例（保育園までの送迎、学校の放課後子どもを預かる、

保護者の病気や休養等の場合に子どもを預かるなど） 
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第２節 学校教育支援                        

 
 １ 現状と課題 

⑴ 学校の適正規模の検討と施設の老朽化 

  津南町には、小学校が３校、中学校が１校、中等教育学校（県立）が

１校、計５校が設置されているが、今後更に少子化が進むことが予想さ

れることから適正規模を検討する必要がある。 

また、各学校とも建設してから 30 年以上が経過しており、施設の老朽

化が進んでいることから計画的な修繕による施設の長寿命化が必要であ

る。 

ＧＩＧＡスクール構想（※１）の実現に向けたＩＣＴ環境の整備とと

もに、児童生徒や教職員がＩＣＴ機器を活用するためのサポート体制の

整備も課題である。 

放課後支援については専用施設での学童保育を開設することができて

おらず、津南町総合センターや保育園等を間借りしている状態である。 

 

⑵ 学力向上とキャリア教育の推進 

  児童生徒の将来の夢や希望を育みかなえるためには確かな学力の向

上と主体的・対話的で深い学びを実践する必要がある。そのためにはよ

り一層教職員の指導力向上を図るとともに、一人ひとりを伸ばす教育を

推進するために学ぶ意欲を高めるカリキュラムづくりや環境整備を行

う必要がある。 

また、様々な悩みを抱える児童生徒に対しては、訪問相談員や支援員

の配置とにこやかルーム、校内適応指導教室を開設するなどの対応をし

ているが、これらの充実と継続した取組が求められている。 

魅力的な津南の教育を推進するために、本町の特徴を生かしたキャリ

ア教育、ジオパーク関連活動などを充実させ、地域に根ざして学ぶ意欲

や生きる力の獲得を図ることが求められる。 

   

⑶ 胎児から就労までの支援体制 

平成 24 年度に子育て教育組織の連携を目指して「育ネットつなん」を

組織した。また、平成 29 年度には、地域の声を反映させた特色ある学校

づくりを推進するため「コミュニティ・スクール（学校運営協議会）」を

町立学校に設置し、地域と一体となった学校運営に取り組んでいる。 

一方で、義務教育期間終了から就労につながるまでのサポート体制が

整っていないため必要な支援が届きにくい現状がある。そのため、胎児

から就労まで切れ目のない支援体制を地域全体で継続的に取り組むこと

が求められる。 
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２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴ 安全に安心して学べる学校環境の整備 

小学校の適正規模化の検討だけではなく、学校が地域で担ってきた役

割等も考慮し関係地域との継続的な協議を行う必要がある。 

施設の長寿命化については令和２年度末までに策定される津南町公共

施設個別施設計画に基づき統合後の教育施設への計画的な修繕による安

全な教育施設の整備を進めていく。 

ＧＩＧＡスクール構想を実現するためにＩＣＴ機器を導入するだけで

はなく、児童生徒並びに教職員が積極的に活用するため、ＩＣＴ推進員

の導入など人的サポートを強化していく。 

保育園統合に伴う閉園後の保育園を児童生徒の放課後支援及び土日等

休日も使うことができる児童館機能を備えた専用施設として、児童や保

護者が安全・安心に利用できるよう整備する。 

   （主な取組）  
   ア 小学校適正規模検討委員会の設置 

   イ ＩＣＴ機器の導入促進と活用促進のための支援体制の整備 

   ウ 閉園となる保育園利活用のための地域との話し合いの場の設定 

    

⑵ 将来の夢や希望を育みかなえる教育の推進 

児童生徒の自己実現のため、「生きる力」を身につける環境整備をより

一層充実させなければならない。特に、不登校支援については、自己肯

定感や社会性を育むため、訪問相談員や支援員の配置、にこやかルーム

の継続と支援体制の強化を図る。 

児童生徒を取り巻く教育環境については、文部科学省が推進するＧＩ

ＧＡスクール構想の実現に向けＩＣＴ環境が整備されることに伴い、相

互学習作用による学力向上が期待される一方、導入に伴う学習上の弊害

や教職員の新たな業務負担の増加など、様々な課題が想定される。児童

生徒の学ぶ意欲、学力の向上を真に実現するため、ＩＣＴ教育の運用体

制の検討とともに、教職員の指導力向上を図る。 

さらに、地域や産業界と連携したキャリア教育を推進し、ふるさとへ

の愛着と誇りを育み、多様な人々の生き方を知り、自らの生き方につい

て考える学習を充実させ、未来を切り開く力の獲得を目指す。  

   （主な取組）  
   ア 訪問相談員等の人的支援の継続と支援体制の強化 

イ ＩＣＴ機器運用マニュアルの作成 

ウ ジオパーク関連活動など雪国が持つ特色あるキャリア教育計画の作

成と実践   
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⑶ 地域一体となった支援体制の継続 

津南町では「育ネットつなん」の設置や「学校運営協議会」の設置な

ど、子育て教育にかかわる組織が連携して運営されており、今後も組織

力の強化とともに関係機関との連携強化を図っていく必要がある。特に

地域の理解と協力を得ることが最も重要であり、津南の宝である子ども

たちを地域全体で育てていく取組の継続と気運を醸成していくため、各

学校区に地域コーディネーター（※２）の配置を推進し、将来的には学

校運営協議会事務局を地域内に設置することを目指す。  

義務教育を終了した子どもたちの中にも日常生活や社会参加活動等に

支援を必要とする場合があるため、教育機関及び福祉等の関係機関、支

援団体、地域との連携や協力体制の充実に努め、就労（自立）支援体制

を整備する。  

   （主な取組）  
   ア 「育ネットつなん」の継続と関係組織との連携強化 

   イ 「コミュニティ・スクール」活性化のための外部組織との連携 

   ウ 引きこもり等の支援に向けた様々な機関等との連携強化 

 

３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  現 在 値  目 標 値 （ R７ 年 ）  

Ｉ Ｃ Ｔ 推 進 員 の 導 入  —  1 人  

学 童 専 用 施 設 の 設 置  —  1 カ 所  

地 域 コ ー デ ィ ネ ー タ ー の 配 置  1 人  4 人  

 
４ 関連する個別計画など  
津南町教育大綱 

津南町教育振興基本計画 

津南町公共施設等総合管理計画 

津南町公共施設個別施設計画 

 
５ 用語説明  
※１ ＧＩＧＡスクール構想 

  Global and Innovation Gateway for All の略。児童生徒向けの１人

１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備し、多様な

子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化された創造性

を育む教育を、全国の学校現場で持続的に実現させるとした文部科学省

が提唱する構想 

 ※２ 地域コーディネーター 

    学校と地域（ボランティア）をつなぐパイプ役で、学校の要望を把握

し、求めに応じたボランティアを派遣するなどの役割を担う。  
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第３節 生涯学習、スポーツ環境の支援                

 
 １ 現状と課題 

⑴ 生涯学習の多様化と参加人数の減少 

乳幼児期から高齢期まで、生涯のあらゆる時期に行われる学習活動が

生涯学習である（人が生涯にわたって学ぶこと）。生涯学習は自分自身や

生活を充実させ、学んだことを生かして活力ある地域や社会をつくるな

ど、個人のためにも社会のためも大切なものである。一人ひとりが自発

的意思に基づき、必要に応じて、自己に適した手段・方法を選んで、生

涯を通じて行うことが生涯学習の特性である。  

人口減少や、学びの内容や手段、生活スタイルの多様化などにより、

主催する学習講座や参加人数などが減ってきている。今後、学習内容や

手段と方法などについてニーズに合わせ工夫していく必要がある。また、

生涯学習に触れる機会が少ない方が取り組みやすいような土壌を町全体

で築き上げていくことも課題である。 

 

⑵ 公民館図書室の機能と施設設備 

  町公民館図書室は、小さな子どもから高齢者までと利用者の年齢層は

幅広く、近隣市町村や在学在勤者、団体などの利用もあり、ニーズも多

岐にわたっている。一方で、学校図書館などの学習支援の機能や資料提

供、津南町関連資料の収集保存などの役割も担っている。現状は、限ら

れた建物スペースの中、少ない兼任職員で運営しており、充分な機能が

発揮できていない。今後、専門知識を有する人員配置と所蔵スペースの

確保、読書・学習スペースの改善など施設整備が課題である。 

また、運用面など町民が利用しやすい配慮や工夫を関係機関の協力の

もと、継続して行っていくことも課題である。  

  

⑶ スポーツ環境の整備 

  近年、スポーツ少年団や各種スポーツ団体において人口減少や加入率

の低下により、チームを組めない団体もある。スキーなど雪国ならでは

のスポーツ体験の減少も課題である。少子高齢化により競技人口が減少

している中であっても、町民のニーズは多様化している。子どもたちだ

けでなく、全ての世代において等しくスポーツの楽しさが享受されるよ

う、スポーツ推進プラン等に基づく継続した体制整備が課題である。 

  また、種類の多いイベントや各種大会開催を従来通りに行うことがこ

れからは困難な状況になりつつある。外部団体に託せる事業や主催イベ

ント等の見直しなど、関係機関と協議し、この地域に合った持続可能な

運営方法を探っていくことも課題である。 
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⑷ 一人ひとりが広く人権について考えられる意識の醸成 

災害など緊急事態が起こったとき、声を上げにくい人々や社会的立場

の弱い方たちが精神的にも追い詰められることが問題視されている。あ

らゆる偏見や差別に対して一人ひとりが関心を持ち理解を深めていくこ

とが必要である。一人ひとりが身近な問題として人権について考え続け

ていくことが課題である。  

  

 ２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴ 誰もが学ぶ意欲を持ち、学ぶ機会を得られる環境づくり 

一人ひとりがより豊かな人生を送るため、年齢・性別・立場など様々

な要因に妨げられることなく、誰もがいつでも学べる環境づくりを整備

するとともに、その学習成果が地域で生かされ、また地域の課題解決へ

と循環していけるような仕組みづくりを目指す。そのために、必要なマ

ンパワー、人員配置、他組織との連携などの体制基盤を整備する。また、

近隣市町村を含んだ活動団体との交流や学び合い、それらの成果発表の

場などを作りやすくする。そして、これらの活動の情報発信を行うとと

もにＩＣＴなどに対応した施設整備に取り組む。 

   （主な取組）  
   ア 近隣市町村を含んだ活動団体との連携、交流や成果発表の場の創出 

   イ 学ぶ意欲を応援する環境づくりと学習講座の工夫 

   ウ ＳＮＳなど新たな情報発信方法を用いた側面からのＰＲと活用 

 エ 生涯学習施設における Wi-Fi（※１）環境の整備  

    
⑵ 誰もが利用しやすく、読書への興味を持てるまちづくり 

子どもから高齢者までより多くの人が読書環境を楽しめるまちづくり

を目指す。公民館図書室の利用者ニーズを知り関係図書を充実させ、特

に子どもたちが読書に興味を持つ環境づくりに重点を置く。 

また、読み聞かせ講習など読書活動支援の充実を図り、閲覧者・自習

者・親子連れなどがお互いに気持ちよく利用できるよう、必要に応じて

利用方法を検討する。利用満足度の向上のため、専門研修への参加や必

要な資料の拡充を図るとともに、専門職員の配置とマンパワー不足の補

充についても検討する。そして、学校図書館、津南町埋蔵文化財センタ

ー（※p87 参照）などとの連携により学校図書館機能・公民館図書室機

能の充実や建物の整備改善についても検討する。  

   （主な取組）  
   ア 「子ども読書活動推進計画」の策定 

   イ 図書室機能の整備拡充、利用方法等運営内容の継続的な検討 

   ウ 専任職員及び学校図書館支援員の配置 

   エ 職員の各種専門研修への参加 
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⑶ 誰もがスポーツを楽しめる環境づくり 

全世代が気軽にスポーツに参加し、楽しむことができる環境を作るこ

とで、生きがいづくりや体力の向上、心身の健康増進を目指し、町全体

のスポーツへの意識向上を図る。また、多世代間の交流の機会を設ける

ことで、指導者の確保や次代を担う子どもたちのスポーツ振興につなげ

ていく。そのために、本町の関係各種団体と連携・協議を行いながら、

雪国である本町の特性を生かしたイベントや施設等の運営方法を検討す

る。また、子どもの減少等で競技の実施が難しい団体への支援や、近隣

市町村の同一競技団体との連携の場を設けるなど、スポーツを継続でき

るような仕組みづくりを模索し、中津川運動公園や総合センターなどの

体育施設の更なる充実を図り、誰もがより気軽に利用できる環境整備に

努める。 

   （主な取組）  
   ア 「津南町スポーツ推進プラン」の策定及び体育施設の充実 

   イ 指導者向け研修の実施、町外研修への参加支援 

   ウ 近隣市町村を含む活動団体との連携、交流や活動の場の創出 

   

⑷ 一人ひとりの人権が尊重され、認め合える地域づくり 

    一人ひとりの個性や多様性を認め合い、お互いを尊重し、自分の人権

とともに他の人々の人権を尊重できるような温かい地域づくりに取り組

む。同時に、そういった意識を持ちながら考え続けていくことができる

津南町を目指すとともに、誰もが安心して幸せに暮らすことができる地

域社会の実現を目指し、今後も関係機関と協力しながら人権に関する学

習機会を継続して設定する。 

   （主な取組）  
   ア 地域、学校、行政等による人権講演会の実施 

   イ 各イベント等における啓発活動の実施 

   ウ 講演会・研修への参加に際する費用・移動手段等の支援 

 
３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  
現 在 値 （ R 元 年 度 末

時 点 ） ※ Ⅰ  

目 標 値 （ R７ 年 ）  

※ Ⅱ  

公 民 館 延 べ 利 用 者 数 （ 人 口 比 ）  12,080 人  

（ 129.2%）  

11,991 人  

（ 140%）  

図 書 貸 出 利 用 実 人 数（ 町 内 在 住 者 の

み ・ 人 口 比 ）  

730 人  

（ 7.81%）  

857 人  

（ 10%）  

町 社 会 体 育 施 設  ※ Ⅲ  

延 べ 利 用 者 数 （ 人 口 比 ）  

40,852 人  

（ 436.96％ ）  

38,543 人  

（ 450％ ）  

 ※Ⅰ 町ホームページ「住民基本台帳人口・世帯数」から引用（9,349 人）。 
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 ※Ⅱ 「津南町人口ビジョン（p32 参照）」のうち、「パターンＢ」の 2025 年

時予測値より引用（8,565 人） 

 ※Ⅲ 総合センター体育館・学校開放・中津川運動公園 

 
４ 関連する個別計画など  
津南町人権教育・啓発推進計画（令和２年度策定予定） 

津南町公共施設等総合管理計画 

津南町公共施設個別施設計画 

 

 ５ 用語説明 

 ※１ Wi-Fi 

    無線 LAN（無線通信を利用してデータの送受信を行う通信回線システ

ム）に関する登録商標 
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第４節 芸術・伝承文化・文化財保護の活用と支援           

 

１ 現状と課題 

⑴ 芸術文化作品の管理・保存体制 

津南町が所有している芸術作品について、専用の収蔵施設が不足して

おり、各施設を間借りした分散保存状態となっている。スペースの確保、

マンパワーなどの人員配置、関係組織等の協力など取り組むべき課題が

山積している。引き続き管理・保存体制の整備と活用方法の検討が必要

である。 

 

⑵ 伝承文化の存続と継承 

少子高齢化などを要因とする地域コミュニティの減少などにより、伝

統行事の縮小又は廃止が相次いでいる。今後、後世に残したい、伝承文

化を調査し次世代につなげていくことが課題である。 

また、津南町の伝承文化に直接触れる、知る、それら手段が少ないこ

とも課題である。 

 

⑶ 文化財保護と保存 

文化財保護は、広く国民の文化の向上に資する目的で実施されている。 

歴史民俗資料館や「なじょもん」では、縄文文化などの文化財に触れ

ることができ、学校教育、生涯教育の活動や来町者の訪問受け入れ先に

も位置づけられ、津南町を知るための郷土学習支援施設として活用され

ている。今後も体験メニューの構築、満足度向上のための工夫、「なじょ

もん」の水辺環境及び関連施設の整備が必要となっている。 

また、現在分散状態にある文化財の収蔵展示整備も課題であり、津南

町埋蔵文化財センター（※１）の整備が必要である。今後、他団体や組

織との協力連携や当該施設の運営方法を検討する。津南町歴史民俗資料

館収蔵庫（国指定）及び旧津南原小学校収蔵の民具資料（未指定）を町

埋蔵文化財センター敷地内での一括収蔵展示することについては、継続

的に検討が必要である。 

 

⑷ 情報の集約と発信の手段及び方法 

    津南町の芸術文化作品や伝承文化、文化財やその取組を知らない人が

多い。今後、伝承文化への取組や、文化関連情報の集約の手段と発信方

法を、人材確保とともに検討していく必要がある。 

    また、発信した情報に対するニーズを集約し、それに対応する体制整

備が必要である。 
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２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴ 芸術文化作品の管理・保存体制整備の構築 

津南町が所有する芸術文化作品の管理体制を明確にし、作品の整理及

び管理体制の整備を構築する。保存については、適正に行えるよう必要

な人材の配置や施設の確保及び充実を図っていく。また、芸術作品活用

の方針を定め、企画展などでの活用の場を増やし、誰もが芸術文化作品

に触れることができる機会の充実を目指す。  

   （主な取組） 

ア 芸術文化作品の管理・保存体制の整備改善と人員確保 

イ 芸術文化作品の活用方針の検討 

ウ 企画展など活用の場の創出と工夫 

 

⑵ 伝承文化の調査検証 

古くから地域に受け継がれてきた「アンギン編み技術」「赤沢神楽」な

どの伝承文化を次世代につなぐために、人材育成などの取組を模索して

いく。そのためには、伝承文化等調査検証に必要な人材の確保と地域の

協力が必要である。伝承文化の把握・整理・継承補助・記録保存を行う

とともに、国県などの関係機関からの支援や連携した取組についても検

討していく。また、津南町の文化に気軽に触れることができるよう、Ｐ

Ｒの方法や取組の充実を図る。  

   （主な取組） 

ア 調査検証に必要な人材及び協力者の確保 

イ 伝承文化リスト及び文化事業に特化した冊子や映像記録の作成 

ウ 県などが主体の伝統文化等認定者制度の利活用 

 

⑶ 文化財の魅力を地域と共有する取組  

縄文文化遺産が多く発見され、信濃川火焔街道連携協議会（※２）と

ともに日本遺産（※３）の特色を生かし、「ここでしか味わえない・ここ

にしかない縄文文化」をテーマの基本とし、「なじょもん」などの環境を

充実させ自然素材を活用した質の高い体験活動を行い、町民が魅力を感

じ、また、観光客から津南町を訪問先として選択してもらえるような事

業の展開を目指す。歴史民俗資料館、地域の建造物やエリアを活用した

生活体験などが行えるよう検討する。   

民俗資料の収蔵展示については、津南町埋蔵文化財センターが完成後、

検討し、文化財の記録や防災対応、観光活用も含めた保存と活用につい

て計画的に事業を展開する。 

   （主な取組） 

ア 既存施設の特色を生かした魅力的な体験事業の提供 

イ 「なじょもん」の水辺環境及び関連施設の整備検討 

ウ 文化財を収蔵・展示する施設（津南町埋蔵文化財センター）の整備 
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エ 津南町文化財保存活用地域計画の策定 

 

⑷ 情報の集約と発信手段の整備 

津南町の芸術文化などについての認知度・関心度を向上させるため、

情報発信の担い手や手段を模索し、津南町の芸術文化・伝承文化に触れ

ることができる仕組みを作る。これにより、受信者側の意見等を集約し、

文化継承者に返すことで、文化財保護伝承の担い手としての誇りと自信

に結び付け、活動の活性化を図るとともに、新たな文化継承者の発掘と

人材育成につなげる。 

そのための人材配置、他部署との連携や協力体制を構築することによ

り、実際の体験・観覧・文化継承につながる環境を整備していく。 

 （主な取組） 

 ア フリーWi-Fi（※４）設備等の充実 

イ ＳＮＳや YouTube（※５）による情報の集約と効果的な発信 

ウ 本町の芸術文化に興味を持った人と継承者とをつなぐ仕組みの構築 

 

３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  
現 在 値  

（ R 元 年 度 末 ）  

目 標 値  

（ R７ 年 ）  

「な じ ょ も ん 」 の 年 間 来 館 者 数 の 増 加  17,802 名  20,000 名  

「 な じ ょ も ん 」の 魅 力 的 な 体 験 実 習 メ ニ

ュ ー の 創 出 （ メ ニ ュ ー 数 ）  

127 種 類  

うち 縄文体験 64 種類 

うち その他体験 63 種類 

137 種 類  

  

４ 関連する個別計画 

津南町公共施設等総合管理計画 

津南町公共施設個別施設計画 

 

 ５ 用語説明 

※１ 津南町埋蔵文化財センター 

考古資料収蔵展示施設（平成 30 年から令和６年までの継続予算で、旧

中津小学校をベースに改築し、考古資料及び考古関連図書、古文書、絵

画収蔵予定。令和７年開館予定。） 
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※２ 信濃川火焔街道連携協議会 

    信濃川で繋がる火焔型土器が出土する文化財を地域のシンボルとして、

これらの保護活動と観光振興推進を目的に新潟市、三条市、長岡市、魚

沼市、十日町市、津南町の５市 1 町で構成する連携協議会。協議会は、

「縄文体験学習会」や「カムバックサーモン事業」、シンポジウム、縄

文巡りツアーなどを開催している。 

 

 ※３ 日本遺産 

    文化庁が認定する地域の文化財をストーリーとして観光振興と連携し

ていくプログラム。全国で 100 か所余りが認定されている。津南町は、

信濃川火焔街道連携協議会に所属し、５市 1 町で「なんだ、コレは！」 

信濃川流域の火焔型土器と雪国の文化」と題して、60 か所の構成文化財

が信濃川流域の雪国文化と火焔型土器に代表される縄文文化として日本

遺産に認定されている。 

  

  

※４ フリーWi-Fi 

 公共の場所において、誰でも利用できるように無料で提供・解放され

ている無線 LAN サービス、又は無線 LAN アクセスポイントのこと。 

 

※５ YouTube 

   GoogleLLC が提供する世界最大級の動画配信サービス。You は「あな 

た」、Tube は「ブラウン管（テレビ）」という意味 
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第５節 郷土学習支援と苗場山麓ジオパーク保全            

 
 １ 現状と課題 

⑴ 苗場山麓ジオパークの浸透 

苗場山麓ジオパーク（※１）は、平成 26 年に津南町と長野県栄村の範

囲が日本ジオパークに認定された。津南町と栄村では、苗場山麓ジオパ

ーク振興協議会を設立し普及・啓発活動を推進している。これまで、ジ

オ関連商品の開発、広報、ジオガイド育成や活動、さらに看板設置、パ

ンフレット作成、ホームページ開設、ジオ学習（※２）、ユニバーサルデ

ザインに基づいた整備事業等、関連情報を町内外に発信しＰＲを図って

きた。しかし、認定から約６年が経過した今でも、町内外の認知度や理

解度は高くなく意義の共有が課題である。 

   

⑵ 地域の自然と資源を活用した町の活性化 

地域資源の探訪会や、それら調査研究に関する助成、さらには外部か

らの調査受け入れなど、地域資源に関する情報収集や資料の蓄積を図っ

てきた。今後も、苗場山麓や津南町全体の地域資源を活用した取組を推

進し、地域の活性化と発展のため観光や産業部局と連携を図っていくこ

とが必要である。 

そして、来町者や様々な人たちの多様なニーズに対応できるよう情報

の集約や効果的な活用方法の検討が必要である。 

  

⑶ 地域の自然と資源の継続した保護活動 

令和２年度に「苗場山麓ジオパーク 自然資源・文化資源保護憲章」 

   が制定された。数年前から町内の学校においてジオ学習が展開されてお

り、地域の自然や資源の大切さが子どもたちには浸透しつつある。今後

は、更なる地域住民への情報発信と継続した保護・活用事業の展開が課

題である。 

また、自然と共生し自然環境を保っていくためには、自然と歴史文化

を保全しつつ苗場山麓ジオパークの基本方針の策定や関連事業の更なる

充実が求められる。 

 

 ２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴ 苗場山麓ジオパークの興味と関心を高める仕組みづくり 

地域住民が地域の魅力を感じ、一人ひとりが自ら情報伝達者となって

くれるような展開を目指し、既存の学習会や現地ツアーなどの取組の工

夫を検討する。 

    また、保育園、学校、ＮＰＯ法人などの行事にジオツアーを提案し、

幅広い世代がジオパークに触れ親しむ機会を創出する。 

    苗場山麓のジオ（土地や地質、大地）・エコ（環境にやさしい）・カル
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チャー（文化、教養）を栄村と連携しながら総括的に関心を高めること

で、ジオガイドのように地域を継承する人材を育成する。 

   （主な取組） 

   ア 地域住民を対象に認知度向上のための学習会等の実施 

   イ 興味や関心をもってもらうための情報発信と取組ＰＲの工夫 

   ウ ジオガイド数の増加と活躍できる仕組みづくり 

 

⑵ 観光、経済、教育等多分野における地域資源の活用 

観光や産業部局、商店街や宿泊施設等と連携し、地域資源を保全活用

したうえで地域の魅力を集め発信できる体制の構築を目指す。 

また、来町者などの様々なニーズへ柔軟に対応できるよう、既存施設

の効果的な利用と、整備中である津南町埋蔵文化財センターを今後活用

する。 

   （主な取組）  
   ア ジオパーク拠点関連施設（津南町埋蔵文化財センター他）の整備 

   イ ジオ関連商品の開発促進などへの協力 

   ウ ジオツアーの創出及び参加者ニーズの把握と反映 

エ 観光や産業部局による地域資源の観光活用促進 

 

⑶ 保護活動の持続的な仕組みづくり 

苗場山麓ジオパーク振興協議会とともに、協議会が実施している学術

奨励事業の成果や取り組みを入れ込みながらエリア内の調査及び環境保

全方法を検討し、教育活動による子どもたちの環境保全意識の向上を目

指す。そして、継続した郷土学習によって郷土愛を育む気運を醸成して

いく。 

また、観光や産業部局等と連携を取りながら国内外の観光客の受け入

れ態勢を強化するため、ビューポイントの整備、案内看板の設置や更新

など、誰にでも分かりやすい案内ができる環境整備に努める。さらには、

商店街や宿泊施設等とも連携し、町を挙げて地域資源の保全と経済の活

性化の両立を目指す。 

   （主な取組）  
   ア ジオパークエリア内の環境調査及び保全方法の検討 

   イ 苗場山麓ジオパーク振興協議会による環境保全・学習活動の強化 

   ウ 綿密な連携による環境保全・学習活動と観光・経済活性化の両立  
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３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  現 在 値  目 標 値 （ R７ 年 ）  

解 説 看 板 の 設 置  ２ ５ か 所  ３ ５ か 所  

親 子 ジ オ ツ ア ー の 実 施  —  年 ３ 回  

自 然 環 境 調 査  １ か 所  ３ か 所  

 
４ 関連する個別計画など  
「苗場山麓ジオパーク アクションプラン」 

「苗場山麓ジオパーク 自然資源・文化資源保護憲章」 

 

 ５ 用語説明 

 ※１ ジオパーク 

ジオパークとは、ユネスコの正式プログラムである。内容は、ジオ、

エコ、カルチャーの保全、教育、持続可能な活動を行うことである。 

日本においては、ユネスコが認定した世界グローバルジオパークと日

本ジオパーク委員会が認定した日本ジオパークがある。 

苗場山麓ジオパークは、平成 26 年度に日本ジオパークに認定された。 

４年に１度に再審査があり、継続的な活動が求められる。それが認めら

れない場合は、認定取り消しとなる。平成 30 年度に再審査を受けて、再

認定された。次回、再審査は令和４年度であり、再認定の際に出された

課題の解決を提示する必要がある。 

本活動は、津南町の自然、歴史文化を保存、把握することであり、こ

れらを今後まちづくりに生かしていくデータベースとなりうる。 

 

※２ ジオ学習 

郷土を知り、郷土に誇りを持ち、郷土愛を醸成するために郷土学習が

小中学校にて展開されている。ジオパークをテーマにすることで、地域

のジオ、エコ、カルチャーのすべてが網羅され、ＳＤＧｓとも関連する。 

さらに、ガイド養成講座、ガイド研修は、生涯学習として位置づける

ことができる。近年のジオ学習の展開により幅広い世代にその内容が伝

わりつつあり、継続的な活動が必要である。 
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第３章 安全安心で快適に暮らせるまち  

第１節 道路・河川                         

 
 １ 現状と課題 

⑴ 道路網の整備  
道路は生活基盤の生命線であり、特に豪雪の山間地である本町にとっ

ては、主要施設へのスムーズなアクセスは最重要課題として位置づけら

れるものである。 

本町においては、大動脈である国道 117 号は灰雨スノーシェードが狭

隘であり、長年車両のすれ違いに苦慮していることから改良の早期完了

が望まれている。また、国道 405 号秋山郷方面においてはその急峻な地

形から改良が遅れ、雪崩・落石等安全対策が求められている。 

町道については未整備区間の早期完了と、誰でも安心して通行できる

道路環境の整備が求められている。 

また近年においては土砂災害等が多発しており、災害対応も重要とな

っている。 

 

⑵ 河川の整備 

本町を流れる信濃川水系の河川は豊富な水と大きな落差により、農業

用水・生活用水・発電用水等幅広く利用され、多くの利益を享受してい

る。  

その反面、一級河川信濃川においては堤防の越水による家屋浸水や道

路の冠水、田畑への土砂流入など洪水被害が度々発生しており、最近で

は令和元年東日本台風により甚大な被害を受けた。また、近年各地で多

発している土砂災害防止のため中津川、石黒川、釜川においては、砂防

工事が継続されている。 

災害から人命・財産を守るため、危険個所の整備が急務となっている。 

 

⑶ 冬期通行の確保 

冬期間は除雪機械、消雪パイプ及び流水道路により、道路の雪対策を

行っている。 

除雪機械については国の交付金を活用しながら計画的な更新を行って

いる。また、消雪パイプについては布設延長が長く、井戸も複数あるこ

とから老朽化した配管や揚水ポンプ等設備の更新を順次行う必要がある。 
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 ２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴   道路の整備促進  
最も通行量が多く、重要な路線である国道・県道については新潟県が

主体となり整備を実施しているため、近隣市町村と連携し冬期間及び災

害発生時においても主要施設への通行が滞ることがないよう、積極的に

要望活動を行うとともに、県と地元をつなぐ調整役となり事業実施の円

滑化を図る。 

町道については未整備区間の改良実施と運転支援システムに対応した

環境整備を進めるとともに、施設の長寿命化を図る。 

   （主な取組）  
ア 国道 117 号灰雨トンネルの早期完了を要望  

   イ 国道 405 号清水川原～大赤沢間の継続改良を要望 

   ウ 上越魚沼地域振興快速道路の早期着手を要望 

   エ 通学路の歩道拡幅を要望 

   オ 町道中深見堂平線の改良実施 

   カ 車道外側線、車道中央線等区画線の設置 

    

⑵   河川の整備促進  
災害防止関連事業を進めるため、国及び新潟県が行う砂防事業、信濃

川上流圏域河川整備事業の地元調整役となり、事業実施の円滑化に努め

る。また、一級河川においては、未整備区域の整備促進を図る。 

   （主な取組）  
   ア 国・県と整備該当地区との連携調整 

   イ 信濃川の県管理区間の国直轄編入を要望 

 
⑶ 冬期でも安心して通行できる道路施設整備 

消雪パイプ及び除雪路線の現状を調査し、更新計画を作成する。 

   （主な取組）  
   ア 散水状況調査の実施 

イ 消雪パイプ更新計画の作成 

ウ 県との連携調整 

 
３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  現 在 値  目 標 値 （ R７ 年 ）  

車 道 幅 が 5.5ｍ 以 上 の 町 道 に お

け る 区 画 線 の 設 置 率  
50％  80％  

信 濃 川 上 流 圏 域 河 川 整 備 計 画 の

進 捗 率  
—  100％  

町 道 の 改 良 率  80％  82％  
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第２節 上下水道                          

 
 １ 現状と課題 

⑴   上水道の管理、運営 

  本町の町営水道はすべて湧水及び井戸を水源としており、全体的に水

質は安定して良好である。簡易水道施設が 33 施設あり、多くは昭和 30

年代～40 年代前半に集落により整備された施設である。他事業との同時

施工により管の更新と管網の整備を進めており、特に下水道区域におい

ては主要な管路は更新している。配水池や水源取水機械整備など基幹施

設の老朽化が進んでおり、これら水道施設の維持及び更新が課題となる。 

 人口減少に伴い適正かつ合理的な施設管理による財政運営が必要である。 

 

⑵   下水道の管理、運営 

本町の下水道事業は、平成 17 年度に農業集落排水事業が完了し、平

成 22 年度に特定環境保全公共下水道事業が完了した。それ以外の区域

では浄化槽設置整備事業を実施している。処理施設は特定環境保全公共

下水道事業の浄化センター１施設及び農業集落排水事業の処理施設７

施設の計８施設ある。古い施設は整備から 24 年が経過しており、維持

及び更新が課題となる。人口減少に伴い適正かつ合理的な施設管理によ

る財政運営が必要である。 

 

２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴ 安全な水の安定供給 

津南町水道事業経営戦略を基に施設整備優先度及び施設経過年数を 

踏まえ、施設の維持管理や更新、改良に努める。 

   （主な取組）  
   ア 適正な維持管理による施設の延命化 

   イ 他事業との同時施工による老朽施設の更新、改良の推進 

   ウ  遠方監視設備の整備推進  
 

⑵ 河川や水路の水質と生活環境の保全 

美しい水環境を維持するため全町水洗化を目標とし、計画的な施設の

整備や適正な維持管理に努める。 

   （主な取組）  
   ア 下水道ストックマネジメント計画を基にした適正な整備推進 

   イ 機械設備等の更新事業の実施 

   ウ 合併処理浄化槽設置整備事業の継続 

  

 

 



- 81 - 

３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  現 在 値  目 標 値 （ R７ 年 ）  

有 収 率 (上 水 道 )（ ※ 1） 78％  81％  

水 洗 化 率 (下 水 道 ) 82％  85％  

 
４ 関連する個別計画など  
津南町水道事業経営戦略 

下水道ストックマネジメント計画 

 
５ 用語説明  
※１ 有収率 

配水流量のうち、料金収入のあった水量の比率。漏水や水道事故によ

る管洗浄などが多くなると、有収率は下がる。 
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第３節 環境衛生                          

 
 １ 現状と課題 

⑴ 一般廃棄物（ごみ）の増加 

津南町のごみ処理量は、人口減少と比例せず、大幅な減少には至って

いない。また、ごみ処理施設の老朽化に伴うコストの増加が考えられ、

現在の料金体系のままでは運営が困難になると予想される。 

また、河川、道路、林野等へのポイ捨てや不法投棄が増加しており、

防止のため啓発、監視及び対策を行っているが、改善に至っていない状

況である。 

 

⑵ 環境の保全 

「典型７公害」と呼ばれている水質汚濁、大気汚染、悪臭、騒音、振

動、土壌汚染、地盤沈下の７つのうち、津南町では特に水質汚濁、大気

汚染、悪臭についての苦情が発生している。 

主に、灯油タンクからの小分け時にその場から離れることや取扱いミ

スによる油流出事故が、例年、冬期間に多く発生し、河川に流入するこ

とで汚染範囲が拡大するケースや、ごみ、草木や落ち葉の野焼きによる

大気汚染、悪臭の苦情が寄せられている。 

 

⑶ 愛玩動物の飼い方モラルの低下 

  犬の放し飼いや脱走、野良猫の増加や多頭飼育といった通報、相談が

寄せられている。犬は市町村へ登録する必要があることから、登録情報

により町が対応できることもあるが、猫は登録制度がなく、飼い猫か野

良猫か判断が難しいため、直接手が出せない状況である。 

 

⑷ 災害廃棄物への対応の未整備 

  近年、全国的にも自然災害は激甚化しているが、災害廃棄物の対応に

ついて十分な計画と準備が整っていない。 

 

 ２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴ ごみの削減及び不法投棄防止 

ごみ処理に係る費用の縮減のためにも、３Ｒ（※１）の意識を持って、

ごみの分別細分化を町民へ求め、ごみの削減へつなげていく。  

また、過去の通報から、不法投棄されやすい場所の傾向を洗い出すこ

とで、場所を絞って啓発や対策を実施する。町民全員参加の活動を通し

て、意識付けやきれいなまちづくりへつなげる。  

   （主な取組）  
   ア ３Ｒの推進 

   イ ごみ減量化事業の推進 
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   ウ 家庭ごみ処理の有料化 

エ 不法投棄箇所の把握及び防止看板等の設置 

   オ クリーン行動の実施 

 

⑵ 油流出事故の防止及び野焼きに関する注意喚起 

油流出事故発生時、下流域への拡大防止の観点から初期対応を中心に

対応しているが、未然防止のため、取扱いについての注意喚起や発生時

の通報の徹底、周知を図る。 

また、春先の草刈りや秋の稲刈りなど時期を中心に、野焼きに対して

注意喚起をし、正しい知識の啓発に努める。 

   （主な取組）  
   ア 油の取扱いについての啓発活動 

   イ 野焼きに関する注意喚起 

 

⑶ 愛玩動物の正しい飼養や知識の周知 

他の町民の迷惑にならないような愛玩動物の飼養に努めるように、正

しい飼養方法や知識の周知をすることで、飼い方マナーの向上等につな

げる。 

また、猫の多頭飼育の崩壊を未然に防ぐため、福祉部門やボランティ

ア団体と連携を図る。 

   （主な取組）  
   ア 飼い方マナー等の周知徹底 

   イ 猫の過剰な多頭飼育への注意喚起 

 
⑷ 災害発生時のごみの対応 

大規模な災害により発生した災害廃棄物の処理ついては、迅速な対応

が求められることから、必要事項を検討し、事前の準備を進める。 

   （主な取組）  
   ア 仮置場候補地の選定 

   イ 栄村及び津南地域衛生施設組合との協議、連携 

 

３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  現 在 値  目 標 値 （ R７ 年 ）  

ご み 排 出 量  3,747ｔ  3,500ｔ  

 
４ 関連する個別計画など  
一般廃棄物処理基本計画 
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５ 用語説明  
※１ ３Ｒ 

廃棄物の「発生抑制（リデュース：Reduce）」、「再使用（リユース：Reuse）」、

「再生利用（リサイクル：Recycle）」 
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第４節 住宅環境の整備                       

 
 １ 現状と課題 

⑴  公営住宅の運営 

本町の公営住宅は、町営住宅（美雪町町営住宅・大船町営住宅）、子育

て支援住宅、定住促進公共住宅（リバーフロント中津）及び特定公共賃

貸住宅（正面住宅団地）を有しており、建築後 25 年以上経過している住

宅がある。 

近年では地震や水害等で被災された方の、公営住宅への一時入居の必

要性が高くなっている。 

 

⑵ 住宅の新築・改修の状況 

本町の世帯数は減少傾向であるが、高床式や自然落雪の住宅、融雪式

の住宅の新築、改築が多く、また克雪住宅や高齢世帯向けのバリアフリ

ー化により経済的負担が大きくなっている。 

 

⑶ 空き家の状況 

人口減少等により、年々空き家が増加している中、空き家バンク事業、

空き家改修事業補助金等により空き家対策を行っているが、老朽化が進

む危険な空き家も発生している。 

 

 ２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴ 公営住宅の適切な維持管理 

既存の公営住宅について長寿命化計画を更新して計画的な維持管理、

修繕に努める。 

また、様々な事情による住宅困窮者に対して、柔軟に対応する。 

   （主な取組） 

   ア 長寿命化計画の見直し 

   イ 適切な維持管理・修繕 

 

⑵ 住宅改修への支援 

雪国という居住条件を踏まえ、より安全性と居住性を考慮した住宅の

建築を促進し、自然環境と調和した住宅環境づくりを促進する。 

   （主な取組）  

   ア 克雪住宅支援事業の継続 

   イ 要介護世帯・障害者世帯等へのバリアフリー化支援事業の継続 

   ウ 災害等に強い家づくりの啓発活動 
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⑶ 空き家（土地）の活用の推進、危険空き家の防止 

    移住者を増やすためにも、空き家バンク事業等による空き家及び土地

の利活用を進めるほか、所有者が津南町外に居住しているなどの事由に

より適正な管理がなされず倒壊のおそれがある危険空き家の発生を防止

する。 

   （主な取組）  

   ア 空き家バンク事業の積極的な啓発活動 

   イ 空き家改修補助による利活用の促進 

   ウ 危険空き家の除却事業の継続 

 

３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  現 在 値 （ R１ 年 ）  目 標 値 （ R７ 年 ）  

公 営 住 宅 の 入 居 率  97％  98％ 以 上  

子 育 て 支 援 住 宅 の 入 居 率  80％  90％ 以 上  

住 宅 の 克 雪 化 率  47.5% 50% 

空 き 家 利 活 用 の 実 施 の 累 計 件 数  14 件  20 件  

 
４ 関連する個別計画など  
津南町公営住宅等長寿命化計画 
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第５節 防災力の強化                        

 
 １ 現状と課題 

⑴   自助・共助による災害対応  
自然災害や原子力災害、感染症など災害の大規模化、多様化に対し、

「公助」と呼ばれる行政の防災業務は拡大傾向にあるが限界もあり、集

落や自主防災組織などが行政と役割を分担し、補完し合う体制が必要で

ある。 

    しかし、近年の町自主防災組織支援事業補助金の活用は少数であるな

ど、住民に最も近く、避難時のサポートや避難所運営などを支え合う地

域の取組が弱いほか、令和元年東日本台風では、避難所への避難がほと

んどみられないなど、町民の「自らの命は自らが守る」意識が十分であ

るとは言えない。このような状況を踏まえ、地域と町民一人ひとりの防

災意識醸成と平時からの十分な備えをする必要がある。 

 

⑵   防災情報伝達手段の確保 

    本町では平成 20 年度に同報系防災行政無線いわゆる「広報無線」と戸

別受信機の整備を更新し、行政の情報伝達、町民の情報収集手段の主た

る手段として活用してきた。また、これに加え防災情報の伝達手段とし

て、平成 23 年度から登録制の津南町防災メールも運用を開始したが、登

録率は約 28％に留まっている。 

    気象状況の悪化、停電等を考慮した情報伝達手段の確保と通勤者や観

光客等情報弱者に向けた、技術革新による新たな情報伝達手段を確保し、

防災情報伝達手段の多重化・多様化に取り組む必要がある。 

 

⑶ 激甚化する災害への備え 

    近年は全国的にも自然災害が頻発、激甚化している中、本町でも、平

成 18 年豪雪や平成 23 年の長野県北部地震、令和元年東日本台風等によ

る被害が発生するなど、様々な災害を経験している。また、感染症の蔓

延も潜在する中で、町民の生命、身体、財産を守ることが求められる。 

災害に強く、しなやかに、致命的な最悪の事態を回避できるよう、官

民それぞれで最悪のリスクを想定した減災対策に取り組んでいく必要が

ある。 

 
 ２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴   災害リスクととるべき行動等の周知徹底  
災害対策基本法にあるように、防災の基本は「自助」であることから、

ハザードマップ（※１）やマイ・タイムライン（※２）の活用普及、体験

型教育の場である苗場山麓ジオパークを通じた自然のメカニズムを理解

した防災学習など、多様な防災学習を展開し、居住地域の災害リスクや
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とるべき避難行動を住民が理解するよう意識付けを施す。 

また自主防災組織や集落、消防団を中核とした地域防災力を維持し、

充実強化するため、合同で防災訓練を実施するなど、「共助」の取組を支

援し、地域の防災意識の高揚と防災力の向上を図る。 

   （主な取組）  
   ア 各ハザードマップや防災情報を集約した「総合防災マップ」の作成 

   イ 自主防災組織の立ち上げと訓練実施への支援 

   ウ 災害時要援護者名簿の地域での有効活用 

   エ 町防災訓練の充実と住民参加の促進 

 
⑵   防災情報伝達手段の多重化・多様化  

防災に関する情報を迅速かつ的確に町民に伝達し、災害の未然防止、

避難行動促進につなげるほか、一時滞在者（通勤者・観光客）への情報

伝達も可能にするため、情報伝達手段の緊急時の情報伝達体制を多重

化・多様化し強化充実を図る。 

   （主な取組）  
   ア 防災アプリやＳＮＳ等の新たな情報伝達手段の確保 

   イ 同報系防災行政無線の強化  

 
⑶   災害に強くしなやかなまちづくり  

    本町が過去に経験した自然災害から得られた教訓を踏まえ、今後いか

なる大規模災害や感染症などとの複合災害が発生した際も、行政機能や

経済活動が致命的な機能不全とならないよう、平時から減災対策を進め、

物流や医療に係る民間事業者などと連携協力し、災害に強く、しなやか

なまちづくりを図る。 

   （主な取組）  
   ア 津南町業務継続計画（ＢＣＰ）（※３）の策定 

   イ 企業の業務継続計画（ＢＣＰ）の策定の普及啓発 

   ウ 県外市町村や民間企業との相互応援協定の締結 

 
３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  現 在 値  目 標 値 （ R７ 年 ）  

自 主 防 災 組 織 の 組 織 率  77.73% 90％  

防 災 訓 練 実 施 組 織 数  11 30 

津 南 町 防 災 メ ー ル 登 録 率  27.43% 50％  

 

４ 関連する個別計画など  
津南町地域防災計画 

津南町国土強靭化地域計画（令和２年度策定予定） 
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５ 用語説明  
※１ ハザードマップ 

    自然災害による被害の軽減や防災対策のため、被害の想定範囲や避難

場所、防災関係施設などを示した地図 

 

※２ マイ・タイムライン 

    台風の接近によって、河川の水位が上昇するときに、自分自身がとる

標準的な防災行動を時系列的に整理し、とりまとめたもの。 

 

※３ 業務継続計画（ＢＣＰ） 

    大規模災害の発生によって、施設や人員、ライフライン等に制約が生

じた状況下で、優先的に実施すべき業務を特定するとともに、適切な業

務執行を行うことを目的とした計画  
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第６節 生活交通                          

 
 １ 現状と課題 

⑴ 地域公共交通網の現状と利用・運営状況 

津南町では、ＪＲ飯山線や路線バスのほか、公共交通空白地域の解消、

高齢者や通学等の移動手段の確保のため、予約型乗合タクシーや住民混

乗型スクールバスを運行している。現行の地域公共交通網は、居住地域

に対して概ねカバーできているが、市街地や郊外部では、路線バス、ス

クールバス、乗合タクシーの重複している区間がみられる。 

  津南駅における鉄道の１日当たりの利用者は、直近 10 年間において

およそ 46％の大幅減となっており、路線バス、スクールバス、乗合タク

シーもまた全体的に微減傾向となっている。路線バスの時間帯別の利用

状況は、朝夕は一定の利用がみられるものの、日中は多くの路線で利用

が少なくなっている。将来的な人口減少に伴い、今後も公共交通利用者

の更なる減少が予想される。 

路線バスの運営状況について、近年路線毎の収支率は改善傾向にある

が、依然として「十日町～津南線」以外は低い収支率となっている。ス

クールバス、乗合タクシーも同様に低水準で推移しており、財政措置を

講じて赤字補填の一部対応としている。利用者数の減少が見込まれる中、

現状の地域公共交通網を維持する場合、運行経費は更に増加することが

見込まれ、地域公共交通網を維持できなくなる可能性がある。運行経費

を圧縮するための効率化を検討し、利用者数を維持・向上していくため

の見直しが急務である。 

 

⑵ 利用者のニーズ 

令和元年度に津南町が実施した「公共交通に関するアンケート調査」

では、交通弱者に対する支援制度の充実化を求めるニーズが多い一方で、

運賃を上げても利便性の向上を求めるものもあった。 

路線バス、乗合タクシーともに運行時間が目的と合わない、運行本数

が少ないといった回答も多く、また、乗合タクシーの事前予約の手間を

不便な点とする回答もある。これらは、郊外部の公共交通が不便な地区

ほど当該ニーズが高くなっている。 
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２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴   地域型の地域公共交通網の構築 

現行の地域公共交通網で居住地域や主要施設を概ねカバーできてお 

り、今後も継続して公共交通でカバーをすることが必要である。また、

町外移動に対応できるよう鉄道や路線バスとその他公共交通の連携強化、

広域化が望まれる。 

重複区間の効率化及び利便性の向上を視野に津南町の地域特性に応じ

た運行サービスや運行形態を導入し、持続可能な地域公共交通網の構築

を図る。 

観光等のまちづくり施策との連携により駅からの二次交通の充実を図

り、活力と賑わいの創出につながる多角的な運営を検討する。 

 地域全体で公共交通を支えるための取組を検討し、地域等と協働によ

る積極的な利用促進を図る。 

    行政や交通事業者、関係団体等がそれぞれの役割を認識した上で密な

連携や協働の多様な取組を展開し、公共交通の適正かつ効果的・効率的

なマネジメントを実施する。 

   （主な取組）  
   ア サービス水準と運行費用の管理 

   イ 広域移動に対応する公共交通の維持 

   ウ 観光施策と連携した公共交通の検討 

エ 津南町地域公共交通協議会での積極的な協議 

   オ 地域体制を先導する人材の発掘・育成  
 

⑵ 環境整備による利用促進 

誰もがわかりやすく利用しやすい公共交通の構築を図るため、利用環

境づくりや情報発信を行う。 

    利用者のニーズを踏まえ、運賃や運行形態など、利便性を考慮した運

行サービスを検討する。 

    高齢化の現状を踏まえ、高齢者が公共交通を利用しやすい環境を整備

する。 

   （主な取組）  
   ア バス停の待合環境の改善と協力体制の構築 

   イ 利用しやすい時刻表の配布 

   ウ ＩＣＴを活用した情報提供の充実 

   エ 利用者に対するサービスの充実 

オ 公共交通の利用促進を促す啓発活動  
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３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  現 在 値  目 標 値 （ R７ 年 ）  

収 支 率 の 維

持 ・ 向 上  

路 線 バ ス （ 十 日 町 ～ 津 南 線 ） 

85.7％  

 

路 線 バ ス （ 上 記 以 外 の 路 線 ） 

28.5％  

 

ス ク ー ル バ ス・乗 合 タ ク シ ー  

16.3％  

 

路 線 バ ス （ 十 日 町 ～ 津 南 線 ）  

85.7％ 以 上  

 

路 線 バ ス （ 上 記 以 外 の 路 線 ）  

28.5％ 以 上  

 

ス ク ー ル バ ス ・ 乗 合 タ ク シ ー  

16.3％ 以 上  

利 用 者 の 維

持 ・ 向 上  

路 線 バ ス （ 十 日 町 ～ 津 南 線 ） 

142,766 人  

 

路 線 バ ス （ 上 記 以 外 の 路 線 ） 

67,317 人  

 

ス ク ー ル バ ス・乗 合 タ ク シ ー  

5,031 人  

 

路 線 バ ス （ 十 日 町 ～ 津 南 線 ）  

142 千 人 以 上  

 

路 線 バ ス （ 上 記 以 外 の 路 線 ）  

67 千 人 以 上  

 

ス ク ー ル バ ス ・ 乗 合 タ ク シ ー  

5 千 人 以 上  

 

利 用 促 進 事 業

の 実 施  
—  

利 用 促 進 に 向 け た 取 組 の 実 施

回 数  

2 回 以 上 ／ 年  

 

 

４ 関連する個別計画など  
津南町地域公共交通網形成計画 
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第７節 生活安全                          
 

１ 現状と課題 

⑴ 消費生活におけるトラブル 

    津南町の消費生活に関する相談件数は近年増加しており、高齢者の占

める割合も増加している。予防のために啓発活動を行っているが、架空

請求詐欺や訪問販売等の被害による相談件数が増加している。また、契

約後の相談や高齢者、意思決定能力の乏しい方が契約当事者となってい

る相談が増加傾向にある。 

 

 

 

 

⑵ 津南町における防犯 

    近年全国的に、架空請求等の特殊詐欺やサイバー犯罪、危険ドラッグ

に係る犯罪の発生があり、県内においても凶悪な殺傷事件が発生してい

る。津南町においては、高齢者からの特殊詐欺に係る相談件数が増加し

ているほか、児童への声掛け事案も発生している。 

 

⑶ 津南町における交通事故の特徴 

    津南町の交通事故件数は平成 26 年の 27 件から減少傾向にあり、令和

元年は８件であった。しかし、交通の量の増大や、高齢化に伴い、予期

せぬ事故の可能性がある。令和元年中の事故では、高齢者関与の割合が

高いほか、飲酒運転の検挙数も一定数ある。関係機関及び各組織、町民

が一体となって、交通安全対策を推進する必要がある。 

 

２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴ 消費生活トラブル防止に向けた啓発活動 

高齢者を中心に現在発生している消費生活トラブルの情報を提供して

注意喚起するとともに対処方法なども周知し、消費者被害の防止及び消

費者教育の推進を図る。 

 

年度 H29 H30 R１ 

津南町

全体 
21 件 30 件 33 件 

うち 

高齢者 

3 件 

14.2% 

7 件 

23.3% 

11 件 

33.3% 

21

30
33

3

7

11

0

10

20

30

40

H29 H30 R1件 年度

町全体 うち高齢者(65歳以上)●消費生活相談件数  

出 典 ： 津 南 町 税 務 町 ⺠ 課  
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   （主な取組） 

  ア 広報無線や広報紙、ホームページを使った広報 

   イ 支援的立場の方々との連携及び情報提供 

   ウ クーリングオフ制度の周知 

 

⑵ 犯罪のない安全な地域づくり 

地域のコミュニティを強化し、地域防犯力の向上に努めるとともに、

子どもから高齢者まで、犯罪に巻き込まれることのない安全で明るく住

みよい地域を構築する。 

  （主な取組） 

   ア 子ども 110 番の家の連携強化、拡充 

   イ 防犯広報、防犯パトロールの実施 

   ウ 子どもへの防犯教育の実施 

   エ 関係機関、各団体の組織強化と連携強化 

 

⑶ 交通事故のない安全な地域づくり 

    町、交通指導員、警察、交通安全協会及び安全運転管理者等、関係機

関の連携を強化し、全町民への交通安全教育の指導体制の充実を図り、

推進する。また、交通安全設備の整備を促進し、交通事故の軽減を図

る。 

   （主な取組） 

   ア 正しい交通安全ルールとマナーの教育強化 

   イ 各地区のパトロールと、カーブミラーなどの設備整備 

   ウ 関係機関、各団体の組織強化と連携強化 

   エ 免許返納支援制度の検討 

 

３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

項 目  現 在 値  目 標 値 (R7 年 ) 

消 費 生 活 啓 発 講 座 実 施 回 数  11 回  15 回 以 上  

防 犯 パ ト ロ ー ル 実 施 回 数  5 回  10 回 以 上  

高 齢 者 事 故 発 生 率  62.5％  30％ 以 下  

 

４ 関連する個別計画など 

第 10 次津南町交通安全計画 
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第４章 住んでよかったとみんなが言えるまち  

第１節 生涯元気で達者なまち                    

 
 １ 現状と課題 

⑴ 食生活 

平成 28 年度の「健康に関するアンケート」の結果では、20 歳代を中

心に朝食を食べない人が多く、バランスのよい食事を摂る機会が減少し

ている。また高齢者においても、偏りのある食生活による低栄養からフ

レイル（健常から要介護へ移行する中間の段階）につながる心配がある。 

本町では平成 11 年度から毎食の食卓に３皿（主食・主菜・副菜）を揃

える『３皿運動』を開始し、平成 19 年度に立ち上げた「いきいき大好き

津南町推進委員会」では、毎月 19 日を『食育の日』とするとともに、食

育週間として保育園や学校、飲食店や商店等でのぼり旗を掲げる地域ぐ

るみの取組を行っている。 

今後も、規則正しい生活習慣の要素となる食事の大切さについて、幼

児期から意識付けを行うとともに、健康への関心が薄いとされる青壮年

層へのメタボリックシンドローム予防の健康教育の機会づくり、高齢者

への寝たきりを防ぐための食生活の啓発普及活動が重要である。 

  

⑵ 運動習慣 

平成 28 年度の「健康に関するアンケート」の結果では、青壮年層は運

動の必要性は感じながらも、時間に余裕がない、疲れている等の理由か

ら運動習慣のある人が少なく、運動不足と感じている率が高くなってい

る。40 歳から 74 歳の方を対象とする特定健診の令和元年度の結果では、

国や県と比較し、本町では１回 30 分以上の運動習慣のない人の率が高

い。また、高齢者においては、運動への関心が高く運動に積極的な人が

いる一方で、持病や身体への不安があり、習慣化できない状況もある。

町立保育園では、運動神経の発達を促すリズム体操やウォーキングマッ

プの作成等、幼少期から運動を身近に感じる取組を継続している。町事

業として幼児の体力づくりや高齢者向けの水中運動や健骨体操等、幅広

い年齢を対象に町内ＮＰＯ法人に委託し、各種運動教室を行っている。 

今後は、各年代や身体状況に応じた運動の啓発の継続と、運動を始め

る機会となるようなイベントや事業の実施、仲間づくりや環境整備等を

進めていくことが必要となる。 
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⑶ 喫煙習慣 

平成 28 年度の「健康に関するアンケート」の結果では、40 歳以上と

比較し 40 歳未満の喫煙率が男女ともに高い状況だった。また、令和元年

度の特定健診の結果では、国や県と比較し、本町の喫煙率が高くなって

いる。たばこの煙には発がん性物質や有害物質が多く含まれ、がんや心

疾患、肺疾患等の危険因子となっており、喫煙対策は本町の健康づくり

における重要な課題となっている。町では、各種健診等で禁煙を促すと

ともに、津南病院の禁煙外来の紹介等の情報提供を行っている。また、

予防的な取組として、小学５・６年生を対象とした「未成年者喫煙防止

教育」を行っている。改正健康増進法の施行により、令和２年４月から

公共施設等は敷地内禁煙、その他施設は原則屋内禁煙となった。 

今後は未成年への啓発普及、禁煙への支援を継続するとともに、町内

事業所の禁煙・分煙施設化の推進が必要である。 

  

⑷ 疾病予防 

平成 23 年度から 27 年度の本町の死因別死亡率は、１位が悪性新生物

（がん）で、次いで心疾患、脳血管疾患となっている。特定健診の受診

率は 50%を超えており、県平均より高い状況ではあるが、経年では減少

傾向で、特に男性の 40 歳から 50 歳代の受診率が低い。健診結果からは

HbA1c 値、LDL コレステロール、血圧の有所見者が多く、特定保健指導等

により重症化予防を図っている。また、進行した場合に透析治療が必要

となる腎不全の対策として、腎機能検査で要注意となった対象者を専門

医への相談や医療につなげている。 

本町では早期からの生活習慣病に関する実態把握と普及啓発の機会と

して、平成 18 年度から小・中学生の血中脂質や血糖検査を行っている。

青壮年層に向けては、町内事業所を対象に町保健師や町管理栄養士、十

日町地域振興局健康福祉部の職員等が健康教育を実施しているが、事業

所からの希望が少なく、働き盛りの年代への啓発普及が課題となってい

る。 

平成 24 年度から 28 年度の医療費データからは、医療受診率は県内で

下位レベルの一方で一件当たりの医療費は県平均より高く、診療につな

がった時点で重症化している可能性もあり、早期発見、早期治療がされ

ていない状況と推測される。 

今後は、一人ひとりが自らの生活習慣を見直し、生活習慣病予防に努

めるとともに、医療機関と学校や職域との連携した働きかけが重要にな

る。 
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⑸ こころの健康づくりと自殺予防 

新潟県は自殺率の高い県としてワースト上位を推移しており、十日町

地域はその中でも自殺率が高く、全国と比較し高齢者が多い。本町にお

いても、平成 10 年～28 年の調査では 70 歳以上が半数以上を占めてい

る。平成 28 年度の「健康に関するアンケート」の結果では、35 歳と 40

歳において、約４人に１人の割合で精神的な疲労が「かなりたまってい

る」と回答し、うつ病の症状を「知らない」と回答した割合は 45 歳の

45％が最多となっている。これらの結果からは、自殺との関連の深い「う

つ病」について、青壮年層を含む早い年代からの啓発普及が重要と言え

る。また、近年では、乳幼児への虐待予防として、産後うつの早期介入

に向けた妊娠期からの切れ目のない支援や、不登校やひきこもり状態の

若い世代への対応が求められている。本町では、平成 20 年度に自殺予防

とこころの健康づくりをねらいに「いのちの環代表者会議」を設立し、

「こころの健康づくり検討委員会」において、幅広い分野の関係機関と

連携した各年代の取組を共有している。 

今後はこころの健康づくりに関する啓発普及と合わせて、町民一人ひ

とりが「ゲートキーパー（自殺の危険・サインに気付き、適切な支援を

行える人）」として、見守りや声かけができる地域づくりが必要である。 

 

 ２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴ 食生活 

乳幼児期から適切な食習慣を身に付けられ、高齢期まで一人ひとりが

食事・栄養に関心を持ち続けられるよう、家庭と地域が連携して取り組

む。 

   （主な取組）  
   ア バランスのとれた食事の啓発普及、「津南ヘルスチャレンジカード」

運動の継続 

   イ 職域と連携した生活習慣病予防に関する情報提供や健康教育の推進 

   ウ 関係団体と連携した地域ぐるみでの「食育の日」の取組の継続 

 

⑵ 運動習慣 

年代やライフスタイルに応じた教室や事業を通じて、生涯にわたり運

動が習慣化できるように働きかける。 

   （主な取組）  
   ア 100 日運動の普及、「健康ポイント制度」の導入 

   イ 介護予防水中運動・健骨体操教室の継続 

   ウ 健康増進施設等の活用の推進 

   エ 運動に関する環境整備と教室等を通じた仲間づくりの推進 

   オ 幼少期から運動を身近に感じる事業の継続 
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⑶ 喫煙習慣 

 喫煙が健康に及ぼす影響に関する啓発普及と、各事業所における禁煙・

分煙施設化に向けた支援を行う。 

   （主な取組）  
   ア 喫煙が健康にもたらす影響の啓発普及の強化 

イ 禁煙外来の情報提供等の、禁煙への取組支援の継続 

   ウ 小学校の喫煙防止教育等による、未成年者の喫煙防止対策の推進 

   エ 町内事業所の屋内禁煙・分煙施設化の推進 

 

  ⑷ 疾病予防 

住民一人ひとりが自身の健康に関心を持てるように情報提供を行い、

生活習慣病の予防や重症化を防ぐための行動をとれるように支援する。 

（主な取組） 

ア 未受診者や健診受診率の低い年代への受診勧奨や、精密検査受診率

向上のための啓発の強化 

   イ 生活習慣病の重症化予防として、ハイリスク者への医療機関の受診

勧奨や生活習慣改善に関する支援の強化 

   ウ 慢性腎臓病に関する、主治医や専門医と連携した指導体制づくり 

 

⑸ こころの健康づくり・自殺予防 

    生きづらさを抱える人に対する相談体制を整備し、早期対応を図ると

ともに、「うつ病」に関する啓発を通し、地域の見守りを強化する。 

（主な取組） 

 ア 自殺と関連がある「うつ病」に関する啓発の継続やゲートキーパー

講座の実施 

イ 町のくらしと心に関する各相談会、県相談窓口等の情報提供の継続 

 ウ うつスクリーニング事業による、ハイリスク者への早期介入 

 エ 職域へのメンタルヘルスの啓発の推進 

 オ 「いのちの環代表者会議」による本町の課題に関する施策の検討  
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３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  現 在 値  目 標 値 （ R７ 年 ）  

食 事 を バ ラ ン ス よ く 食 べ

て い る 人 の 割 合  
59.6％ （ H28）  70％  

継 続 的 な 運 動 を し て い る

人 （ 週 1 回 以 上 ）  
34.6％ （ H28）  40％  

喫 煙 者 の 割 合  

40 歳 未 満  

男 性 ： 40.4％  

女 性 ： 12.8％  

40 歳 以 上  

男 性 ： 33.1％  

女 性 ： 9.8％  

（ H28）  

40 歳 未 満  

男 性 ： 35％  

女 性 ： 10％  

40 歳 以 上  

男 性 ： 31％  

女 性 ： 5％  

 

特 定 健 診 受 診 率  58.6％ （ H27）  60% 

う つ 病 の サ イ ン の 症 状 を

「 知 ら な い 」 方 の 割 合  
38.1％ （ H28）  30% 

 

４ 関連する個別計画など  
津南町保健医療福祉計画 

（健康津南 21 計画） 

（津南町地域福祉計画） 

（食育推進計画） 

（自殺対策計画） 

津南町国民健康保険 

第２期データヘルス計画及び第３期特定診査等実施計画 
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第２節 高齢者が地域でいきいきと暮らせるように           

 
 １ 現状と課題 

⑴ 高齢者の自立した日常生活に向けた取組 

本町においては令和２年３月末現在で総人口は 9,349 人となっており、

そのうち高齢者人口は 3,843 人を占め、高齢化率は 41.1％と全国を上回

る数値で推移している。 

また、いわゆる団塊の世代がすべて 75 歳以上となる令和７年には、高

齢化がさらに進行していくことが予測される。こうした中で高齢者が健

康で自立した日常生活を送られるように、介護予防事業を推進・強化し

ていく必要がある。 

 

  ⑵ 住み慣れた地域で安心して生活するための支援 

 単身又は夫婦のみ高齢者世帯が増加しており、これまで以上に生活支

援を必要とする世帯が増えていくことが予想される。既存の配食サービ

ス、緊急通報装置貸与による安否確認、除雪支援等の事業に加えて、様々

なニーズに対応した更なる生活支援サービスの拡充が求められる。 

 

⑶ 認知症になっても安心して暮らせるまちづくり 

  誰もがなりうる認知症は、高齢化の進展に伴いますます増加していく

ことが予想される。認知症の発症を遅らせ、認知症になっても重症化す

るのを予防し、認知症の人やその家族が地域で自分らしく暮らし続けて

いくことができるように、見守りや支え合い等の支援体制づくりが重要

である。 

 

⑷ 保健・医療・介護の連携 

健康な状態からちょっとしたことで要介護になり、重度化してしまう

高齢者も少なくない。保健・医療・介護の各主体によるサービス資源の

共有化を図り、適切なサービスを提供していくための連携体制の構築が

必要である。 

 

２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴ 元気な高齢者の増加と健康寿命の延伸 

    自立した日常生活を維持・継続できるように、要支援や要介護状態に

なることの予防、軽減、悪化防止等に向けた取組を推進し、高齢者の健

康の維持増進と健康寿命の延伸を図る。 

   （主な取組）  
   ア 介護予防の必要性や実施内容に関する普及啓発 

   イ 住民主体の通いの場や健骨体操等、介護予防事業の促進 

   ウ 社会参加の促進と生きがいづくりや活動を維持する場の創出 
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⑵ 住み慣れた地域で安心して生活できる支援体制の構築 

    住み慣れた地域で安心して生活を続けていくことができるよう、必要

となる生活支援サービスを整備していくために、地域住民、民間事業者、

ＮＰＯ等多様な主体による協働体制の構築を図るとともに、支援の担い

手の育成にも取組む。 

   （主な取組）  
   ア 食事、買い物、通院、移動支援等、官民協働によるサービスの創出 

   イ 見守りや安否確認等、地域で支え合いのできる関係づくりの促進 

   ウ 支援の担い手として元気な高齢者の活動推進 

   エ 次の担い手となる世代（40～60 歳代）に向けての意識啓発 

 

⑶ 認知症の人や家族への支援 

    認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう

に、認知症の人とその家族のニーズ把握に努め、認知症施策に反映して

展開していく。 

（主な取組）  
   ア 初期集中支援チーム（※１）の普及啓発と支援体制の強化 

   イ 認知症サポーター（※２）養成推進による支援の環の拡大 

 

⑷ 保健・医療・介護の連携推進・強化 

    保健・医療・介護の連携推進と強化を図り、医療と介護のニーズを併

せ持つ高齢者に対して、それぞれの状況に応じた適切なサービスを円滑

に提供する。また、疾病を抱えても、在宅で安心して生活を送ることが

できるように、在宅医療と在宅介護による切れ目のない支援体制の整備

に努める。 

   （主な取組）  
   ア 地域ケア会議（※３）の推進による情報・課題共有 

   イ 地域の医療・介護サービス資源の普及啓発と相談支援の充実 

   ウ 在宅医療と介護の連携のための実態把握 

  

３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  現 在 値  目 標 値 （ R７ 年 ）  

住 民 主 体 の 通 い の 場 の 数  1 か 所  ２ か 所  

認 知 症 サ ポ ー タ ー 養 成 講 座

参 加 事 業 所 の 数  
９ 事 業 所  １ ４ 事 業 所  

訪 問 型 サ ー ビ ス Ｃ ※ ４ 提 供

事 業 者 数  
—  １ 事 業 所  
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４ 関連する個別計画など  
津南町介護保険事業計画 

津南町保健医療福祉計画 

 
５ 用語説明  

 ※１ 初期集中支援チーム 

複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人

及びその家族を訪問し、アセスメント、家族支援などの初期の支援を包

括的、集中的に行い、自立生活のサポートを行うチームをいう。 

 

※２ 認知症サポーター 

認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家

族に対してできる範囲で手助けする応援者のこと。地域や職域、学校な

どで受講することで誰でもなることができる。 

  

 ※３ 地域ケア会議 

市町村が設置（介護保険法第 115 条の 48）し、市町村又は地域包括支

援センターが運営する「行政職員をはじめ地域の関係者から構成される

会議」。地域包括ケアシステムの実現に向けて、高齢者個人に対する支援

の充実と、それを支える社会基盤の整備を、地域ケア個別会議と地域ケ

ア推進会議等を連動させて進めるための手段 

  

 ※４ 訪問型サービスＣ 

介護保険介護予防・日常生活支援総合事業に位置付けられているサー

ビス。おおむね３か月間、看護職などにより生活機能向上のための指

導・支援等を実施し、生活機能の改善を図る。 
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第３節 障害者が地域でいきいきと暮らせるように           
 
 １ 現状と課題 

⑴ 障害の特性や能力に応じた適正な就労の場の検討 

町内には就労継続支援Ａ型事業所が２か所、就労継続支援Ｂ型事業所

が１か所の合計３か所あり、障害者に応じた就労への支援を行っている。 

令和元年度に実施した津南町障害者福祉に関するアンケート（※１）

では働く場や機会の整備を求めている人が多くいることがわかる。地域

活動支援センターの利用の人もいるが、町内に就労移行支援事業所（※

２）はない。そのため一般就労に向けた訓練を身近で受ける事ができな

い。また、障害のある人が働くことのできる職場が少なく、一般就労に

ついては、官民一体となり地域をあげた取り組みが必要となっている。 

 

⑵ 周囲の理解と社会参加の場の推進 

平成 28 年に地域活動支援センターいこいの家が建設され、日中の居

場所として多くの障害者が利用している。地域社会との交流の機会も設

けているが、まだいこいの家がどのような施設か知らない住民も多い。 

令和元年度のアンケートでは「周囲の理解や思いやり」を求める割合

が最も多い状況であった。 

 障害があるために、自動車やバイクの運転ができない、家族や親せき

に頼めない、公共交通機関を利用したくても停留所まで遠く外出の制限

を余儀なくされている方も少なからずいる。 

また、スポーツや文化的活動は障害者にとって地域社会に参加する大

切な場であるが、町内の公共施設等において段差の問題など環境整備が

整っていないため利用しにくい状況がある。 

 

⑶ サービス体制について 

 平成 30 年度に町が実施したグループホームニーズ調査においては、

町内に必要なグループホーム数は１～２棟との結果が出ており、将来に

わたって津南町で生活し続けたいと希望する人が多くいる。しかし町内

で利用できるサービスは限られており、町外の施設を利用せざるを得な

い現状がある。 

障害がある人が住み慣れた家庭や地域で安心して暮らすためには、幼

少期から高齢者までの全世代において居宅介護などの障害福祉サービス

の確保や多様なニーズに対応する生活支援体制を充実させることが求め

られている。 
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２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴ 就労支援の充実 

働く意欲のある障害者が適性やニーズに応じて能力を十分に発揮で 

きるように、関係各所が連携して支援していくことが必要である。 

様々な就労訓練や生産活動を通じて、就労に必要な知識や能力の向上

のための訓練を受ける「就労移行支援・就労継続支援事業」の利用が進

むように取組の継続が必要である。 

障害者雇用の現状についてハローワーク等と定期的に情報交換を行う

とともに、就労支援事業者と連携して障害者の就労支援を進めていく。 

障害者へ就労のための情報提供を行い、就労への意欲と理解を深めて

もらうことと、企業等雇い主側に対しての障害者雇用について理解促進

と啓発に努める。 

   （主な取組）  
   ア 就労移行支援・就労継続支援事業の継続・強化 

   イ 関係機関及び他市町村との連携と就労支援体制の強化 

   ウ 支援制度の周知や雇用者への理解促進 

 

⑵ 周囲の理解と社会参加の場の推進 

地域活動支援センターにおいて、地域住民との交流を深めるイベント

を増やす等の活動を通して多くの方に障害についての理解と協力をいた

だき、障害者の社会参加を進める。 

障害者が外出したい時や通院などの必要な時に、外出ができるように

移動手段の確保や支援の充実に努める。 

また、障害者が円滑に文化活動やスポーツ等を行う事ができるよう環

境の整備等を推進していく。 

（主な取組）  

ア 各種交流事業の促進と啓発普及  

イ 移動支援体制の整備 

ウ 公共施設の段差の解消などの環境整備 

エ スポーツや文化活動の実施     
  

⑶ サービス体制の整備 

様々な障害を持つ方が住み慣れた地域で安心して暮らせる地域社会の

実現に向け、障害の特性に合ったサービス体制の整備を行う。 

障害者（児）及びその家族に対する支援について、障害特性、発達段

階に応じたニーズについて、関係機関との連携や地域社会への参加等包

括的な支援が提供できるように体制の確保に努める。 

また、医療的ケアが必要な者（児）についても、実情に応じて保健、

医療、福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関の連携体制の構築に努

める。 
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生活の場を確保するための関係機関等と連携し、グループホーム新規

設置に向けた整備を進める。 

専門相談員の人員確保とスキルアップに努め、訪問系サービスの充実

と相談支援体制の強化を図る。 

津南町自立支援協議会において地域のニーズを検討しながら、地域生

活支援拠点（※３）の設置に向けて協議を重ねる。 

   （主な取組）  
   ア 障害者（児）支援のためのサービス提供体制の確保 

イ グループホームの新設など生活の場の確保 

   ウ 障害福祉を支える人材の育成・確保 

   エ 地域生活支援拠点の設置に向けた協議  

 

３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  現 在 値  目 標 値 （ R７ 年 ）  

就 労 移 行 支 援 事 業 所  —  １ 箇 所  

地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー  

1 日 平 均 利 用 者 数  
41 人  4５ 人  

障 害 者 グ ル ー プ ホ ー ム 棟 数  1 棟  ２ 棟  

 

４ 関連する個別計画など  
津南町障害者計画 

津南町障害福祉計画 

津南町障害児福祉計画 

 
５ 用語説明  

 ※１ 令和元年度に実施したアンケート 

津南町障害福祉に関するアンケート調査（回答率 61％） 

 

 ※２ 就労移行支援事業所 

障害者総合支援法を根拠とする障害者への職業訓練制度であり、適性

に合った職場への就労等が見込まれる 65 歳未満の者が対象 

 

 ※３ 地域生活支援拠点 

障害者の重度化、高齢化や「親族なき後」を見据えた居住支援のため

の機能を持つ場所や体制。居住支援のための主な機能は、相談、緊急時

の対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域づくりの５つ

の柱としている。 
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第４節 全ての人が安心して暮らせるように              

 

 １ 現状と課題 

⑴ ボランティア登録者 

 配食サービスやいきいきサロン事業等、高齢化が進むにつれボランテ

ィアサービスの必要性が高まっているが、ボランティアに協力していた

だける人も高齢化してきているなど担い手が不足し、活動の中止や規模

の縮小を余儀なくされている状況である。 

 社会福祉協議会においてボランティア協力への登録者は多数いるが、

全体的には停滞気味である。 

  

⑵ 地域の支え合い 

令和元年度に 65 歳未満で障害者手帳所持者、65 歳以上で障害福祉サ

ービスを利用している方を対象に実施した「津南町障害福祉に関するア

ンケート調査結果」から本町の災害時や緊急時における障害者への対応

について「満足している」と回答した方が 4.4％（164 名中７名）に留ま

っている。  

  災害時の避難方法等が各自治体において確立しておらず、特に高齢者

だけの世帯や障害を持つ一人暮らしの方などの、避難所への誘導や避難

方法に課題がある。 

  また、民生委員等の協力のもと、要援護世帯、高齢者世帯、母子世帯

などの状況把握や声掛け支援をお願いしている。 

  今後、行政の体制整備と各地域において、自主防災組織と要援護世帯

などへの支援体制についての整備が求められる。   

  新型コロナウイルス感染症の拡大で地域コミュニティが低下し、地域

の支え合いの力が衰退していく事が危惧されるとともに、こころに不安

を抱く人が増えてくる可能性がある。 

  また、冬の降雪時は、障害者、高齢者、母子世帯等において孤立しや

すく、うつ傾向になりやすい環境が発生している。 

 

⑶ 生活困窮者への対策 

  生活困窮者への支援として、平成 27 年４月から施行された生活困窮者

自立支援法に基づき、生活保護に至る前の段階の自立支援策として実施

している。年間数件の相談があり、県の委託事業における相談支援員に

よる相談を定期的に実施している。 

 今後、新型コロナウイルス感染症による影響等で失業、減給、就業先な

どの相談者が増加することが予想される。 
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２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴ ボランティア活動の体制強化 

社会福祉協議会と連携し幅広い年齢層のボランティア登録者数を増や

し、活動の活性化を図る。その他災害時においては、町外のボランティ

アの導入・受け入れも検討していく。 

また、ボランティア活動を通じて社会福祉活動への参加を促し、地域

における支え合いの精神を醸成する。 

ボランティアの活動内容について積極的に発信し、特に今後の地域づ

くりの担い手である若い世代に対して活動内容等の周知を図る。  
   （主な取組）  
   ア 若年層へのボランティア活動の啓発普及の強化 

   イ 新規ボランティア育成・活動の推進 

   ウ 有償ボランティアの制度について検討 

 

⑵ 地域の支え合い機能の強化 

町 内 各 地 域 で 災 害 等 緊 急 時 に 地 域 共 助 に よ る 適 切 な 対 応 が と れ る  

体制の確立、支援をする。 

「津南町要援護世帯名簿」の整備を行い、緊急時に活用できるよう、

関係機関等との連携を図る。 

感染症予防に留意しながら地域のサロン活動や地域行事などの活動を

通じ住民同士のつながりを保ち、必要時の協力体制がとれるよう推進す

る。 

   （主な取組）  
   ア 自主防災組織の育成と体制強化 

   イ 要援護者名簿の整備と関係機関との連携 

   ウ サロン事業、介護予防事業の推進 

 

⑶ 生活困窮者への支援 

    町民が経済的に困った時の相談窓口、相談体制を充実させ、わかりや

すい情報提供に努め、関係機関と情報を共有化し支援体制の強化を図る。 

   （主な取組）  
 ア 相談窓口・相談体制の周知 

 イ 関係者との連携と支援者のネットワーク強化 

 

３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  現 在 値  目 標 値 （ R７ 年 ）  

ボランティアサマースクール参加者数  8 名  13 名  

ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 者 数  595 名  620 名  

サ ロ ン 活 動 実 施 地 区 数  18 地 区  20 地 区  
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４ 関連する個別計画など  
津南町障害者計画 

津南町障害福祉計画 

津南町障害児福祉計画 

津南町介護保険事業計画 

津南町保健医療福祉計画 
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第５節 医療体制の充実                       

 

１ 現状と課題 

⑴ 医療の充実 

暮らしやすい、住みよい地域としていくためには、医療提供の充実は

重要であるが、地方においては医師・看護師不足が深刻化し、当地域で

も医療スタッフの確保に苦慮している。 

津南病院においては、地域のかかりつけ医療機関として、町民の医療

確保と生命と健康を守るため、大きな役割を果たしている。しかし、人

口減少や住民の医療ニーズの多様化等による患者数の減少や常勤医師数

が少ないことなどから、経営的には厳しい運営を強いられている。 

 

⑵ 医療の広域連携 

医療サービスの提供には、軽微な疾患から重篤な疾患、急性期から慢

性期までの広範囲な疾患の治療が求められる。救急医療にも入院の必要

のない一次救急から救命処置が必要な三次救急に分かれている。これら

の医療需要に応えるには、医療資源の限られる本町において広域医療連

携が重要である。魚沼地域では、医療を支えあう仕組みづくりとそのス

ムーズな連携のため、平成 26 年４月から「うおぬま・米ねっと(※１)」

によりネットワーク化が図られている。  

 

２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴ 医療の充実 

医師・看護師等のスタッフ確保に努め、地域の人口動態から将来の医

療需要の予測、変化を見て、それに対応した医療サービスの展開を図る。  

津南病院は町内唯一の病院であり、高齢者のかかりつけ医療、在宅医

療、終末期医療機関等として必要な病院であることから、その位置づけ

と方向性を町全体で共有し、信頼され、安心して受診できる病院として

更なる経営改善を進め、地域の医療機関として患者サービスの充実を図

る。 

（主な取組）  

ア 常勤医師の招へい 

イ 医学生等修学資金制度活用による人材育成 

ウ 医療機関と行政機関での情報共有化・連携 

エ 病院運営審議会の答申や津南病院の経営診断による病院収支の改善 
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⑵ 医療の広域連携 

地域医療を担う一次、二次、三次医療機関の役割を明確にし、疾患に

応じて安心して受診できる医療サービスの体制を目指す。 

ＩＣＴ技術を活用し、魚沼医療圏内各機関の情報共有化を図る。  
（主な取組） 

ア 疾患別の地域連携パス（※２）導入の検討 

イ 広報媒体等による医療機関の役割についての周知 

ウ 魚沼地域医療介護連携ネットワークシステム（うおぬま・米ねっと）

の登録促進と活用 

 

３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

項 目  現 在 値  目 標 値 (R7 年 ) 

津 南 病 院 内 科 常 勤 医 師 数  ３ 人  ４ 人  

う お ぬ ま 米 ね っ と 登 録 者 数  1,565 人  2,500 人  

 

４ 関連する個別計画など 

津南町保健医療福祉計画 

 
５ 用語説明  

 ※１ うおぬま・米ねっと 

    魚沼医療圏域内の病院、診療所、薬局等がＩＴ技術を活用し、患者の

診療情報を提供することで、地域全体の医療機関が一つの病院のように

連携して医療を提供する仕組み 

 

 ※２ 地域連携パス 

    疾患に罹患した患者を中心として、地域で医療・介護に関わる人々が

それぞれの役割分担を行い、お互いに情報共有をすることにより、今後

の診療の目標や注意点を明確にし、チームで患者を支えていくための仕

組み 
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第５章 地域資源を生かした活気と魅力あふれるまち  

第１節 地域づくり基盤の構築                    

 

 １ 現状と課題 

⑴ 津南未来会議を開催 

令和元年５月から９月に、津南町の住民もしくは津南町内に勤務・通

学する人たちを対象に広く検討委員を募集し、津南未来会議という名で

多様な主体が同じ立ち位置（平場）に立った議論を開催した。そこで取

りまとめた地域づくりの基盤となる仕組みの意見が提言書として町に

提出された。 

これまでこうした話し合いの場がなかったことが課題であるとして、

提言の一つに、様々な立場の人々が同じ目線での席に着き、地域づくり

の話し合いをする場「津南未来会議」の継続開催と地域別・課題別の展

開をあげている。 

   

⑵ 人々が交流するまちづくりの拠点 

津南町で活動する地域づくり団体等は話し合い等をするための活動

拠点を持てずに苦労しているところも多い。また各種団体同士もバラバ

ラで、情報交換をする場所がない。 

来訪者が地域住民と交流するために、まず訪れるべき案内所機能を持

った場所がない。 

津南未来会議の提言書の一つに、様々な人々が集い、まちづくりの情

報交換や来訪者の情報収集の場が必要という項目があがっている。 

   

⑶ 地域づくりを推進する公民連携組織 

  地域づくりを主導する組織として行政、観光協会、商工会、農協、地

域の任意団体などがあるが、それぞれ課題があり、地域づくりの歯車が

充分にかみ合っていない。 

新たに地域づくりをけん引する公民連携組織が必要と考えられてい

る。津南未来会議の提言の一つに「観光地域づくり法人（ＤＭＯ）の設

立」があがっている。 

 

⑷ 様々な団体から様々な情報を発信 

  学校や団体、企業などから、様々なイベントや活動の情報が、様々な

媒体を使って出されているが、必要な人に必要な情報が充分に届いてい

ない。 

病院の状況や町財政、将来人口予測など重要な行政情報が、住民に十

分認識されていない。 
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２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴ 津南未来会議 

多様な主体が参画し津南の地域づくりについて多様な主体が同じ立ち

位置（平場）で話し合う場「津南未来会議」を継続して開催していく。

ＩＣＴの活用などにより、多くの人たちが参加して意見を言いやすい会

議のあり方も検討したい。 

（主な取組）  
ア 津南未来会議の開催告知、参加集約などを行う事務局機能を整備  

   イ 地域づくりに関する統括会議の設定 

    

⑵ まちなかオープンスペース 

住民や来訪者が集い、話し合いや情報収集を行う具体的な場所を整備

し、地域づくり団体同士や来訪者と住民の交流の場とする。 

（主な取組）  
ア ワークショップで使い勝手の良い空間を検討    

   イ 人々が気軽に集える空間を管理運営 

 

⑶ 地域づくりを推進する公民連携組織 

公の精神をもち、民のスピード感と収益機能を持つ地域づくり支援の

法人組織を設立する。組織の役割議論の中で観光地域づくり法人（ＤＭ

Ｏ）の認定を目指す。 

（主な取組）  
ア 公民連携で地域づくりを推進する新法人の設立  

   イ 地域マーケティングの実施 

   ウ 地域づくりの様々なプログラムの展開 

 

⑷ 丁寧な情報提供と交流人口への一元的情報発信 

地域のイベントやボランティアなどの地域づくりに関する情報を津 

南未来会議などで共有・集約し、情報発信は、発信のやり方そのものを

見直ししながら、必要な人に必要な情報が届くよう工夫していく。 

交流人口へは津南未来会議等で共有した情報を集約し、地域づくりを

推進する公民連携組織で一元的に発信する仕組みを構築する。 

   （主な取組）  
   ア 情報発信のあり方の見直しと一元化の推進 

   イ ＩＣＴを使った必要な人に必要な情報が届く仕組みの構築 

   ウ 多言語化やユニバーサルデザイン(※１)など多様性に対応 

   エ 新しい情報発信媒体の検討 
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３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  現 在 値  目 標 値 （ R７ 年 ）  

津 南 未 来 会 議 の 開 催 数  5 回  10 回 /年  

津南未来会議で提言されたアイデアの実現数 —  延 べ 5 件  

ま ち な か オ ー プ ン ス ペ ー ス 来 訪 数  —  3,000 人 /年  

来 訪 者 の 1 年 以 内 の 再 来 訪 意 向  15.8％  25％  

 
４ 関連する個別計画など  
津南未来会議提言書 

 
５ 用語説明  

※１ ユニバーサルデザイン 

  文化、言語、国籍、年齢、性別、能力などの違いにかかわらず、でき

るだけ多くの人が利用できることを目指した建築、製品、情報などの設

計もしくはそれを実現するためのプロセス 
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第２節 つなん型ツーリズムの推進                  

 
 １ 現状と課題 

⑴ 観光需要の変化 

  大型バスで移動し大規模宿泊施設に泊まり、有名観光地を巡るだけの

団体旅行から、旅先での体験を重視した少人数の旅行へと観光ニーズは

変化してきている。 

津南町には美しい自然、豊かな食文化等があり、それを楽しむ場所も

あるがこれまで個々の素材の力を伝えきれておらず、そのため資源を収

入に換えてこられなかった。秋山郷や龍ケ窪、もしくは火焔型土器や雪

国の生活民具、さらには栃あんぼや野沢菜漬けなどは、素晴らしい魅力

を秘めてはいるが、それ単体では旅行商品とはなっていない。 

また、町全体としての観光動向分析を行っておらず、観光ニーズへの

対応ができていない。 

   

⑵ 旅行商品の不足 

  津南町には、肥沃な大地で育まれる農産物や、豊富で清らかな水、魚

沼産コシヒカリなど高品質な「食」と日本ジオパークに認定される特異

な大地の眺望を楽しめる景勝地など、観光商品となりうる資源は多い。

特に苗場山麓農地開発事業に伴う圧倒的量の縄文土器などの文化資源

を蓄積してきただけでなく、文化資源の保護と活用についての研究分析

機関として農と縄文の体験実習館なじょもんがある。また、苗場山麓ジ

オパーク活動において、津南の特異性も明らかになってきた。 

しかし、これらの他の地域にはない（＝観光に活用できる）素材は多

くても、人々が喜んでその対価を払ってもらえる旅行商品としての価値

があるかというと、現在の旅行分野で需要が高い体験や地域の楽しみ方

の提案といった観光商品も、観光客に楽しみ方を提案するガイドや体験

事業者なども不足している。 

    

⑶ 受入事業者の連携 

  ふるさと案内人やジオパークガイド等を養成し、津南町の特色に合わ

せた受入態勢を整備してきている。これらを活用した旅行商品も増えて

きているが、紅葉期を中心にガイドの供給はひっ迫することがある。し

かし、それぞれの観光素材に関わる関係者が独立しており、津南町全体

を楽しむという仕組みができていない。観光事業者だけでなく商工事業

者、農業者などが協働する必要性は認識されつつあるが、連携は十分と

は言えず、受入態勢もできていない。 
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２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴ 新しい交流のあり方を研究 

令和元年 10 月の未来会議提言書では「大地や自然、文化、生業など 

の地域資源を生かすことで、よそとの交流を活発にして、津南の農業や

商工などの生業を、そして子供たちやお年寄りを元気にする。そんな津

南の未来のために観光を活用して持続可能な地域づくりにつなげる（＝

観光地域づくり）のが、『つなん型ツーリズム』です。」と定義している。 

観光の需要を把握し、特色ある観光資源を更に磨き上げ、体験に地域

独自の歴史背景や気象、動植物、文化などのストーリーを付加させるこ

とで差別化を図る必要がある。そのためには、旅行者の関心などの変化

を踏まえ、継続的な旅行者動向分析を行い、その年代や地域等様々な旅

行者の傾向を把握する。また、津南町への旅行者の顧客管理を行い、津

南町を繰り返し訪れる再訪問客（リピーター）を増やす。 

様々な関係者を巻き込み、観光資源を観光の物語として連携させ、新

しい観光の考え方（サスティナブルツーリズム（※１）やユニバーサル

ツーリズム（※２）、アドベンチャーツーリズム（※３）など）を踏まえ

て自然・文化・産業等の地域資源を生かした魅力ある旅行商品の開発を

進め、ふるさと納税の返礼とするなど発信にも取り組む。 

（主な取組）  
   ア 外国人旅行者（インバウンド）を含む旅行者動向を把握して分析 

   イ 津南の自然、歴史、文化、食など様々な素材を生かし、独自の体験

商品の開発 

    

⑵ 地域を語る旅行商品の創出 

宿泊を伴う旅行商品を中心に津南町らしい旅行商品の創出が必要であ 

る。その方向としては、農業や商工業、教育など観光業以外の分野も幅

広く巻き込みながら、雪国観光圏が提唱する「雪国文化」の視点に立っ

た津南町の文化・自然・産業を、体験や人との触れ合いの中で実感でき

るものを重点的に商品化していく。 

また、定期的な学習会でＭａａＳ(※４)など最新の考え方を学びなが

ら、需要に合わせた様々な旅行商品を創出する。 

（主な取組）  

ア 滞在型を中心とした旅行商品開発の推進 

イ レンタサイクルの活用を含む旅行商品の検討 

 

⑶ 受入態勢の整備 

旅行者の受入には観光事業者だけでなく、そこに関わる農業者や商工

業者等も一緒になり、わが事として取り組んでいくことが必要である。

ふるさと案内人、ジオパークガイド等の人材を活用しながら、さらに人

材の育成を進め、旅行商品に組み入れていく。また、観光事業者だけで
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なく関係する町民、町内事業者それぞれがおもてなしの主体として一体

となって取り組む態勢を整える。  

   （主な取組）  
   ア 観光事業者に加え、農業者・商工業者なども含む協議会を設立する

など各事業者等との連携 

   イ ガイド養成講座の開催 

      

３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  現 在 値  目 標 値 （ R７ 年 ）  

地 域 資 源 を テ ー マ と し た 旅 行 商 品 造 成  —  10 本  

案 内 所 へ の 観 光 問 合 せ 件 数  3,542 件 /年  4,000 件 /年  

ガ イ ド 延 べ 案 内 回 数  115 回 /年  150 回 /年  

リ ピ ー ト 率 （ 再 訪 問 率 ）  68.4％  75％  

温 泉 旅 館 宿 泊 者 数  70,120 人 /年  80,000 人 /年  

外 国 人 観 光 客 数  6,260 人 /年  7,500 人 /年  

 
４ 関連する個別計画など  
雪国観光圏来訪者満足度調査 

 
５ 用語説明 

※１ サスティナブルツーリズム 

 観光地の本来の姿を持続的に保つことができるように、観光地の開発

やサービスのあり方を見定め旅行の設定を行う観光のスタイル 

 

※２ ユニバーサルツーリズム 

誰もが楽しめるよう創られた旅行であり、年齢や障害等の有無、性的

マイノリティ、思想信条、言語にかかわらず、誰もが気兼ねなく参加で

きる旅行を目指す。 

 

※３ アドベンチャーツーリズム 

旅行者が地域独自の自然や地域のありのままの文化を、地域の人々と

ともに体験し、旅行者自身の自己変革・成長の実現を目的とする旅行形

態 

 

※４ ＭａａＳ 

Mobility as a Service の略。ＩＣＴを活用して自家用車以外の全

ての交通手段（タクシーやレンタカー、レンタサイクルも含む）による

移動を１つのサービスとして捉えてつなぐ新しい移動の概念 
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第３節 交流人口の増加とネットワークづくり             

 
１ 現状と課題 

⑴ イベント観光の見直し  
津南町の観光入込客数調査において、ひまわり広場と雪まつりの入込

数は約８万人となっている。また、大地の芸術祭の開催年だと津南町の

入込数は約８万人、それ以外の年は 1,000～2,000 人程度である。  
これらのイベントではスタッフの動員に対し改善の要望も多く、津南

雪まつりや週末の津南ひまわり広場などは道路の渋滞など日常生活に支

障がでる、一時的なオーバーツーリズム（※１）状態となっている。  
宿泊施設として大型リゾート施設、旅館、農家民宿、キャンプ場など

があるが、宿泊受け入れ可能人数は多くない。また来客数は季節変動が

激しいため、観光施設の年間平均稼働率は高くない。  
また、今後人口減少の中でスタッフや財源の不足が見込まれることか

ら、経済波及効果・費用対効果を考慮しながら観光のあり方を検討する

必要がある。  
 

  ⑵ 町外者の支援  
「ふるさと支援まちづくり寄附金」いわゆる「ふるさと納税」は本来、

ファン・サポーターからの地域づくりへの支援であるが、返礼品競争に

注目が集まり、本来の制度主旨からずれている一面がある。  
津南町へのふるさと納税者＝津南のサポーターに返礼品と礼状は送っ

ているが、その後の寄附金の使途結果など定期的な情報提供は行えてい

ない状況である。 

 

  ⑶ 関係人口とのネットワークづくり 

現在、津南町が好きで、都会から定期的に遊びに来ているリピーター

や津南を支援したいというサポーターがいる。これらの交流人口がどれ

だけいるのかという現状把握と、どういった情報を提供するかという検

討をすべきである。  
 

⑷ 大地の芸術祭が創り出した応援団 

大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレは、十日町市と津南町を

舞台に平成 12 年から３年ごとに開催している。地域活性化のため広大

な里山に現代アートを展示するという画期的な試みは、国内のみならず

海外にも大きな反響を呼び、さまざまな表彰を受け、また多くの越後妻

有ファンの発生や企業・財団・国省庁・県から協力や助成を呼びこむこ

とに成功した。芸術祭を契機に越後妻有に移り住んだ若者も多い。 

近年は、３年ごとの芸術祭期間以外にも、春夏秋冬に開催するイベン

トや常時開館する施設など芸術鑑賞の通年化や、アーティストによる地
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域産品のデザインなど、大地の芸術祭の里としての地域づくりが進行し

ている。また、平成 30 年に津南町に香港特別行政区出資による香港の若

手アーティスト育成のための滞在型作品制作施設「香港ハウス」が誕生

し、海外との交流も期待される。 

しかし、交流人口の拡大という観点において十日町市に比べ当町は大

地の芸術祭の恩恵を活かしきれていないと考える人も多い。 

 

⑸ 友好交流都市 

津南町は埼玉県狭山市、大韓民国驪州市と友好交流都市の協定を結び、

定期的な交流を行っている。また、東京都荒川区や埼玉県三芳町などの

特定の市町村の物産フェアなどに町観光協会で定期的に出店しているほ

か、防災協定を結ぶなど交流を深めている。  

民間においても東京都中央区や神奈川県鎌倉市、台湾の高雄市美濃区

と津南町内のＮＰＯ法人や地域団体が定期的に交流しているほか、スポ

ーツ団体や文化団体などさまざまな形で都市との交流がされている。  

これらの諸都市との交流のきっかけはいろいろであるが、交流の中で

津南町を知ってもらい、津南町のファンになっていただいた方も多い。

これまで交流によって築かれてきた他市町村との信頼関係を今後どのよ

うに維持展開していくのか、戦略的に検討する必要がある。 

 

 ２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴ 観光客からサポーターへ 

持続可能な地域経営を考える上で交流人口は重要な要素となる。交流

人口を更に細かく見ていくと、一過性の観光客に対して、津南町の様々

な魅力を伝えることで津南町への再訪問を促し、さらに、津南ファン、

津南町のサポーター又は移住検討者へと変えていく。 

このためにはイベントを主体とした単なる観光から、津南町の自然や、

文化への本質的な理解を深める旅や、津南町の人との触れ合いのある旅

を提供し、真の津南ファンを作っていく。  
また、観光客の平準化や他の観光資源等に分散させ、プレミアム感の

ある旅行商品を醸成し、交流人口の受入れ先となる観光産業の安定を図

る。さらに、来訪者と住民の触れ合う時間を増やすため、イベントを見

直す中で、業者に委託するなどにより、四季を通じて入込数が高く安定

した持続可能な仕組みづくりを行う。  
津南らしい体験の充実と受入態勢を整えることで、既存宿泊施設等の

稼働率を挙げると共に、教育旅行をターゲットとした農業の作業体験や

収穫体験、民泊体験なども充実させていく。  
将来的にはこうした取組により、来訪者の滞在時間を増やし、長期滞

在者のニーズにも応えられる津南らしい旅行商品ラインナップの充実を

図っていく。  
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（主な取組） 

ア イベントの抜本的見直し  
イ 平日や非繁忙期に実施する観光商品の造成  
 

⑵ ふるさと納税・企業版ふるさと納税 

津南町のサポーターから持続的に支援し続けてもらうには、魅力的な

寄附金使途の設定と、定期的に津南町の諸情報を送るなど、津南町との

絆づくりを継続する取組が必要である。また、使途や目的を限定し、共

感いただいた方から寄付を募る仕組みも検討する。  
ふるさと納税は、新たに津南町での雪国文化の体験や住民グループを

支援できる返礼品等を検討し、ふるさと納税の一部業務を地域づくりを

推進する公民連携組織が担うなど一層効果的な取組を行う。  
また、関わりのある企業との企業版ふるさと納税を積極的に推進する。 

（主な取組）  
ア ふるさと納税者が選ぶ政策支援及び返礼品の見直し  
イ 企業版ふるさと納税の推進  
 

⑶ 顧客管理のやり方と定期的な情報発信  

交流人口や観光地域づくりの先進地では、「顧客関係管理」（※２）と

いう概念を重視しているところが増えている。自治体を一つの法人に見

立てた場合、交流人口は顧客である。不特定多数に宣伝することは新規

顧客を獲得するうえで重要であるが、戦略として既存の顧客を大切にす

ることで固定客としていく方法もある。顧客管理により定期的な情報発

信、顧客ニーズに合わせた情報の提供をすることで、顧客満足度を上げ、

リピーターから津南ファン、サポーターへと昇華させていく。  
（主な取組） 

ア 顧客関係管理の考え方を導入しリピーターや納税者、出身者、関係

企業などを把握  

イ 登録制による交流人口への情報発信  
ウ 町外住民登録制度の検討  

   

⑷ 大地の芸術祭の里での関係人口つくり  

大地の芸術祭が持つブランド力・情報発信力を活かし、津南町の魅力

を向上させるためには十日町市との連携をより強化していく必要がある。

既設作品のメンテナンスや、十日町市と連携した受け入れ体勢整備、住

民と来訪者・こへび隊・アーティスト・海外等の交流の仕組みの構築な

どを推進することで、芸術祭を支援する企業や国県などとの関係構築、

移住希望者へのアピールに努める。 

また、住民だけでなく児童や学生が大地の芸術祭を学び、作品制作や

おもてなしへの関わりを推進することで、国際交流や地域への愛着を醸
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成する。 

（主な取組） 

ア 芸術祭来訪者やアーティスト、こへび隊との持続的交流の支援 

イ アーティストによる地域産品のパッケージ再デザインの推奨 

ウ 芸術祭関連施設や作品のメンテナンスと平時誘客への仕組み検討 

エ 地域住民や子ども達を作品制作やガイド等への関わりへの誘導 

 

⑸ 都市と農村の交流推進 

友好交流都市をはじめ、海外や都市部の市区町村との交流を深めるこ

とは、都市側にとっても、津南町にとっても様々なメリットがある。農

産品等の販路拡大や交流人口の拡大による地域経済への寄与、狭山市の

お茶と津南町の水のようにそれぞれの地域の特産物や企業との連携、激

甚化する災害への防災協定、ワーケーションの推進、移住定住へのきっ

かけなど、新しい交流のかたちを模索していく。 

既存の交流都市との縁を大切にしながら、行政による丁寧な相互交流

や情報交換だけでなく、さまざまなチャンネルにおける、関係構築を支

援していく。 

（主な取組） 

ア 友好交流都市などとの丁寧な交流継続と情報交換  

イ 地域住民交流の支援  

ウ 都市イベントでの観光物産ＰＲの実施  

エ 交流を通じた防災協定や企業連携などの模索  

 

３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  現 在 値  目 標 値 （ R7 年 ） 

6 月 の 宿 泊 者 数 （ キ ャ ン プ 含 む ）  4,830 人  6,000 人  

11 月 の 宿 泊 者 数 （ キ ャ ン プ 含 む ）  3,830 人  4,800 人  

ふ る さ と 納 税 者 へ の 情 報 発 信 件 数  —  3 回  

交 流 人 口 の リ ス ト 登 録 者 数  —  300 人  

 

４ 用語説明 

※１ オーバーツーリズム 

 特定の観光地において、訪問客の著しい増加等が、地域住民の生活や

自然環境、景観等に対して受忍限度を超える負の影響や、観光客の満足

度を著しく低下させるような状態 

  

※２ 顧客関係管理 

顧客満足度と顧客ロイヤリティの向上を通じて、売り上げの拡大と 

収益性の向上を目指す経営戦略及び手法。顧客情報管理や顧客関係構

築、ＣＲＭ（Customer Relationship Management)ともいう。 
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第４節 移住定住（ＵＩＪターン）の促進               

 
１ 現状と課題 

⑴ 若者の流出 

魚沼地域には看護専門学校のほかは大学、短大、専門学校がなく、そ

のため高等教育過程を終了した若者は一部の地元就職を除いてほとんど

が他地域に転出する。そして 10 年以内に津南町に戻ってくる割合は約

６割にとどまり、これが人口減少の一番大きな要因となっている。 

一旦、町外に出た若者が地元に帰ってこない理由としては、雇用の場

や商業施設がないなど津南町に帰ってきたいと思わせる魅力が欠けてい

ることが考えられる。 

 

⑵ 田園回帰と企業の地方進出の潮流 

近年、都市部から地方への移住の関心が高まっている。内閣官房の調

査でも東京圏在住者（20～59 歳）の 49.8％が「地方暮らし」に関心を示

し、特に若者の関心は高い。 

また、働き方改革や新型コロナウイルス感染症によって、特に都会の

ＩＣＴ企業を中心にサテライトオフィス(※１)やリモートワーク(※２)、

ワーケーション(※３)などに注目が集まっているが、津南町独自の企業

誘致施策はない。 

また、津南町は町立学校や県立津南中等教育学校による郷土教育の推

進、民間事業者による英語学習環境など高校までの教育分野での強みが

あることから、教育を目的とした移住定住の可能性についても調査が必

要である。 

雪の降らない地域からの移住者にとっては、冬季生活が不安要素とな

るが、令和２年７月より観光協会・移住推進協議会において移住生活の

状況や津南の魅力を動画配信する情報発信専門の地域おこし協力隊を入

れて、動画を配信している。 

 

⑶ 移住相談窓口の課題 

津南町の移住相談体制としては、津南町移住推進協議会があるが、令

和元年までは活動実態が乏しい状況である。 

移住者の相談窓口として、専門知識を持った専従職員を設置できず、

有効な相談体制が取れていない。移住者の生活拠点候補となる空き家バ

ンク制度は、登録件数が少なく、移住希望者の機会損失になっている事

例もある。 

一方で新規就農希望者の受け入れでは、本町は全国的にも高水準にあ

り、数多くの移住農家が存在する。これは就農研修制度と新規就農者の

拠点アパートを整備していることが大きい。しかし移住農家は特定地区

に偏っている。 
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近年一部地区で移住者の相談を活発に行なっているが、移住者にとっ

ての不安要因である「地域住民との融和」は、行政担当者だけでは支援

は十分ではない。また、生活拠点としての空き家についても申請を待っ

ているだけの空き家バンクではなく、地域の実情に通じた地域住民の斡

旋の方が成約率は高くなる。このことから今後移住の推進には地域ごと

の移住定住の戦略立案や取組活動、移住者支援体制が必要となっている。 

 
 ２ 目指すべき方向性や取組 

⑴ 出身学生との絆づくり 

一度町外に出た若者に対し、津南町にＵターンを促進させる最も大き

な要因は、若者が就きたくなるような職業の選択幅を増やすことと考え

られるため、地域企業をしっかり若者に紹介したり、地域企業に働き方

改革を啓発することで若者から選択される企業環境づくりを推進したり、

様々な企業の誘致や創業起業の育成などで職業選択環境を構築する。 

また、町外に住んでいる若者に対し、ＳＮＳなどを通じ、津南の雇用

やニュースなどを発信することで、心のつながりを構築する。これによ

り郷土への愛着などを醸成することで、Ｕターンにつなげる。 

（主な取組） 

ア 町外に出た若者へのニーズ調査 

イ ＳＮＳの公式アカウントによる情報発信 

ウ 地域企業、インターンシップ等の情報提供 

 

⑵ ニーズに応じた移住定住の展開 

企業が津南町へ移転する利点があると判断できれば、その企業の規模

や状況に応じた支援が必要となるが、最低限の条件として遠隔通信機能

のあるレンタル事務所やコワーキングスペース(※４)の整備などを行い、

受入態勢をアピールする。 

農業や教育等、移住のターゲットを定めながら、移住希望者の要望を

分析し、住宅や職を斡旋していく。そのためには生活拠点となる空き家

を把握し、どのくらいの空き家・空き店舗があるのかを把握する。 

地域の移住定住支援者を通じて空き家を紹介してもらい、空き家の公

的整備も視野に入れながら空き家の活用促進制度を検討する。 

（主な取組） 

ア ＩＣＴ企業誘致施策（コワーキングスペース整備など） 

イ 空き家活用促進制度の導入 
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⑶ 地域と協働で行う移住定住 

津南町移住促進推進協議会を実行力のある組織に再編し、移住の相談

窓口業務や相談会の外部委託を検討する。 

地区振興協議会の単位で、例えば「集落営農の担い手が欲しい」など

の地域の受入ニーズがあるかを検討し、地区協議会が主体となって移住

定住者を誘致する仕組みとしていく。 

津南町の特徴である新規就農希望者の受入については、継続して行う

が、地区協議会と連携しながら、新規就農者が必要な地域とのマッチン

グを行っていく。 

（主な取組） 

ア 移住者受入研修会等の開催 

イ 地区協議会を含めた移住相談会の実施 

ウ 移住定住の窓口の一元化と公民連携組織への委託の検討 

 
３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  現 在 値  目 標 値 （ R7 年 ） 

町 出 身 大 学 生 等 へ の 年 間 情 報 発 信 回 数  1 回 /年  25 回 /年  

Ｉ Ｃ Ｔ 企 業 誘 致 数 (累 計 ) —  2 社  

移 住 相 談 会 へ の 地 域 住 民 参 加 数  —  10 人 /年  

 

 ４ 用語説明 

※１ サテライトオフィス 

勤務先以外のところに設置するオフィススペース 

 

※２ リモートワーク 

会社から離れた場所で働く意味。テレワークと同義 

 

※３ ワーケーション 

「ワーク」と「バケーション」と組み合わせた造語。観光地やリゾー

ト地で、休暇を取りながらテレワークする働き方 

 

※４ コワーキングスペース 

異なる職業や仕事を持つ利用者たちが使える共有オフィス環境 

 

  



- 124 - 

第５節 地域支援制度                        

 
 １ 現状と課題 

⑴ 単一集落での機能維持の限界 

津南町は町村合併当時からこれまでに多くの集落が姿を消したが、現

在は約 73 の集落がある。このうち住民が 20 人以下の集落は 16 集落と

なっている。 

津南町の高齢化率は 40％を超え、特に山間部の集落の高齢化と人口減

少は深刻な状況である。集落の普請作業で維持してきた農道や水路の管

理、集落の消費生活を支えてきた小売店の消失による買い物難民、風習

や祭礼の継承、災害時の初動体制、耕作の担い手など、単一の集落での

課題解決は困難となっている。 

集落機能を支える組織役員も、団塊世代が高齢化していく中で、今後

は後継者がいないため役員の固定化が懸念される一方、長く働ける社会

へ変化しつつあるため、集落自治活動に関われる時間が限られてきてい

る。 

 

⑵ 自治活動のあるべき内容を見直す 

集落(公民館)活動では、人口が多かった時代から行なってきた行事を

前例踏襲で継続している事例も多い。それに加え価値観や生活様式の多

様化により、近隣住民との関わりが少なくなり、年代を超えた交流やつ

ながりが希薄している中で集落行事への若者の参加意識や意欲が低下し

ているケースも散見される。 

その一方、もっと深刻な地域の課題、例えば公共交通の本数が少なく

て高齢者が買い物や通院で困っていることや担い手がいなくて増えてい

る耕作放棄地のことなどに取り組めていない状況にある。 

 

⑶ 自治における「自助・互助・共助・公助」の見直し 

集落の点在や集落内の高齢化と人口減少が進み、個人や集落による相

互扶助だけでは要支援者への援助や地域が抱える課題への対応が困難で

ある。 

これまで集落自治に対して行政側からの関与は控えてきた。しかし、

集落の「自助・互助・共助・公助」の役割を見直す時期に来ている。 

既にその兆候は、総務省の地域おこし協力隊制度・集落支援員制度な

ど自治組織への支援という形で動き出している。 
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２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴ 地区協議会や集落連携による組織づくり 

防災やインフラ維持など単一集落での解決が困難な地域課題を解決 

するための地区協議会や集落連携による組織の設立及び活動の推進を図

る。地区協議会等のあり方については先進事例を学習しながら各地域の

様々な住民が参加しやすい組織運営を図る。 

   （主な取組）  
ア 集落連携組織の設立や運営に対する支援 

イ 地域活動の拠点づくり 

ウ 地区協議会の研修会の実施 

 

⑵ 地域経営組織への転換 

これからの自治（地区協議会）活動は買い物難民対策や移住者誘致な 

ど、従来の活動に捉われず、各地域がそれぞれの地域課題に向き合い、

持続可能な地域運営をしていくための地域経営組織への変革が求められ

る。そのための専門人材の雇用と自主財源を確保できる組織であること

も重要である。その地域の実態に沿った活動や体制構築への支援や人材

育成をしていく。 

   （主な取組）  
ア 地域活動の担い手育成研修 

イ 買い物難民や要支援者への地域援助と災害対応の体制づくりの支援 

ウ 地域組織活動へのふるさと納税等を活用した財政支援 

 

⑶ 地域活動の充実 

持続的な地域活動を維持するため地区協議会などへの財政支援や相談

窓口の設置等を検討する。 

地域の特色・将来構想に合わせた地域おこし協力隊や集落支援員を配

置し、住民の自主的な地域経営を支援する。 

   （主な取組）  
ア 地域の特色を生かす活動支援のための地域おこし協力隊や集落支援

員の活用 

イ 地域と行政を結ぶ相談窓口の設置  

 

３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  現 在 値  目 標 値 （ R７ 年 ）  

地 区 協 議 会 数  4 協 議 会  ６ 協 議 会  

地 区 協 議 会 の 勉 強 会 や 報 告 会 の 開 催 数  —  ２ 回 /年  

集 落 支 援 員 数  ２ 人  ５ 人  

  



- 126 - 

第６節 デジタル技術の活用による課題解決と価値の創造            

 
 １ 現状と課題 

⑴ 行政におけるＩＣＴの活用 

  行政組織では今までも電子申請等やキャッシュレス（※１）決済等の

ＩＣＴの活用による業務の効率化又は変革が求められてきた。津南町に

おいては業務システムの導入による効率化は進んできているものの、町

民にとって様々な行政手続き等が使いやすく便利になっているとは言

えない。 

  マイナンバーカードの活用方法や取得による利点が明確ではではない

ため普及率が伸び悩んでおり、その普及率は約 12％程度に留まっている。 

 

⑵ 人口減少による課題の顕在化 

都市部を除く全国的な人口減少、高齢化により地域を支える力が弱ま

り、イベントの開催に伴う人員不足や買い物や通院のための交通手段の

不足等課題が顕在化している。 

人口が減少する中で労働力も不足してくることから、地域活動などを

含め一人当たりの業務量や労働時間が増加する。このような状況でも定

年の延長等のマンパワーだけでなく、いかに効率的にサービスを提供し

ていくかＩＣＴを活用した対策が求められている。 

  

⑶ デジタル化人材の不足 

町行政には、ＩＣＴを専門に扱う人材はおらず、住民のニーズに合っ

たサービスを提供するためのＩＣＴ活用法等、どのようにＩＣＴを導入

していくのか迅速に計画・実行するための専門的な人材が不足している。 

ＩＣＴの活用においては、当然ながら「セキュリティ対応」「トラブル

対応」も必要となることから、これらに対応できる人材の確保が課題と

なっている。ＩＣＴに強い人材が増えることで、安定的にサービスを提

供することができる。  

 

 ２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴ 行政改革の一環としてのＩＣＴの活用 

    新型コロナウイルス感染症の拡大により、感染防止のためデジタル化、

オンライン化が更に進むことが十分に予測できる。また、今後はそれら

を活用した新たな価値を見出すことも必要である。国の施策を踏まえ、

行政手続きのオンライン化、ワンストップ(※２)・ワンスオンリー化（※

３）を進める。また、デジタル化を通して行政内部の効率化を図る。 

   （主な取組）  
   ア マイナンバーカードの普及促進 

   イ 行政手続きの電子化による対面や押印の不要化等を検討 
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   ウ ＲＰＡ（※４）活用による業務の効率化の検討 

   エ ＳＮＳ公式アカウント（※５）の活用 

   

⑵ 人口減少をＤＸでサポートし、新たな価値を創造する 

人口減少による労働力不足等の課題を解決し、こうした社会課題の解

決や価値の創造にＩＣＴを活用することをデジタル・トランスフォーメ

ーション（ＤＸ）（※６）といい、企業や行政は今後デジタル技術による

業務やビジネスの変革は避けて通れないこととして、近年注目される。

津南町においても地域の安全・安心確保や人材不足をカバーし、町民の

住みやすさを創造するなど、他の自治体のＤＸ活用好事例を取り込むこ

とも必要である。 

（主な取組）  

 ア ＩＣＴを活用した高齢者の見守りや買い物支援等の推進  
 イ 地域通貨（※７）の導入の検討 

 ウ 行政への問合せ等の回答自動化  

エ 各種相談会等予約のオンライン化 

 

⑶ デジタル化に対応する人材の育成 

デジタル化を進めるためにもそれに対応する人材不足の解消を図って

いく。 

専門人材を生かして様々あるデジタル化施策との組み合わせにより、

農業や教育分野などで津南に合った効果的なデジタル化を進める。 

   （主な取組） 

   ア デジタル化対応人材の育成 

   イ 国のデジタル専門人材の活用検討 

   ウ ＩＣＴ活用推進体制の検討 

  

３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  現 在 値  目 標 値 （ R７ 年 ）  

マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 普 及 率  15％  95％  

デ ジ タ ル 人 材 育 成 研 修 受 講 者  —  3 人  

 
４ 用語説明 

※１ キャッシュレス 

効果や紙幣などの現金を用いずに、対価の支払いや受け取りをするこ

と。小切手や手形、口座振替、クレジットカード、プリペイドカード、

非接触ＩＣカード、スマホでの決済サービスなどを指す。 
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※２ ワンストップ 

複数の場所や担当に分散していた関連する手続きやサービスなどを一

ヵ所でまとめて提供すること。 

 

※３ ワンスオンリー 

一度提出した情報は原則再度提出不要とするもの。 

 

※４ ＲＰＡ 

Robotic Process Automation の略。ルールエンジン、機械学習、人

工知能などの認知技術を活用した、業務の効率化や自動化に向けた取組

のこと。 

 

※５ ＳＮＳ公式アカウント 

ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）においてユーザーが

サイトなどにログインするためのアカウント（権利）のうち、企業や法

人、自治体もしくは有名人などをＳＮＳサービス会社が特別認定したも

の。 

 

※６ デジタル・トランスインフォメーション（ＤＸ） 

「ＩＣＴの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化さ

せる」という概念のこと。 

 

※７ 地域通貨 

法的通貨ではないが、ある目的や地域のコミュニティ内などで法的貨

幣と同等の価値あるいは全く異なる価値があるものとして発行・使用さ

れる通貨のこと。 

 

  



- 129 - 

第７節 景観の整備                         

 
 １ 現状と課題 

⑴ 不統一な看板デザイン 

  町行政が管理している屋外看板は施設等への行き方を示す観光案内

看板や啓発看板などがあるが、看板を立てたときの状況により、デザイ

ンに統一感がない。 

また、看板に表示されている情報が古くなっており、看板が判りづら

いという指摘もある。ただし看板の乱立は景観を損なう可能性もあり、

看板整備計画をたて、年次的に整備する必要がある。 

 

⑵ 商店街の魅力 

町の中心部となる大割野商店街は約 100 店舗ほどの飲食店や小売業、

サービス業が集まっている。車社会への変化で広大な駐車場のある郊外

店や町外に客足が移動したり、商店主の高齢化などで閉店したりする店

も多い。大割野商店街ではかつて共同店舗の話し合いなども行われたが、

話し合いがまとまらなかった。シャッターが降りたままの店舗があちこ

ちに散見される、いわゆる「シャッター街」だと、街全体の活気が無く

なるとして、津南町の景観の写真をシートにプリントしてシャッターを

隠す「観光シート看板」を 15 年ほど前から取り組み、多くの空き店舗

前に設置している。しかし商店街自体に人が来たくなる魅力を創り、賑

わいを取り戻さないと更に多くの店舗が閉店すると危惧されている。 

  

⑶ 失われゆく古民家や里山の景観 

津南町には豪雪に耐える独自の建築様式がある。古民家は津南町の雪

国文化を感じさせ、観光客にとっては魅力的な建物であるが、段差や生

活スタイルの変化などで、生活者にとっては敬遠される。近年は建築技

法・建材の発達により新しい家屋が増える一方、空き家となった古民家

はどんどんその姿を消しつつある。しかし古民家の持つ魅力は魅力ある

まちづくりにとって、重要な資源であるため、保護していく必要がある。 

また、秋山郷など津南町の魅力的な観光地に新規事業者などが進出す

る場合、周辺の景観との調和を無視した巨大建築物を建設すると、結果

として観光地の魅力を喪失し、持続可能な観光地ではなくなってしまう

可能性があるため、今後の建築に関して建築規制や文化的景観指定への

検討も考えていく必要がある。 

里山は人間の整備によって景観が維持されるが、過疎化により整備の

人手が限られているため畔や道路脇の草刈りが除草剤散布に代わるこ

とも多い。これにより景観が損なわれる場合も多い。  
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 ２ 目指すべき方向性や主な取組 

⑴ 統一したデザイン基準に基づく看板整備 

    新潟県景観計画を踏まえた中で看板デザイン基準を決め、看板の総量

に留意しつつ、最低限必要な場所にわかりやすい看板を設置していく。 

既存看板をデザイン基準に基づき順次書き換えていく。 

   （主な取組）  
   ア 看板整備計画の検討 

   イ 既存看板を統一的なデザイン基準に基づいて盤面修正 

   ウ 看板を新設・修繕する際の監理制度の検討 

   

⑵ 魅力ある商店街の演出 

個々の商店の内容充実や、新規事業者の空き店舗利用促進などととも

に、人々が集いたくなるような仕掛けや、雪国らしい魅力ある商店街空

間の演出をしていく。 

   （主な取組）  
 ア 街なかデザインを意識した商店街での話し合いの設定 

 イ のれんなどを使った各店舗が参加しやすいイメージ作り 

ウ 統一した案内表示などでの演出 

 

⑶ 地域資源としての古民家の保護 

古民家の空き家や石垣田などをクラウドファンディング（※１）など

で購入・活用する仕組みを検討する。また、秋山郷など特に景観が優れ

た地域を保全し、持続可能な観光をするため、建築制限など大規模開発

の制限を検討する。 

   （主な取組） 

   ア 山村集落の景観保全と活用検討 

   イ 秋山郷での建築制限の検討 

   ウ 古民家を使った観光活用の検討 

  

３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

項 目  現 在 値  目 標 値 （ R７ 年 ）  

デ ザ イ ン 基 準 に 基 づ い た 看 板 整 備 数  ３ 基  10 基  

商 店 街 修 景 計 画 参 加 店 舗 数  —  15 店  

古 民 家 活 用 検 討 の 対 象 件 数  —  ２ 軒  

 
４ 用語説明 

※１ クラウドファンディング 

「群衆（クラウド）」と「資金調達（ファンディング）」を組み合わせ

た造語で、インターネットを介して不特定多数の人々から少額ずつ資金

を調達する仕組み   
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【第４部 計画の推進及び進行管理】 

 

第 1 章 計画の推進及び進行管理   

 第１節 計画の推進体制                      

  「第６次津南町総合振興計画」及び「第２期津南町まち・ひと・しごと創

生総合戦略」は、本計画の策定が完了したことをもって目的が達成されるの

ではなく、本計画に掲げた基本構想及び基本計画に基づく施策を実施し、数

値目標を達成していくことが重要である。 

  本計画の着実な推進にあたっては、課長会議等において全庁的な推進体制

をとりつつ、関係機関と連絡を密にして協議しながら進めていくものとする。 

今後、各事業における個別計画を策定するにあたり、本計画の内容を踏ま

え具体的な事業実施計画を掲げ、必要な事業を実施していくこととする。 

 
 
 第２節 計画の進行管理                      

  本計画は、Plan（計画の策定）、Do（事業の実施・運用）、Check（進捗状況

の評価・検証）、Act（見直し・改善）によるＰＤＣＡサイクルに基づき管理

するものとする。 

  本計画の取組を進めるにあたり、毎年度、数値目標やＫＰＩの進捗状況又

は各取組の実施状況を評価検証する。評価検証は全庁的な体制によるものと

合わせ、関係機関からの意見聴取を含め実施する。 

その際、数値目標やＫＰＩが計画どおり進捗している取組は更なる成果を

目指し、計画どおり進捗していない取組は継続や廃止を含めた改善策を実施

することにより、より効果的な施策になるよう努めるものとする。 

 

 

 第３節 適切な財政・行政運営                      

  多様化する行政需要や社会情勢の変化に的確に対応し、本計画に掲げた目

標を実現していくために、財政の健全化及び行政運営の効率化を図り、必要

な行政サービスの提供に努める。 

 

  １ 財政の健全化 

積極的な施策、事業展開と併せて、既存事務事業の廃止・見直しや行政

コストの削減、手数料等の歳入の確保に努め、財政規律に配慮しながら身

の丈に合った持続可能な運営に努めるとともに、選択と集中により目標の

実現に向けて積極的に取り組んでいく。社会情勢や住民ニーズの把握に努

めるとともに行政需要の変動に弾力的に対応しながら、将来世代に過負担

を強いることのない健全な財政基盤の構築を実施していく。 
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２ 行政の効率化 

町民ニーズや行政課題に迅速かつ的確に対応した質の高い行政サービス

を提供していくため、以下の取組により、引き続き行政運営の効率化と適

正化を図る。 

 

⑴ 行政機構 

多様化する行政需要や新たな行政課題に対応するため、組織体制の

見直しを視野に入れながら、弾力性のある行政機構の構築を図る。 

 

⑵ 人事管理 

国の施策を踏まえつつデジタル化を進め、事務の効率化を図ること

で職員数の増加を抑え、計画的定員管理に努める。 

また、職員研修を積極的に進めることにより、職員の資質向上を図

る。 

 

⑶ 事務事業の見直し 

増大する行政事務全般の見直しを引き続き進め、事務事業を計画的

に執行管理する。 

 

⑷ 町有財産の適正管理 

町が所有管理する町有財産の利用状況や必要性又は劣化状況など

を踏まえ、財産の長寿命化・更新・統廃合・譲渡・解体処分などを計

画的に進め、財産の有効活用と数量の適正化を図る。 
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資  料  編 

 

 
        ■ 津南町総合振興計画についての諮問 

        ■ 津南町総合振興計画についての答申 

        ■ 策定経過 

        ■ 津南町総合振興計画策定委員名簿 

        ■ 津南町総合振興計画審議会委員名簿 

        ■ 数値目標・ＫＰＩ一覧表（再掲） 
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（津南町総合振興計画についての諮問） 

 
 

総 務 第 2 1 7 4 号  
令 和 ２ 年 12 月 17 日  

 
 津 南 町 総 合 振 興 計 画 審 議 会  会 ⻑  様  
 

津 南 町 ⻑  桑 原  悠    
 

津 南 町 総 合 振 興 計 画 に つ い て （ 諮 問 ）  
 

 本 町 が 持 つ 恵 ま れ た 地 域 風 土 を 生 か し 、 希 望 と 愛 、 参 加 で き る ま ち づ く り を
進 め る た め に 定 め る 津 南 町 総 合 振 興 計 画 に つ い て 諮 問 い た し ま す 。  
 な お 、 当 計 画 は 令 和 ３ 年 度 を 初 年 度 と す る た め 、 来 年 ２ 月 初 旬 ま で に 答 申 く
だ さ る よ う お 願 い い た し ま す 。  
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（津南町総合振興計画についての答申） 

 
 

令 和 ３ 年 ２ 月 ５ 日  
 
 津 南 町 ⻑  桑 原  悠  様  
 

津 南 町 総 合 振 興 計 画 審 議 会     
 会 ⻑  吉 野  徹    

 
津 南 町 総 合 振 興 計 画 に つ い て （ 答 申 ）  

 
令 和 ２ 年 12 月 17 日 付 け 総 務 第 2174 号 で 諮 問 さ れ た 津 南 町 総 合 振 興 計 画

（ 案 ） を 審 議 し た 結 果 、 審 議 会 委 員 等 の 意 見 を 踏 ま え 修 正 さ れ た 別 添 計 画 内 容
は 概 ね 妥 当 で あ る と 認 め ま す 。  

な お 、 計 画 を 遂 行 す る に あ た り 、 下 記 意 見 を 申 し 添 え ま す 。  
 
 １ ． 住 ⺠ 参 加 の 町 政 を 基 本 姿 勢 に 、 公 平 で 効 率 の 良 い 行 政 運 営 に 配 慮 す る こ

と 。  
 ２ ． 極 め て 厳 し い 財 政 事 情 の 中 、 住 ⺠ サ ー ビ ス の 低 下 を 招 か な い よ う 配 慮 し

町 勢 発 展 に と っ て 必 要 な 分 野 に 対 し て は 、積 極 的・弾 力 的 な 運 営 を 行 い 、
最 小 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を あ げ る 財 政 運 営 に 努 め る こ と 。  

 ３ ． 本 計 画 の 進 捗 管 理 を 徹 底 し 、 本 計 画 が 堅 実 か つ 速 や か に 達 成 さ れ る よ う
努 め る こ と 。  

 
  



- 137 - 

策定経過 

 

年 月 日  内 容  備 考  
令 和 ２ 年  策 定 委 員 の 公 募 、  

各 種 団 体 へ 委 員 選 出 依 頼  
 
３月９日チーム編成完了 ２ 月  ５ 日  

３ 月  25 日  策 定 委 員 全 体 会 議  
・ 計 画 策 定 概 要 説 明  
・ 第１期総合戦略の１年延⻑認定 

４ 月 〜 ９ 月  町 職 員 に よ る 計 画 素 案 の 作 成   
９ 月  29 日  策 定 委 員 チ ー ム 会 議 （ 生 活 チ ー ム ）  第 １ 回  計 画 案 の 策 定  
９ 月  30 日  〃     （ 教 育 チ ー ム ）  第 １ 回    〃  

10 月  ６ 日  〃     （ 生 活 チ ー ム ）  第 ２ 回    〃  
10 月  ８ 日  〃     （ 教 育 チ ー ム ）  第 ２ 回    〃  
10 月  ９ 日  〃     （ 魅力創造チ ー ム ）  第 １ 回    〃  
10 月  13 日  〃     （ 福 祉 チ ー ム ）  第 １ 回    〃  
10 月  14 日  〃     （ 産 業 チ ー ム ）  第 １ 回    〃  
10 月  15 日  〃     （ 魅力創造チ ー ム ）  第 ２ 回    〃  
10 月  22 日  〃     （ 魅力創造チ ー ム ）  第 ３ 回    〃  
10 月  23 日  〃     （ 生 活 チ ー ム ）  第 ３ 回    〃  
10 月  27 日  〃     （ 産 業 チ ー ム ）  第 ２ 回    〃  
10 月  28 日  〃     （ 福 祉 チ ー ム ）  第 ２ 回    〃  
11 月  ６ 日  〃     （ 生 活 チ ー ム ）  第 ４ 回    〃  
11 月  10 日  〃     （ 産 業 チ ー ム ）  第 ３ 回    〃  
11 月  11 日  〃     （ 教 育 チ ー ム ）  第 ３ 回    〃  
11 月  12 日  〃     （ 福 祉 チ ー ム ）  第 ３ 回    〃  
11 月  18 日  〃     （ 産 業 チ ー ム ）  第 ４ 回    〃  

〜    特 別 職 ・ 課 ⻑ 級 職 員 に よ る 確 認  ・ 計 画 案 の 調 整  

12 月  17 日  
第 １ 回 総 合 振 興 計 画 審 議 会  
計 画 案 の 諮 問  

・ 会 ⻑ 副 会 ⻑ の 選 任  
・ 計画案に対する意見照会 

12 月  18 日  町 議 会 議 員 に 意 見 照 会   
12 月  18 日  町 ⺠ 意 見 の 公 募 （ パブリックコメント）   

令 和 ３ 年  
第 ２ 回 総 合 振 興 計 画 審 議 会  ・ 計 画 案 の 審 議  

１ 月  13 日  

２ 月  ２ 日  第 ３ 回 総 合 振 興 計 画 審 議 会  
・ 計 画 修 正 点 の 説 明  
・ 計 画 案 の 最 終 審 議  

２ 月  ５ 日  計 画 案 の 答 申   
２ 月  10 日  特 別 職 ・ 課 ⻑ 級 職 員 に よ る 最 終 確 認   

２ 月  25 日  
総 合 振 興 計 画 基 本 構 想 を 議 案 と し て
町 議 会 に 提 出  

３ 月 １ 日  可 決  
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津南町総合振興計画策定委員名簿 

 

 １ 産業チーム 

 

検討した基本構想・基本計画  

希望と可能性に満ちた活力のある産業のまち 

 

（ 敬 称 略 ・ 順 不 同 ）  
氏 名  所 属 等  備 考  

島 田   陽  町
⺠
・
各
種
団
体 

町 ⺠ 代 表   
宮 澤  嘉 孝  津 南 町 農 業 協 同 組 合 代 表 理 事 組 合 ⻑   
涌 井 九 八 郎  津 南 町 森 林 組 合 代 表 理 事 組 合 ⻑   
島 田   繁  津 南 町 商 工 会 会 ⻑   
今 泉   潤  ⼗ 日 町 公 共 職 業 安 定 所 所 ⻑   
小 林  義 明  

町
職
員 

農 林 振 興 課  リ ー ダ ー  
丸 山  敦 史  税 務 町 ⺠ 課  サ ブ リ ー ダ ー  
樋 口  将 洋  福 祉 保 健 課     〃  
太 田   昌  農 林 振 興 課     〃  
鈴 木  真 臣  観 光 地 域 づ く り 課     〃  
保 坂  大 輔  税 務 町 ⺠ 課   
風 巻   領    〃   
貝 沢  政 史  福 祉 保 健 課   
髙 橋  拓 也    〃   
篠 原  邦 彦    〃   
山 田  佑 樹  農 林 振 興 課   
髙 橋  尚 人    〃   
船 木  康 平    〃   
山 田   祐    〃   
涌 井  夏 輝    〃   
保 坂  光 棋  観 光 地 域 づ く り 課   
福 原   香  教 育 委 員 会   
大 口  宏 栄  総 務 課   
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津南町総合振興計画策定委員名簿 

 

２ 教育チーム 

 

検討した基本構想・基本計画  

生涯学びながら成長できるまち 

 

（ 敬 称 略 ・ 順 不 同 ）  
氏 名  所 属 等  備 考  

江 村 か お る  町
⺠
・
各
種
団
体 

町 ⺠ 代 表   
涌 井  泰 二    〃   
江 村  大 輔   〃   
瀧 澤   恵   〃   
山 田 由 美 子  津 南 町 商 工 会 ⼥ 性 部 副 部 ⻑   
福 原  育 子  

町
職
員 

会 計 班  リ ー ダ ー  
上 倉 由 美 子  福 祉 保 健 課  サ ブ リ ー ダ ー  
滝 沢  泰 宏  教 育 委 員 会     〃  
太 田  一 規    〃     〃  
佐 藤  信 之    〃     〃  
知 桐  由 希  税 務 町 ⺠ 課   
本 山  暁 仁    〃   
冨 沢  茉 央    〃   
滝 沢  亮 太    〃   
涌 井   稜  福 祉 保 健 課   
中 村  勇 太    〃   
涌 井  早 紀  建 設 課   
鈴 木  翔 子  教 育 委 員 会   
湯 川  育 海    〃   
吉 樂  雄 大    〃   
津 端  礼 子    〃   
山 田   愛    〃   
藤 ノ 木 直 美    〃   
村 山  拓 也  総 務 課   
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津南町総合振興計画策定委員名簿 

 
 ３ 生活チーム 

 

検討した基本構想・基本計画  

安全安心で快適に暮らせるまち 

 

（ 敬 称 略 ・ 順 不 同 ）  
氏 名  所 属 等  備 考  

大 島  則 雄  町
⺠
・
各
種
団
体 

町 ⺠ 代 表   
江 村  隆 行    〃   
小 島  隆 夫    〃   
近 藤  修 哉  北 越 銀 行 津 南 支 店 支 店 ⻑   
樋 口  禎 弘  外 丸 郵 便 局 局 ⻑   
涌 井  博 美  

町
職
員 

津 南 病 院  リ ー ダ ー  
鴨 井 栄 一 郎  建 設 課  サ ブ リ ー ダ ー  
五 ⼗ 嵐  誠   〃     〃  
石 橋  克 則   〃     〃  
涌 井   昇  教 育 委 員 会     〃  
宮 澤  圭 太  総 務 課   
金 井   廉  税 務 町 ⺠ 課   
樋 口  侑 希    〃   
瀧 沢   望    〃   
片 岡 り ょ う    〃   
城 沢  智 栄  福 祉 保 健 課   
緑 川  佳 也    〃   
大 口  貴 史  建 設 課   
小 林   亮   〃   
吉 野  慧 史   〃   
髙 橋   将   〃   
涌 井  潤 一  教 育 委 員 会   
反 り 目 直 史  総 務 課   
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津南町総合振興計画策定委員名簿 

 
 ４ 福祉チーム 

 

検討した基本構想・基本計画  

住んでよかったとみんなが言えるまち 

 

（ 敬 称 略 ・ 順 不 同 ）  
氏 名  所 属 等  備 考  

大 口  久 男  
町
⺠
・
各
種
団
体 

町 ⺠ 代 表   
根 津  昌 子  津 南 町 ⾷ 生 活 改 善 推 進 協 議 会 会 ⻑   
樋 口  喜 春  津 南 町 ⺠ 生 児 童 委 員 協 議 会 会 ⻑   
若 井 早 百 合  特 定 非 営 利 活 動 法 人 Ｔ ａ ｐ   
髙 橋  秀 幸  津 南 町 社 会 福 祉 協 議 会 事 務 局 ⻑   
森 口  恵 子  Ｊ Ａ つ な ん ⼥ 性 部 部 ⻑   
野 崎   健  

町
職
員 

議 会 事 務 局  リ ー ダ ー  
福 原  卓 也  福 祉 保 健 課  サ ブ リ ー ダ ー  
瀧 澤  章 子    〃    〃  
星 名 由 紀 子    〃    〃  
涌 井  昌 直  津 南 病 院    〃  
大 平 裕 加 里  福 祉 保 健 課   
橋 野  浩 史    〃   
鈴 木  孝 子    〃   
大 石  美 沙    〃   
南 雲  美 佐    〃   
滝 沢  琴 音    〃   
桑 原  世 奈    〃   
北 村  要 人  教 育 委 員 会   
石 澤  美 香    〃   
鴨 井  麻 子    〃   
久 保 田 洋 昭  津 南 病 院   
野 沢   俊    〃   
中 澤  義 貴   〃   
池 田  智 彦  総 務 課   
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津南町総合振興計画策定委員名簿 

 
 ５ 魅力創造チーム 

 

検討した基本構想・基本計画  

地域資源を生かした活力と魅力あふれるまち 

 

（ 敬 称 略 ・ 順 不 同 ）  
氏 名  所 属 等  備 考  

渡 邊  泰 成  町
⺠
・
各
種
団
体 

町 ⺠ 代 表   
照 井  麻 美  津 南 町 地 域 お こ し 協 力 隊   
福 原   香  塩 沢 信 用 組 合 津 南 支 店 支 店 ⻑   
反 り 目 敏 之  宮 野 原 郵 便 局 局 ⻑   
福 原   太  津 南 町 観 光 協 会 理 事   
石 沢  久 和  

町
職
員 

観 光 地 域 づ く り 課  リ ー ダ ー  
石 田  剛 士  議 会 事 務 局  サ ブ リ ー ダ ー  
石 沢  和 也  総 務 課     〃  
滝 沢  直 樹  税 務 町 ⺠ 課     〃  
中 澤  友 也    〃   
涌 井 美 久 里    〃   
小 林 明 日 香  福 祉 保 健 課   
北 村  知 子    〃   
清 水  清 蘭    〃   
小 島  裕 輔  観 光 地 域 づ く り 課   
相 沢  朋 宏     〃   
大 関  祐 太     〃   
安 部  拓 也     〃   
名 地   希     〃   
今 井  哲 哉  教 育 委 員 会   
村 山  昌 江  津 南 病 院   
村 山  大 夢  総 務 課   

 
６ 事務局 

 

氏 名  所 属 等  
村 山  詳 吾  

町
職
員 

総 務 課  
保 坂  晃 久   〃  
宮 澤  拓 也   〃  
桑 原  孝 紀   〃  
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津南町総合振興計画審議会委員名簿 

 

（ 敬 称 略 ・ 順 不 同 ）  
氏 名  所 属 等  備 考  

吉 野   徹  町 議 会 議 ⻑  会 ⻑  
小 島  隆 夫  町 ⺠ 代 表  副 会 ⻑・生 活 チ ー ム 代 表  
風 巻  光 明  町 議 会 副 議 ⻑   
涌 井 九 八 郎  津 南 町 森 林 組 合 代 表 理 事 組 合 ⻑  産 業 チ ー ム 代 表  
島 田   繁  津 南 町 商 工 会 会 ⻑     〃  
大 島  則 雄  町 ⺠ 代 表  生 活 チ ー ム 代 表  
江 村 か お る    〃  教 育 チ ー ム 代 表  
涌 井  泰 二    〃     〃  
大 口  久 男    〃  福 祉 チ ー ム 代 表  
樋 口  喜 春  津 南 町 ⺠ 生 児 童 委 員 協 議 会 会 ⻑     〃  
渡 邊  泰 成  町 ⺠ 代 表  魅 力 創 造 チ ー ム 代 表  
反 り 目 敏 之  宮 野 原 郵 便 局 局 ⻑      〃  

 
 ※ 津 南 町 総 合 振 興 計 画 審 議 会 は 町 議 会 議 ⻑ 及 び 副 議 ⻑ 並 び に 各 チ ー ム か ら ２

名 ず つ 選 出 さ れ た 策 定 委 員 に よ り 構 成  
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数値目標・ＫＰＩ一覧表（基本構想又は基本計画に掲載した事項の再掲） 

 

 
  

農林産物販売額 43億円 47億円

労働人口（町内事業所従業者数）
3,871人

（H28） 3,940人

観光客入込客数 45万人 50万人
法人農家数 28法人 31法人
水稲作付面積（津南町農林水産統
計集計値） 1,453ha 1,435ha

法人農家数 28法人 31法人
畑作の年間販売額（津南町農林水
産統計集計値） 1,285,362千円 1,300,000千円

生乳販売量 1,160トン 1,180トン
肉牛販売頭数 15頭 15頭
繁殖牛販売頭数 10頭 10頭
肉豚販売頭数 14,600頭 15,000頭

素材生産量 4,365千円 5,000千円

特殊林産物生産量 448,572千円 500,000千円

商工会会員数 365人 370人
空き店舗活用による雇用者数 ２人 5人
20〜30歳人口 619人 650人
再生可能エネルギー取組事業者数 ５事業所 ６事業所
電気自動車の公用車導入 ― 2台
空き家・空き店舗（サテライトオ
フィス化） ― 10社

地域おこし協力隊による起業数 1人 3人
動画配信で本町の情報を発信する
サービスの開始 ― 導入

トレッキング等ツアー 3回 6回
ジオパーク観光入込数 10,418人 12,500人
ＰＲ手段 7 8
観光協会インスタフォロワー 856人 10,000人

K
P
I

１．希望と可能性に満
ちた活力のある産業の
まち

指標名

数
値
目
標

K
P
I
K
P
I

第６次総合振興計画の施策

⑦ 観光業の振興

⑥ 雇用の拡大

⑤ 商工業の振興

④ 林業の振興

③ 畜産業の振興
K
P
I

K
P
I

K
P
I

K
P
I

現在値
前期基本計画目標値
（令和７年度）

② 畑作の振興

① 稲作の振興
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土曜保育の時間延⻑ 半日 １日
ICT推進員の導入 ― 1人
なじょもんの魅力的な体験実習の
メニュー 127種類 137種類

日本ジオパーク再認定 再認定 再認定

子育て世代包括支援センター整備 ― 整備

土曜保育の時間延⻑ 半日 1日

ＩＣＴ推進員の導入 ― 1人
学童専用施設の設置 ― 1カ所
地域コーディネーターの配置 1人 4人

公⺠館延べ利用者数（人口比）
12,080人

（129.20％）
11,991人

（140.00％）
図書貸出利用実人数（町内在住者
のみ・人口比）

730人
（7.81％）

857人
（10.00％）

町社会体育施設延べ利用者数（人
口比）

40,852人
（436.96％）

38,543人
（450.00％）

「なじょもん」の年間来館者数の
増加 17,802名 20,000名

「なじょもん」の魅力的な体験実
習メニューの創出（メニュー数）

127種類
（うち 縄文体験
64種類、その他
体験 63種類）

137種類

解説看板の設置 ２５か所 ３５か所
親子ジオツアーの実施 ― 年３回
自然環境調査 １か所 ３か所

① 保育・子育て支援
K
P
I

指標名第６次総合振興計画の施策

⑤ 郷土学習支援と苗
場山麓ジオパーク保
全

K
P
I

② 学校教育支援
K
P
I

③ 生涯学習、スポー
ツ環境の支援

K
P
I

④ 芸術・伝統文化・
文化財保護の活用と
支援

K
P
I

前期基本計画目標値
（令和７年度）現在値

２．生涯学びながら成
⻑できるまち

数
値
目
標
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事故・犯罪認知件数の減 24件 20件以下
公共交通機関の収支率の改善 35.60% 36.00%

廃棄物の最終処分量の縮減 793t
（過去5年平均）

770t

車道幅が5.5ｍ以上の町道におけ
る区画線の設置率 50% 80%

信濃川上流圏域河川整備計画の進
捗率 ― 100%

町道の改良率 80% 82%

有収率(上水道) 78% 81%

水洗化率(下水道) 82% 85%

③ 環境衛生
K
P
I

ごみ排出量 3,747ｔ 3,500ｔ

公営住宅の入居率 97% 98％以上
子育て支援住宅の入居率 80% 90％以上
住宅の克雪化率 47.50% 50%
空き家利活用の実施の累計件数 14件 20件
自主防災組織の組織率 77.73% 90%
防災訓練実施組織数 11 30
津南町防災メール登録率 27.43% 50%

収支率の維持・向上

・路線バス（⼗日町〜
津南線） 85.7%

・路線バス（上記以外
の路線） 28.5％

・スクールバス・乗合
タクシー 16.3％

・路線バス（⼗日町〜
津南線） 85.7％以上
・路線バス（上記以外
の路線） 28.5％以上
・スクールバス・乗合

タクシー 16.3以上

利用者の維持・向上

・路線バス（⼗日町〜
津南線） 142,766人

・路線バス（上記以外
の路線） 67,317人

・スクールバス・乗合
タクシー 5,031人

・路線バス（⼗日町〜
津南線） 142千人以上
・路線バス（上記以外
の路線） 67千人以上
・スクールバス・乗合
タクシー 5千人以上

利用促進事業の実施 ―
利用促進に向けた取組

の実施回数
２回以上／年

消費生活啓発講座実施回数 11回 15回以上
防犯パトロール実施回数 5回 10回以上
高齢者事故発生率 62.50% 30％以下

⑦ 生活安全
K
P
I

⑥ 生活交通
K
P
I

② 上下水道
K
P
I

④ 住宅環境の整備
K
P
I

⑤ 防災力の強化
K
P
I

前期基本計画目標値
（令和７年度）

① 道路・河川
K
P
I

指標名 現在値

３．安全安心で快適に
暮らせるまち

数
値
目
標

第６次総合振興計画の施策
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特定健診受診率
58.6%

（H27年） 60%

介護が必要な高齢者の割合 21.90% 21.90%
地域生活支援拠点の整備 ― １か所
津南病院常勤医師数 ４人 ５人
⾷事をバランスよく⾷べている人
の割合

59.6％
（H28） 70%

継続的な運動をしている人（週1
回以上）

34.6％
（H28） 40%

喫煙者の割合

40歳未満
男性：40.4％
⼥性：12.8％

40歳以上
男性：33.1％
⼥性：9.8％

（H28）

40歳未満
男性：35％
⼥性：10％

40歳以上
男性：31％
⼥性：5％

特定健診受診率
58.6％

（H27） 60%

うつ病のサインの症状を「知らな
い」方の割合

38.1％
（H28） 30%

住⺠主体の通いの場の数 1か所 ２か所
認知症サポーター養成講座参加事
業所の数 ９事業所 １４事業所

訪問型サービスＣ
提供事業者数 ― １事業所

就労移行支援事業所 ― １箇所
地域活動支援センター
1日平均利用者数 41人 4５人

障害者グループホーム棟数 1棟 ２棟
ボランティアサマースクール参加
者数 8名 13名

ボランティア登録者数 595名 620名
サロン活動実施地区数 18地区 20地区

津南病院内科常勤医師数 ３人 ４人

うおぬま米ねっと登録者数 1,565人 2,500人
⑤ 医療体制の充実

K
P
I

① 生涯元気で達者な
まち

K
P
I

② 高齢者が地域でい
きいきと暮らせるよ
うに

K
P
I

③ 障害者が地域でい
きいきと暮らせるよ
うに

K
P
I

第６次総合振興計画の施策
前期基本計画目標値
（令和７年度）

④ 全ての人が安心し
て暮らせるように

K
P
I

４．住んでよかったと
みんなが言えるまち

数
値
目
標

指標名 現在値
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25〜35歳の転入-転出/年 −20人 −10人
50〜60歳の転入-転出/年 −10人 −5人 
ふるさと納税者数 2,522人 3,000人
津南未来会議の開催数 5回 10回/年
津南未来会議で提言されたアイデ
アの実現数 ― 延べ5件

まちなかオープンスペース来訪数 ― 3,000人/年
来訪者の1年以内の再来訪意向 15.80% 25%
地域資源をテーマとした旅行商品
造成 ― 10本

案内所への観光問合せ件数 3,542件/年 4,000件/年
ガイド延べ案内回数 115回/年 150回/年
リピート率（再訪問率） 68.40% 75%
温泉旅館宿泊者数 70,120人/年 80,000人/年
外国人観光客数 6,260人/年 7,500人/年
6月の宿泊者数（キャンプ含む） 4,830人 6,000人
11月の宿泊者数（キャンプ含
む） 3,830人 4,800人

ふるさと納税者への情報発信件数 ― 3回
交流人口のリスト登録者数 ― 300人
町出身大学生等への年間情報発信
回数 1回/年 25回/年

ＩＣＴ企業誘致数(累計) ― 2社
移住相談会への地域住⺠参加数 ― 10人/年
地区協議会数 4協議会 ６協議会
地区協議会の勉強会や報告会の開
催数 ― ２回/年

集落支援員数 ２人 ５人

マイナンバーカード普及率 15% 95%

デジタル人材育成研修受講者 ― 3人

デザイン基準に基づいた看板整備
数 ３基 10基

商店街修景計画参加店舗数 ― 15店
古⺠家活用検討の対象件数 ― ２軒

③ 交流人口の増加と
ネットワークづくり

K
P
I

④ 移住定住（ＵＩＪ
ターン）の促進

K
P
I

⑦ 景観の整備
K
P
I

⑤ 地域支援制度
K
P
I

⑥ デジタル技術の活
用による課題解決と
価値の創造

K
P
I

前期基本計画目標値
（令和７年度）

① 地域づくり基盤の
構築

K
P
I

② つなん型ツーリズ
ムの推進

K
P
I

５．地域資源を生かし
た活力と魅力あふれる

まち

数
値
目
標

指標名 現在値第６次総合振興計画の施策
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